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１１１１    施工計画施工計画施工計画施工計画    

 

（１）

（１）（１）

（１） 

  

 施工計画の目標

施工計画の目標施工計画の目標

施工計画の目標 

  

 

 

施工計画の目標は、工事対象の築造物を、設計図書に基づいて、所定期間内に、最小の費用で

安全に施工する条件と方法を生み出すことである。 

 

・ 受注者は施工計画を十分な予備調査に基づき慎重に立案する。 

・ 受注者は工事の進行の各段階において計画どおりに行われているかどうかを対比・検討し、施工 

計画の変更も含め、必要な是正処置を適切に実施する。 

 

（２）施工計画の基本方針

（２）施工計画の基本方針（２）施工計画の基本方針

（２）施工計画の基本方針 

  

 

築造物の形状・寸法・品質などは、設計図書に示されているが、この構造物をどのようにして 

造り上げるかという施工計画については、ほとんど指示されていないのが一般的である。 

仮設工事について､特に重要なものは、施工方法などを仕様書に規定したり、発注者の承認を 

要することを定めているが、それ以外は施工者にまかされている場合が多い。施工者は自らの 

技術と経験を生かして、工事の実施方法を検討・施工しなればならない。 

施工計画立案時の主な検討課題は､次のとおりである。 

 

① 発注者から指示された契約条件（現場説明事項・施工条件明示事項） 

② 現場の工事条件 

③ 全体工程等 

④ 施工方法と施工順序 

⑤ 施工用機械設備の選定 

⑥ 仮設（備）の設計と配置計画 

 

これらの課題を慎重に検討して、施工計画の基本方針を決定しなければならない。 

工事の結果は施工計画の適否に依存している要素が大きいので、あらゆる事態に対して綿密に検討

を加えておかなければならない｡ 

 

施工計画基本方針決定に際しての留意事項は次のとおりである。 

① 施工計画の決定には、過去の実績や経験を生かすと共に、理論と新工法を考慮して、現場の施工 

に合致した大局的な判断を行うことが大切である｡ 

② 施工計画の検討は、現場技術者のみに頼ることなく、会社内の組織を活用して、高度な技術水準 

で検討することが望ましい。 

また、必要な場合には、研究機関などにも相談し、技術的な指導を受けることも大切である。 

③ 発注者から指示された工期は、施工者の手持資材・労務・適用可能な機械類などの社内的な状況 

によって必ずしも最適工期であるとは限らないので、指示された工期の範囲内でさらに経済的な 

工程を探し出すことも重要である。 

施工計画を決定するときは、一つの計画のみでなく、幾つかの代案を作り、経済性を考慮した長 

所短所を比較検討して、最も適した計画を採用する。 
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（３）施工計画の手順

（３）施工計画の手順（３）施工計画の手順

（３）施工計画の手順 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ない 

ない 

提出

ある 

ある 

始

事前調査 

契約書、設計書、仕様書、特記仕様書などの理解 

不明箇所 

もう一度確認 

主要工種について概略工程表作成 

全体工程表（基本案）作成 

施工順序の決定 

修正の必要 

全体工程表（基本修正案）作成 

詳細工程表作成 

平均施工速度 

最適工期の検討 

主要な段取り、使用機械 

施工方法について検討 

作業可能日数 

現場制約条件 

標準作業能率 

資材入荷の 

集 中 度 

機械の組合せ、使用法 

機種選定、台数 

仮設設計 

仮設転用 

作業の区切りと 

その所要日数 

各案別工費の試算 

比較・検討 

全体工程、詳細工程、各確率 

段 取 り 説 明 図 

関係作業の整理図 

仮設構造図 

仮設配置図 

品質確保 

検査方法 

実 行 

予算化 
機械、資材 

の 配 置 図 

現場管理 

組 織 

安全計画 

環境保全 

計 画 

施工計画書に編集 

終

工

事

お

よ

び

材

料

一

覧

表

作

成

 

労務予定 
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（４）施工計画のための事前調査

（４）施工計画のための事前調査（４）施工計画のための事前調査

（４）施工計画のための事前調査 

  

 

ア

アア

ア 

  

 事前調査の必要性

事前調査の必要性事前調査の必要性

事前調査の必要性 

  

 

 

事前調査が不十分のために失敗した工事を多くの人々は、知っているはずある。失敗した場合 

にもまったく予測できなかった例は非常に少なく、「ひょっとすると危ないかも知れないが、多分 

大丈夫だと思った」とか「分ってはいたが忙しくて」とかいう言葉がよく聞かれるが、事前調査に

より問題点を十分検討しそれをどう反映させるかどうかが失敗と成功を分ける分岐点でもあるとい

えよう。 

イ

イイ

イ 

  

 契約条件の

契約条件の契約条件の

契約条件の確認

確認確認

確認 

  

 

事前調査は先ず契約関係書類の確認から始める。工事の内容を十分に知るためには、設計図書よ 

り、どこにどのような品質のものを、いつまでにいくらで、いくつ造るかを理解する必要がある。 

設計

設計設計

設計図書の内容

図書の内容図書の内容

図書の内容確認

確認確認

確認 

  

 

現場担当者は工事に着手する前に、その内容を確認し、理解しておかなければならない。もし疑 

問点があったならば発注者と打ち合せ、できるだけ文書の交換を行うべきである。 

契約書および設計図書に内容について、特に

特に特に

特に確認

確認確認

確認すべき点

すべき点すべき点

すべき点を次にあげる。 

① 不可抗力による損害はどう取扱うか

不可抗力による損害はどう取扱うか不可抗力による損害はどう取扱うか

不可抗力による損害はどう取扱うか｡ 

② 工事中止に基づく損害はどう取扱うか､用地未解決はないか

工事中止に基づく損害はどう取扱うか､用地未解決はないか工事中止に基づく損害はどう取扱うか､用地未解決はないか

工事中止に基づく損害はどう取扱うか､用地未解決はないか｡ 

③ 資材、労務費の変動に基づく変更はどう取扱うか

資材、労務費の変動に基づく変更はどう取扱うか資材、労務費の変動に基づく変更はどう取扱うか

資材、労務費の変動に基づく変更はどう取扱うか｡ 

④ 瑕疵

瑕疵瑕疵

瑕疵担保はどうなっているか

担保はどうなっているか担保はどうなっているか

担保はどうなっているか｡ 

⑤ 工事代金の支払条件

工事代金の支払条件工事代金の支払条件

工事代金の支払条件 

⑥ 数量の増減による変更はどうなっているか、数量の違算はないか

数量の増減による変更はどうなっているか、数量の違算はないか数量の増減による変更はどうなっているか、数量の違算はないか

数量の増減による変更はどうなっているか、数量の違算はないか｡ 

⑦ 図面と現場との相違点はないか

図面と現場との相違点はないか図面と現場との相違点はないか

図面と現場との相違点はないか｡ 

⑧ 図面、仕様書、施工管理基準など

図面、仕様書、施工管理基準など図面、仕様書、施工管理基準など

図面、仕様書、施工管理基準などに基づく

に基づくに基づく

に基づく各規格値

各規格値各規格値

各規格値 

⑨ 監督員の指示、承諾、協議事項

監督員の指示、承諾、協議事項監督員の指示、承諾、協議事項

監督員の指示、承諾、協議事項 

⑩ 仮設

仮設仮設

仮設についての規定

についての規定についての規定

についての規定、特に大規模な仮設は変更契約の対象となる場合もあるので注意すること｡

特に大規模な仮設は変更契約の対象となる場合もあるので注意すること｡特に大規模な仮設は変更契約の対象となる場合もあるので注意すること｡

特に大規模な仮設は変更契約の対象となる場合もあるので注意すること｡ 

  

 

ウ

ウウ

ウ 

  

 現場条件の

現場条件の現場条件の

現場条件の確認

確認確認

確認 

  

 

現場諸条件は、各工事ごとに異なるものであり、施工計画に重大な影響があるから、必ず現場に

おいてあらゆる現場条件を調査して、その現場条件に最も適当で最も経済的な計画を立てることが

大切である｡ 

現場の事前調査に必要な

現場の事前調査に必要な現場の事前調査に必要な

現場の事前調査に必要な確認

確認確認

確認事項

事項事項

事項 

  

 

現場条件の事前調査は、工事の規模により異なるが、複数の者が行くとか、また場合によっては

回数を重ねて調査することにより、個人的な視点の片寄りをなくし、正確に、詳細に、しかももれ

なく調査ができ､良い結果を生ずることになる｡ 

現場の事前調査に必要な

現場の事前調査に必要な現場の事前調査に必要な

現場の事前調査に必要な確認

確認確認

確認事項

事項事項

事項は

はは

は次のとおりである。 

 

建設工事は発注者の指定する場所に、指定する構造物を施工するという受注産業であり、一つ一つ 

がすべて新しい仕事であって、その都度、その工事に適した施工方法を選定しなければならない。建

設工事は自然を相手に取り組むものであるから現場の自然条件及び立地条件などを事前に調査し、十

分に把握することが、施工計画をはじめとして、工事価格の見積りを適正にし、工事を成功に導くも

とになるものである。 
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① 地形・地質・土質・地下水の調査（設計

地形・地質・土質・地下水の調査（設計地形・地質・土質・地下水の調査（設計

地形・地質・土質・地下水の調査（設計図書

図書図書

図書との照合も含む。

との照合も含む。との照合も含む。

との照合も含む。）

））

） 

② 施工に関係のある水文気象の調査

施工に関係のある水文気象の調査施工に関係のある水文気象の調査

施工に関係のある水文気象の調査 

③ 施工

施工施工

施工方

方方

方法、仮設規模、施工機械の選択

法、仮設規模、施工機械の選択法、仮設規模、施工機械の選択

法、仮設規模、施工機械の選択 

④ 動力源、工事用水の入手

動力源、工事用水の入手動力源、工事用水の入手

動力源、工事用水の入手 

⑤ 材料の供給源と価格及び運搬路

材料の供給源と価格及び運搬路材料の供給源と価格及び運搬路

材料の供給源と価格及び運搬路 

⑥ 労務の供給、労務環境、賃金

労務の供給、労務環境、賃金労務の供給、労務環境、賃金

労務の供給、労務環境、賃金 

⑦ 工事によって支障を生ずる問題点

工事によって支障を生ずる問題点工事によって支障を生ずる問題点

工事によって支障を生ずる問題点 

⑧ 用地買収の進行状況

用地買収の進行状況用地買収の進行状況

用地買収の進行状況 

⑨ 附帯工事、別途関連工事、隣接工事などの調査

附帯工事、別途関連工事、隣接工事などの調査附帯工事、別途関連工事、隣接工事などの調査

附帯工事、別途関連工事、隣接工事などの調査 

⑩ 騒音、振動などに関する環境保全基準

騒音、振動などに関する環境保全基準騒音、振動などに関する環境保全基準

騒音、振動などに関する環境保全基準 

⑪ 埋蔵

埋蔵埋蔵

埋蔵文化財の有無

文化財の有無文化財の有無

文化財の有無 

⑫ その他

その他その他

その他 

 

エ

エエ

エ 

  

 現場条件事前調査項目一覧表（チェックリスト）

現場条件事前調査項目一覧表（チェックリスト）現場条件事前調査項目一覧表（チェックリスト）

現場条件事前調査項目一覧表（チェックリスト） 

  

 

現場条件の事前調査の項目は、かなり数が多いので、項目を見落とさないように、これを一覧表 

にしておくと便利である｡ 

ここにあげたチェックリストは、一般的な工事について作成したものであるので、担当工事の特 

徴などを考えて必要項目について選択し、調査すればよい。現場調査においては、工法、段取、建

現場調査においては、工法、段取、建現場調査においては、工法、段取、建

現場調査においては、工法、段取、建

設機械の機種選定、工期などを常に頭にうかべながら踏査する心得が大切である。また

設機械の機種選定、工期などを常に頭にうかべながら踏査する心得が大切である。また設機械の機種選定、工期などを常に頭にうかべながら踏査する心得が大切である。また

設機械の機種選定、工期などを常に頭にうかべながら踏査する心得が大切である。また、ベテラン

、ベテラン、ベテラン

、ベテラン

の方や

の方やの方や

の方や地元の古老の意見を聞くことも参考になるものである。

地元の古老の意見を聞くことも参考になるものである。地元の古老の意見を聞くことも参考になるものである。

地元の古老の意見を聞くことも参考になるものである。 

 

現場事前調査調査参加者のチェックリスト

現場事前調査調査参加者のチェックリスト現場事前調査調査参加者のチェックリスト

現場事前調査調査参加者のチェックリスト 

  

 

準 備 持 参 品 

調査参加者の決定、調査項目分担、集合場所時間打合せ、出先等への連絡、利 

用交通手段、調査時間スケジュール、予定日の天気予報、地図、設計図書、野 

帳、スケール、テープ、カメラ、資料入ビニール袋、双眼鏡、ハンドレベル、 

ポール、ハンドオーガー、コーンペネトロメーター、ハンマー、作業衣、長 

靴、スコップ、磁石、トランシーバー 

地 形 

工事用地、センター杭、巾杭、高低差、地表勾配、切取高、危険防止個所、設 

計図書と現地の相違点、土取場、土捨場、骨材採取場、材料貯蔵場、排水 

地 質 

粒度、締固め特性、自然含水比、硬さ、混有物、岩質、亀裂、断層、地層、落 

石、地迂り、各間の堆積層、地盤の強さ、支持力、トラフィカビリティ、地下 

水、伏流水、湧水、既存の資料、柱状図、近接地の例、古老の意見 

気 象 

降雨量、降雨日数、降雪開始時期、積雪量、融雪期、気温、日照、風向、風 

力、台風、波浪 

流 況 

各季節毎（梅雨期、台風期、冬期、融雪期）の低水位と高水位、平水位、洪水 

（洪水位、洪水量、危険水位、出水時間、ひん度などについて過去の記録を調 

査、また本川から支川への逆流、たん水時間、排水ポンプ能力）、付近の聞き込

み 
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電 力 ・ 水 

工事用電源（電圧､容量､引込距離､配線） 

工事用水（水道か井戸か地表水か、水量、場所、水質、取水設備、既得取水 

者）、電力以外の必要性 

仮設建物施工施設 

事務所、宿舎、倉庫、車庫、建設機械の設置揚および修理施設、材料貯蔵所、 

材料試験場、プラント、火薬庫、変電所、給油所、電話、電灯、上水道、下水 

道、燃料ガス、また既存の病院・保健所、修理工場などの有無 

輸 送 

搬入道路（幅員、路面、路盤の強度、舗装の有無、カーブ、交通量、交差点、 

踏切、交通規制、荷重制限、高さ制限、トンネル、橋梁）鉄道軌道（運行回 

数、始終発時刻、最寄り駅までの距離、荷役施設、運賃および手数料） 

船舶（水路、水深、吃水、閘門、港までの距離、荷役施設） 

材 料 

砂、砂利、栗石、砕石、石材、盛土材料、木材、鋼材、生コンクリート、コン 

クリート二次製品などについて生産地、生産量、距離、貯蔵量、生産品質、単 

価、競合となる他工事の発注量と納期 

労 力 

賃金、地元募集可能人数、他地方移入可能人員、農繁期の出役可能人員、女性 

労働力、熟練度、特殊技能者、他工事との関係、地元下請業者、遠距離の場合 

マイクロバス輸送 

工 事 用 地 

買収済の用地境界、未解決の用地および物件、解決済の未移転物件、未解決の 

場合の解決見込、借用地、借地料、耕作物 

支 障 物 件 

地下埋設物（通信、電力、ガス、上下水道、排水路、用水路） 

地上障害物（送電線、通信線、索道、鉄塔、電柱、やぐら） 

環 境 問 題 

交通問題（交通量、定期バス有無と回数、通学路、作業時間に対する制限、祭 

礼行事、観光ルート、回り道） 

公害問題（騒音、振動、煙、ごみほこり、取水排水などが学校、病院、商店、 

住宅に与える影響） 

相隣関係（公害問題以外に掘削による近接家屋への影響、耕地の踏み荒しおよ 

び樹木の伐採補償、土砂および排水の流入） 

利 権 関 係 水利権、漁業権、林業権、土捨権、採取権、鉱業権、地上権、地役権、特許 

工 事 関 連 

将来の追加工事の可能性、設計変更の可能性ある箇所、付帯工事､関連別途工 

事、隣接している他業者の工事 
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２２２２    施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書作成作成作成作成例例例例    

施工計画書の作成例を記載する。 

作成例は、工事関係書類一覧表（案）Ｎｏ20にも記載した記載項目に沿って掲載した。 

掲載された内容は作成例である。業務効率化のため、様式として活用できるよう作成し 

たものであるが、各現場の条件には適合するものではないことから、数値等の記載は行っ 

ていない。 

 

工事関係書類一覧表（案）記載内容 

 

Ｎｏ20 施工計画書 

（原則として全工事で提出する。ただし、工事内容等により、監督員等が不要と認めた場

合はこの限りではない。） 

 

・工事着手前に提出する。工事着手の定義は共通仕様書1-1-1-2-44のとおり。 

・大型構造物等複雑な工事においては監督員等の承諾を得て記載内容の一部の提出時期を遅

らせることができる。 

・記載項目（必要のない項目は省略し、現場と整合した内容とする） 

 (1)工事概要 

 (2)計画工程表 

 (3)現場組織表 

(4)施工機械（施工方法に規格まで記載すれば省略可） 

(5)主要資材 

(6)施工方法（主要機械、仮設備計画、コンクリート打設計画、残土処理計画等。） 

(7)施工管理計画 

(8)安全管理 

(9)緊急時の体制及び対応 

(10)交通管理 

 (11)環境対策 

(12)現場作業環境の整備 

(13)再生資源の利用促進と建設副産物適正処理方法 

(14)過積載防止対策 

(15)関係者との協議予定 

(16)その他（建設リサイクル法の告知書、資源リサイクル法の再生資源利用（促進）計画書、等） 
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施  工  計  画  書（ 記載例 ） 

 

 

 

工 事 名   平 成 ○ ○ 年 度 ○ ○ ○ ○ ○ 工 事       

 

 

工事場所  （主） ○○○ 線 ○○○郡○○町 字 ○○○      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事施工者     ○ ○  建 設 株 式 会 社        

 

 

 

現場代理人       ○  ○  ○  ○         
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目  次 （例） 
 

 

 

 

1  工事概要 ･･････････････････････････････ 10 

2  計画工程表 ････････････････････････････ 11 

3  現場組織表 ････････････････････････････ 12 

4  施工機械 (省略可)･･････････････････････ 15 

5  主要資材 ･･････････････････････････････ 16 

6  施工方法(「4施工機械」を省略した場合は、 

施工機械についても記載のこと)･･ 17 

(1)主要工種施工方法 ･･･････････････････ 17 

(2)仮設備計画 ･････････････････････････ 40 

7  施工管理計画   ･･････････････････････ 41 

(1)出来形管理 ･････････････････････････ 41 

(2)品質管理 ･･･････････････････････････ 42 

(3)写真管理 ･･･････････････････････････ 43 

8  安全管理 ･･････････････････････････････ 45 

9  緊急時の体制及び対応 ･･････････････････ 55 

10  交通管理 ･･････････････････････････････ 56 

11  環境対策 ･･････････････････････････････ 58 

12  過積載防止対策等 ･･････････････････････ 58 

13  建設副産物 ････････････････････････････ 59 

(1)建設副産物 ･････････････････････････ 59 

(2)残土、不足土 ･･･････････････････････ 59 

(3)再生資源利用(促進)計画書の提出 ･････ 59 

14  その他 ････････････････････････････････ 60 

(1)関係機関等への届出又は協議 ･････････ 60 
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不要な項目は削除して、目次を作成 
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１１１１    工事概要工事概要工事概要工事概要 

 

工 事 名      平成 ○○年度 ○○○○○工事              

 

 

工 事 場 所     （主） ○○○線○○○郡○○町字○○○          

 

 

工   期   自 平成○○年○○月○○日～至 平成○○年○○月○○日 

 

 

設 計 概 要     Ｗ＝●（●）ｍ    Ａ＝●㎡        

             金抜設計書の「設計概要」を記入してもよい。 

 

 

     №  （測点番号起点）   ～  №  （測点番号終点）  

          延 長  ●● ｍの      ○○○ 工 事    

 

 

 

主 た る 工 事 の 内 容 

工    種  工  事  の  規  模 

土    工   機械掘削工    ●ｍ

３

 

  盛り土工      ●ｍ

３

 

  残土処理工     ●ｍ

３

 運搬距離 ●㎞ 

土   留   工  ブロック積み工  Ｈ＝●～●ｍ Ｌ＝●ｍ Ａ＝●㎡ 

排   水   工  自由勾配側溝  ●型  Ｌ＝●ｍ 

路   盤   工  下層路盤工   ｔ＝●cm   Ａ＝●㎡ 

  上層路盤工   ｔ＝●cm   Ａ＝●㎡ 

舗   装   工  基層工     ｔ＝●cm   Ａ＝●㎡ 

防  護  柵  工  ガードレール Ｇｒ－Ｃ－●Ｅ Ｌ＝●ｍ 
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２２２２    計画工程表計画工程表計画工程表計画工程表 

 

 (1) 実施工程表 

  (注) 工程表は、経済的な工程計画立案の目標の趣旨に沿って、作業可能日数の算定、平均施工速 

度による１日標準施工量の算定、所要日数の算定、施工順序の決定、最適工期の決定などによ 

    り工程を決定する。 

  

5 施工計画　交通規制申請

2

4

6

3

3

6

6

6 路盤掘削と同時埋戻し

6 　　　　〃　　　　 盛立

9

3 7

3

20

20

2

10 第１回 №388～№580

第２回 №580～№770

3 3 同上

3 同上

4 同上

3

10

5 仮設物片付、現場整理

スミ入、書類

工　種 種　　別 細　　　　別 単位 数　量 備            考

工　　　　　　　　　　　　　　　　程

５(下)月 ６(上)月 ６(下)月 ７(上)月 ７(下)月 ８(上)月 ８(下)月 ９(上)月

８０％出来形展開図の提出

片 付

法 覆 工

路盤工(2)

路盤工(1)

排 水 工

土  木  (1)

(2)

準 備 工

4

10

全 体 10% 20% 30% 45% 60%

機 械 掘 削

残 土 処 理

80% 95% 100%

計 画

仮 設

安全施設の設置

測 量 及 丁 張

機 械 掘 削

残 土 処 理

床 掘 （ 人 力 ）

埋 戻

盛 立

床 拵

地下排水暗渠工

特 車 300 型

〃

〃

同 甲 蓋 工

遮 断 層

下 層 路 盤 工

〃

〃

摩 耗 層

土 羽 工

現 場 事 務 所 迂 回 路

交 通 標 識 安 全 柵

排 水 工 の 掘 削

路 盤 工 の 掘 削

有孔管伏設フィルター材

基 礎 40mm 級

捨 コ ン 敷 均 し

伏 設 接 合

荒 目 砂

40mm 第 一 層

40mm 第 二 層

40mm 第 三 層

筋 芝

ｍ

ｍ

ｍ

３

〃

〃

ｍ

３

〃

〃

〃

㎡

ｍ

ｍ

３

〃

ｍ

枚

㎡

〃

〃

〃

〃

〃

382

770

382

570

570

38

1,280

920

50

290

2,980

382

23

8

382

80

750

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2,101

2,899

2,804

2,659

2,689

80% 8月10日頃提出 
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３３３３    現場組織表現場組織表現場組織表現場組織表 

 

(1) 技術者、資格者の配置 

 （ ）内に主任者の資格証№を記入。クレーンを使用する場合は玉掛作業受講者を記入のこと。 

 [ ] 内には、所属する会社が下請の場合、その会社名を記入のこと。 

 

 

＊ 作業主任者 取扱い責任者等 必要な資格者を記入のこと。 

 

 ① 作業主任者 

    ・高圧室内作業主任者 

    ・地山の掘削作業責任者 

    ・土止め支保工作業主任者 

    ・ずい道等の掘削作業主任者 

    ・ずい道等の覆工作業主任者 

    ・型枠支保工の組立解体等作業主任者 

    ・足場組立解体作業主任者 

    ・酸素欠乏危険作業主任者 

    ・その他必要な作業主任者 

 

 ② 火薬類取扱保安責任者   正のみ記入 

 

 

＊ 次に資格証の写しを添付、又監督員は、現場へ臨場した際に、作業状況に伴う主任者を本写に 

  より確認すること。 

 

 (2) 関係組織図（下請け金額にかかわらず、全ての下請業者を含めた組織図を必ず添付する） 

＊ 資 格 者 証 等 の

　 写 しを添 付

○○○○○ ○○○○○ ○○○○○

　作業主任者 　作業主任者 　作業主任者

○ 　○ 　○ 　○

○ 　○ 　○ 　○

○ 　○ 　○ 　○

　（　　　　）

○○○○

　[　　　　]

　（　　　　）

○○○○

　[　　　　]

○○○○

　[　　　　]

　（　　　　）

現 場 代 理 人

主 任 技 術 者

監 理 技 術 者

専 門 技 術 者

コン クリー ト

担 当 技 術 者

左記のうち不要なものは削除する。 

その他必要な作業主任者は 

共８「施工管理（安全管理）」 

建設関係計画届・作業主任者等を参考のこと。 
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自 至

工 事

工 事

工 事

工 事

工 事

工 事

工 事

工 事

工 事

工 事

工 事

工 事

工 事

工 事

工 事

工 事

（

注

）

実

際

の

下

請

関

係

（

１

次

、

２

次

、

・

・

・

）

に

合

わ

せ

て

、

　

　

　

適

宜

「

線

」

を

追

加

す

る

。

年

 

　

月

 

　

日

～

　

　

年

 

　

月

 

　

日

年

 

　

月

 

　

日

～

　

　

年

 

　

月

 

　

日

年

 

　

月

 

　

日

～

　

　

年

 

　

月

 

　

日

年

 

　

月

 

　

日

～

　

　

年

 

　

月

 

　

日

年

 

　

月

 

　

日

～

　

　

年

 

　

月

 

　

日

会

　

社

　

名

工

 

事

 

内

 

容

工

 

事

 

内

 

容

工

 

事

 

名

 

称

年

　

　

月

　

　

日

　

（

注

）

委

託

会

社

（

警

備

会

社

,

産

業

廃

棄

物

処

理

業

者

等

）

に

つ

い

て

は

、

　

　

　

商

号

又

は

名

称

、

現

場

責

任

者

名

、

工

期

を

記

入

す

る

。

年

 

　

月

 

　

日

～

　

　

年

 

　

月

 

　

日

年

 

　

月

 

　

日

～

　

　

年

 

　

月

 

　

日

元

 

請

 

名

会

　

社

　

名

施

工

体

系

図

　

様

式

例

工

事

作

業

所

災

害

防

止

協

議

会

兼

施

工

体

系

図

工

事

作

業

所

災

害

防

止

協

議

会

兼

施

工

体

系

図

工

事

作

業

所

災

害

防

止

協

議

会

兼

施

工

体

系

図

工

事

作

業

所

災

害

防

止

協

議

会

兼

施

工

体

系

図

発

 

注

 

者

 

名

工

期

年

　

　

月

　

　

日

　

監

 

督

 

員

 

名

工

 

事

 

内

 

容

工

 

事

 

内

 

容

主

任

技

術

者

工

 

事

 

内

 

容

会

　

社

　

名

会

　

社

　

名

会

　

社

　

名

担

当

工

事

内

容

専

門

技

術

者

工

 

事

 

内

 

容

専

門

技

術

者

名

主

任

技

術

者

監

理

技

術

者

名

安

全

衛

生

責

任

者

専

門

技

術

者

年

 

　

月

 

　

日

～

　

　

年

 

　

月

 

　

日

専

門

技

術

者

名

担

当

工

事

内

容

担

当

工

事

内

容

担

当

工

事

内

容

担

当

工

事

内

容

安

全

衛

生

責

任

者

主

任

技

術

者

安

全

衛

生

責

任

者

安

全
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生
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技
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技
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元

方

安

全
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生

管
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者

工

期

工

 

事

 

内

 

容

会

　

　

　

長

統

括

安

全

衛

生

責

任

者

工

期

会

　

社

　

名

副

　

会

　

長

工

期

工

期

年

 

　

月

 

　

日

～

　

　

年

 

　

月

 

　

日

年

 

　

月

 

　

日
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日
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容
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容
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技
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者

会
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名
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者

会

　

社

　

名

会

　

社

　

名
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当
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容
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者
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事
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容

主
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施工機械については、施工機械については、施工機械については、施工機械については、省略できる省略できる省略できる省略できる。。。。    
４４４４        施工機械施工機械施工機械施工機械 

機械名 能力・形式 数量 単位 使用工種 備  考 作業期間

バックホー

排出ガス対策型

０．７ｍ３

2 台 土工 掘削・積込 ○月上旬～○月下旬 

ダンプ・トラック １１ｔ 4 〃 〃 残土運搬 ○月上旬～○月下旬 

トラック・クレーン ２５ｔ級 1 〃 旧橋撤去工 荷下し ○月中旬～○月下旬 

大型トラック １１ｔ級 1 〃 〃 鋼材搬出 ○月中旬～○月下旬 

バックホー

排出ガス対策型

０．４５ｍ３

1 〃 下部工 掘削・埋戻し ○月上旬～○月下旬 

トラック・クレーン ２５ｔ級 1 〃 上・下部工 荷上げ・下し ○月上旬～○月下旬 

コンクリート・ポンプ車 １１ｔクラス 1 〃 上下部・水路工 生コン圧送 ○月中旬～○月下旬 

ダンピングランマー ５５ｋｇ 1 〃 土工 締固め ○月中旬～○月下旬 

プレートランマー ７５ｋｇ 1 〃 下部・水路工   〃 ○月中旬～○月下旬 

ユニック車 ４．９ｔ 1 〃 上下部・水路工 資材搬入 ○月上旬 

フレシキージャッキ Ｅ型 1 〃 主桁工 緊張 ○月中旬～○月下旬 

フレシキーミキサー ＳＥＰ型 1 〃   〃   〃 ○月中旬～○月下旬 

グラウトミキサー ＦＫＫ型 1 〃   〃 注入 ○月中旬～○月下旬 

グラウトポンプ（２００Ｖ）

ＮＲ２５ ０．７５ｋｗ

1 〃   〃 注入 ○月中旬～○月下旬 

 ※指定機械は備考欄にその旨を記載のこと。
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５５５５    主要資材主要資材主要資材主要資材（記載例）（記載例）（記載例）（記載例）    

 

 

使用

予定量

J

I

S

マ

ー

ク

表

示

品

一

括

承

認

材

料

承

認

対

象

県

内

産

資

材

県

外

産

資

材

使

用

報

告

書

数

量

・

単

位

○ ○ × 100m3

○ ○ × 50m3

○ ○ × 50m3

○ ○ × 10m

〇 × ― 10ｔ

○ × ○ 10m

〇 ○ × 10m

〇 × 〇 10個

〇 × ― 10枚

資材の種類 品質確認 生産地等

橋梁下部工 ○○生コン

名　称

生産工場名称

及び

購入先

（県外の場合、都道府県名）

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40BB

―〃―

砕石 RCｰ40～0 ブロック積工 ○○建材

千葉県○○工場

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1100*800*2000 水路工 ○○コンクリート

鉄筋 Ｄ２５ 橋梁下部工

（１）　○○

○○ ○○

18-8-25BB ブロック積工 ○○生コン

規　格 使用工種

○○

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ２００ 排水工 群馬県○○

（３）　□□

○○ ○○

（２）　△△

○○ ○○

○ 資材の種類欄の「使用工種」には、設計図書の数量総括表記載の工種等を記載する。

○ 品質確認欄には、該当欄にいずれかに「○」をする。該当しない場合は空欄。

「JISマーク表示品」 : JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている

材料製品等

「一括承認」 ： 発注者が一括承認を行っている材料

「材料承認対象」 ： 「JISマーク表示品」「一括承認」該当材料以外で共通仕様書材料編P246の

表2-1-1に記載された材料及び設計図書で指定された材料

○ 生産地等欄の「県内産資材」、「県外産資材使用報告書」は、該当の場合「○」、該当しない場合

「×」、省略する場合は「―」を記入する。

「県内産資材」 ： 県内で生産されている資材

「県外産資材使用報告書」 ： 県外産を使用する場合、「○」とする。ただし、県内産資材を使用し

ない理由が「県内で生産されていないため」である場合、省略できる。

この場合、「―」とする。

○ 生産地等欄の「生産工場名称及び購入先」は、使用する材料が県外産資材の場合、都道府県名も

記載する。

〇 施工計画作成時に生産地等が不明な時は空欄とし、後日追加で協議を行うこと。

〇 生コンクリートをW/Cの規制で設計生コン使用不可の場合は、（ ）書き設計を記入し、使用コンク

リートを上段に記入する。

（１） 〇〇は、県内産資材のため、県外産資材報告書は不要。

（２） △△は、県外産資材で、県内でも生産されているため、県外産資材報告書を提出。

（３） □□は、県外産資材ですが、県内では生産されていないため、県外産資材報告書は省略。

建設資材は、適切に保管するよう留意する。しゅん工検査等で、保管方法

を写真等により確認できるようにする。 

県内で生産されていない資材のため省略 
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６６６６    施工方法施工方法施工方法施工方法    例例例例(1)(1)(1)(1)    

(1)

(1)(1)

(1)主要工種施工方法

主要工種施工方法主要工種施工方法

主要工種施工方法 

１　起工測量

す。

２　土工

（11t車）にて所定の箇所に搬出する。

人力を併用して床付けを行う。

排除する。湧水等の規模が大きく床堀が困難な時は、事前に監督員と協議します。

を30㎝以下として締固める。埋戻しにより、構造物に破損を生じないように施工する。

に所定の高さまで仕上げる。

３　下部工 標準断面図

   A

1

＝1,600 A

1

＝1,400

   A2＝2,700 A2＝2,700

1

0

0

2

0

0

①　基礎工

レートランマーにて転圧、仕上げる。

床均し完了後、基礎砕石（ RC40～ ０ ）の所定の巾、厚さに敷均し、入念にプ

1

,

0

0

0

A

1

＝

3

,

6

0

0

A

2

＝

3

,

9

0

0

　（掘　削）

1,300

 

 

 

A

1

＝

1

,

3

2

6

 

 

 

A

2

＝

1

,

3

6

4

床付け面より、湧水及び滞水などが発生した時は、ポンプまたは排水溝を設置し

埋戻しについては、埋戻し箇所の残材、廃物、木屑等を撤去し、一層の仕上り層

　（法面仕上げ）

　（埋戻し）

構造物完了後、バックホー及び人力を併用して、構造物に支障を与えぬように慎重

工事着手前に起工測量を実施して設計図書と照合の後、成果図を作成し監督員に

提出する。相違点があった場合には、監督員の指示に従って作業にとりかかりま

事前に丁張り掛けを実施し、バックホー（0.7ｍ

３

クラス）にて掘削し大型ダンプ

床付け仕上げ面の掘削は、極力地山を攪乱せぬように、且つ不陸が生じぬように、

標準断面図を記入して下さい。

ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.7m

3  

排対型( 次)) 
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②　均しコン

クリート －25）を所定の巾、厚さに打設する。

③　鉄筋組立

よう組立鉄筋を用いて堅固に組立てる。

ていないか確認し、清掃してからコンクリートを打設します。

④　型枠組立､

解体

確認し検測を実施する。

に取外しの時期及び順序を検討し、解体を行う。

⑤　コンクリ

ート打設 リートを打設する。

　④パラペット

　　　ウィングコンクリート

　③躯体コンクリート

②ベースコンクリート

①捨コンクリート

基礎砕石

上記の順番にて、コンクリートを打設する。

　　　　　 打設する。

　　　　　 る。

　　　　　 プ車にて打設する。

　但し､④部は上部工の桁のPC鋼材緊張が完了後、打設する。

型枠の解体時期は、構造物と同じ状態で養生したテストピースの圧縮強度をもと

型枠組立て完了後、コンクリートポンプ車にて下記の図の順番にて所定のコンク

均しコンクリート養生完了後、墨出しを実施し鉄筋組立用足場を、単管等にて組

又、鉄筋のカブリを保つようスペーサーを床面４個/㎡、壁面２個/㎡以上配置し

組立てる。組立完了後コンクリート打設までに、鉄筋がずれたり、泥、油等が付着し

立る。組立後、設計図書に示す位置に配置し、コンクリートを打設する時に動かぬ

② 部 ベ ー ス コ ン ク リ ー ト （ 24 － ８ － 40BB ） を 、 ホ ッ パ ー 、 シ ュー ト等 を 用 い て

③ 部 躯 体 コ ン ク リ ート （24 － ８ － 40BB ）を 、 コ ン ク リー トポ ンプ 車 に て 打 設 す

④ 部 パ ラ ペ ッ ト 、 ウ ィ ン グ コ ン ク リ ー ト （ 24 － ８ － 40BB ） を 、 コ ン ク リ ー ト ポ ン

上部の②～④部のコンクリート打設は、打設前に配筋型枠等を確認し、型枠内の

鉄筋組立完了後、合板（パネコート合板）を用いてコンク リート部 材の 位置 、寸

法、形状が確保できるよに組立てる。組立後、設計図書に合致しているかどうか

基 礎 砕 石 仕 上 げ 完 了 後 、 均 しコンク リート用 型枠 を組 立、 コンクリート（捨 －８
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の温度変化を防止する。

⑥　コンクリ

ート養生

養生計画図は、下図の方法にて行う。

養生シート（２重被覆）

鋼製ビディ足場

ジェットヒーター

⑦　品質管理

４　旧橋撤去工

出する。

　溶断した鋼材は、指定の廃材処理工場に搬出する。

コンクリート担当技術者を定め、品質管理にあたる、特に生コン到着時の品質の

工事用搬入路設置完了後、ラフタークレーン（25tクラス）にて既設橋を吊り上

げ、支点部鋼材ジョイント部を酸素等を用いて溶断し、トラック（ 20t車 ）にて搬

確認や打設完了時刻などをチェックし、規定にそった施工ができるようにする。

雑物有害物を取り除き打設する。又､打設中にブリージング水等が発生した時は、

締め固めは、高周波バイブレーターを用いて鉄筋の周囲、型枠のすみずみまで行く

打設直後、シート等に表面を被覆し、養生を開始するまでの間、コンクリート表面

　コンクリート打設後の初期に凍結しないように保護し、特に風を防止し養生中は、ジェット

ヒータなどを用いてコンクリートの温度を５℃以上に保たなければならない。養生温度は

５℃以上で５日間養生を行い、その後２日間０℃以上に保つ。水で飽和される部分につい

ては、５℃以上で１２日間、その後２日間０℃以上に保つ。もし、凍結によって害を受けた

コンクリートは除去する。（夏期については、散水養生等について記載する）

ブリージング水を取り除きコンクリートを打設する。

ように、又､鉄筋、型枠等に悪影響を与えぬよう打設する。

打設時のコンクリート温度は、５～20℃の範囲にて施工する。

打設前に、凍結している氷雪等を除去してから施工する。

寒中・暑中養生について、

養生必要期間を把握する

ため、最高・最低気温など

適宜まとめる。（共９-7 

ｺﾝｸﾘｰﾄの養生及びｱｽﾌｧﾙﾄ

合材の舗設を参照） 
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1310

130 130

50 80 80　　50

①D60*200

155 155

100 100

50 50

8

5

0

5

0

1

5

0

均しコンクリート（捨-8-４BB）

1

0

0

5*200=1000

7

0

0

1050

5

0

3

*

2

0

0

=

6

0

0

1310

1

5

0

1510

5

0

投入後、高周波バイブレーター等を使用し入念し締固める。打設後、初期のコン

ケットを用い、打設箇所まで、小運搬し型枠内に投入する。

丁張り掛けを実施し、人力にて床付け最下面を攪乱しないように、床付けを行

標準断面図

ＲＣ－Φ40－0

打設前に、監督員と止水板、目地板の設置箇所を事前に打合せを実施し、所定の

40）を打設する。

型枠組立検測完了後、コンクリート （24 ‐ 8 ‐ 25BB ）をホッパー、重機等のバ

は、ジェットヒーター等の加熱機材を設置し、コンクリートの凍結を防止する。

クリート表面、側部等に風等を当てぬようにシート等にて被覆養生し、その内部に

均しコンクリート養生後、墨出しを実施し、所定の位置及び間隔に組立てる。

1

0

0

1

5

0

標準断面図

のスペンサーを入れる。

鉄筋の組立てにあたっては、カブリを保つように床面４個/㎡、壁面２個/㎡以上

うに強固に組立てる。

型枠は、木製化粧合板を使用し、コンクリート打設時にパンク、移動等が無いよ

1

5

0

基礎完了後、均しコンクリート用型枠を設置し、均しコンクリート （捨－ 8

床付け完了後、基礎砕石（RC40～0）を所定の巾、厚さに敷き均し、プレート

ランマーにて入念に転圧し仕上げる 。

う。

1100

位 置 に 設 置 す る 。

7

0

0

５　現場打

　　三面張水路工

６　ボックスカ

　　ルバート工

1440

1540

捨-8-４0BB

RC－Φ40－0
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う。

７　上部工

丁張り掛けを実施し、人力にて床付け最下面を攪乱しないように、床付けを行

床付け完了後、基礎砕石（RC40～0）を所定の巾、厚さに敷き均し、プレート

40）を打設する。

ボックスカルバート（1100×700×2000）をトラッククレーン（25tクレーン）

ランマーにて入念に転圧し仕上げる 。

に十分に確認し設置する。

　下部工橋台養生完成後、支保工組立部を重機、人力等にて整地後、ビディ枠、Ｈ型鋼、

端角等を用いて組立てる。

　組立図は別紙添付する。

　支保工組立完了後、型枠を所定の寸法に組立る。組立は、セパレーターを利用し木製

合板を用いて、支持部位は単管と桟木にて強固に組立てる。

　鉄筋工は、組立てる前に浮きサビ、ゴミ等を清掃し、所定のピッチ、本数をコンクリート打

設時に移動しないように、十分強固に組立てる。又､かぶりを適切に保つように、コンク

リート又はモルタル製のスペーサーブロックを使用し床面４個/㎡、壁面２個/㎡以上配置

する。

　コンクリート打設時は、寒中コンとして施工する。コンクリート養生は、初期に凍結しない

よう保護し、ジェットヒーターを用いて５℃以上で３日間（早強コンクリート使用）保ち、その

後２日間は０℃以上に保つ。コンクリートに給熱する場合、局部的に乾燥または熱せられ

ることのないようにするとともに、養生後コンクリート温度を急速に低下させないようにす

る。

　コンクリートに熱損失をなるべく少なくなるように打設箇所を、事前に養生をしておく。

又、打設内部に氷、雪等の付着が無いか確認し、打設時のコンクリート温度も十分に確認

し、５℃～20℃の範囲内にて打設する。　養生の方法については、別紙添付する。

基礎完了後、均しコンクリート用型枠を設置し、均しコンクリート （捨－ 8

にて所定の箇所に設置する。但し、ジョイント箇所については、漏水等が無いよう
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８　支承工 （測量、墨出し）

（ゴム沓の据え付け）

　・沓据え付け位置のコンクリート面をチッピングする。

　・敷モルタルの型枠を組立てる。

　・水準測量を行いコンクリート面に散水、吸水させ無収縮モルタルを打設する。

　・敷モルタル上に、ゴム沓を据え付ける。

　・据え付け位置、高さを確認する。

（アンカーボルトの施工）

　・アンカーボルト孔の、ゴミ、水を清掃する。

　・アンカーボルト孔に、無収縮モルタルを打設する。

　・一体にされたアンカーボルトを据え付ける。

　　（可動側の据え付け方向は橋軸方向に確実にあわせる。）

ＤＳＦパッド ＤＳＦパッド

４１０×３６０×80 ４１０×３１０×４０

防錆アンカー 防錆アンカー

Ｍ460(特） Ｆ460(特）

525

2800

3@250=750

525

断　面　図　S　＝　１　：　４０

基準測量線より 、沓据え付け位置、主桁据え付け位置を墨出しする。又 ､水準点

より上部工施工の仮 ベン チマ ーク を設 置する。

アン カーボル トは 、予 め工場で アン カーキャ ッ プ にア イガ スを充填 しア ンカーボ

ルトと一体にしたものを使用する。

A2

A１

M

F
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９　緊張工 　緊張計算書は別途提出する。

　ケーブルの種類　　　８０t型　　　　　フレシネー工法

　１　引張装置

マルチシステム用フレシネージャッキ １台

電動油圧ポンプ １台

　２　荷重計のキャリブレイーション

　　　荷重計のキャリブレイーションは、次の時に行う。

　　　　う。

　　②　ポンプを修理した後に行う。

　　③　計算値と測定値が著しく異なった時に行う。

　　④　その他必要と認められた時に行う。

　　②～④は現場において、双針標準ゲージにて行う。

　　許容差は、圧力計最大目盛りに対して±１．５％以下とする。

　３　試験緊張

　　（ＰＣ鋼材の摩擦係数及び見掛けのヤング係数の測定）

　４　測定手順

　　　　　この時の最大圧力は、　　　　　　　Ｎ/㎜

２

とする。

　　　 の特性値を求める。

　５　緊張計算

ＳＥＰ型

Ｅ型

① 最初のプレストレッシングの前、出荷先においてキャリブレイーションを行

主桁に実際に配置された、主ケーブルの試験緊張を行い、ＰＣ鋼材の伸び量、

油圧ポンプ圧力計示度を測定し、緊張計算のデータとする。

試験緊張の手法は、「コンクリート道路橋施工便覧」に準じて行う。

固定側でＡジャッキの作動に伴って数㎜の引き込み量が生じるので、ジャッキ

② Ｂジャッキのコックを締め、Ａジャッキを作動する。この時、Ｂジャッキは

① ジャッキを両端のケーブルに設置する。（一端をＡ、一端をＢとする）

のストロークを若干出しておく。

④ Ａジャッキの圧力計示度 　　　　　Ｎ/㎜

２

刻みに増加し、この時の

③ Ａジャッキの圧力計示度 Ｎ/㎜

２

の時、伸び測定用の標点を付ける。

緊張計算の手法は、「コンクリート道路橋施工便覧」に準じて行う。

ジャッキＡ・Ｂの移動量及びポンプＢの圧力計示度を測定する。

⑤ 測定した数値は、別紙管理グラフに記入し、管理限界の設定、引止め線設定

設計計算書（プレストレッシングの項）及び試験緊張のデータにより摩擦係数、

見掛けのヤング 係数を求め、管理 限界の設定、引き止め 線の設定を行う。
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　６　プレストレッシング

　　①　コンクリート圧縮強度の確認

　　②　緊張方法

　　　　　（フレシネー工法施工基準による）

　７　プレストレッシングの管理

　　①　ケーブル１本毎の管理

　　　・管理グラフの作成

　　　　成する。

　　　・管理の手順

　　　　　する。

　　②　ケーブルのグループ管理

　　　　ロットする。

　　　　理グラフにプロットする。

　　　　管理限界の修正を行う。

プレ導入時の圧縮強度は Ｎ/㎜

２

以上とし、コンクリート打設時に採取

したテストピース （現場養生）により確認する。

・圧力計示度 Ｎ/㎜

２

刻みに計算緊張力の７5％程度まで増加

・最終緊張力までジャッキ圧力を上げ、ジャッキ移動量（伸び量）を測定す

・ジャッキをケーブルの両端に取り付ける。（両端同時作業）

・定着具を取り付ける。

・ケーブル１本毎の管理は、管理グラフより最終緊張力を求める。

し、この時のジャッキ移動量（伸び量）を測定する。

・圧力計示度 Ｎ/㎜

２

の時、伸び測定用の標点を付ける。

4) 最終緊張力の伸び量を測定し、伸びの線上にあるかを確認する。

5) 緊張力をゼロ点緊張力まで開放した時のセット量を測定する。

る。ケーブル１本毎の管理図グラフにより最終伸び量を確認する。

・オスコーンを圧力する、圧入力は Ｎ/㎜

２

とする。

・圧力計示度 Ｎ/㎜

２

まで下げ、めりこみ量（セット量）を測定する。

・ジャッキを取り外す。

1) プレストレッシングと平行して、伸び測定のゼロ点緊張力から、各段階

毎の緊張力に対する伸び量の測定値を、管理グラフ上にプロットする。

3) ゼロ点を移動した直線と引き止め線との交点を求め、最終緊張力を決定

2) プロットされた各点を通る直線を求め、ゼロ点に平行移動する。

6) 管理グラフより摩擦係数を読み取る。

1)、2)の管理グラフによりケーブル全体の状態を管理する。又､必要に応じて

プレストレッシングの管理は、緊張力、伸び量、摩擦係数による管理を行う。

緊張計算書より、緊張力、伸び量、許容セット量を引用し、管理グラフを作

1) ケーブル１本毎の管理グラフから読みとった摩擦係数を管理グラフにプ

2) ケーブルを適当な下図のグループに分け、そのグループの平均値を求め管
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10　グラウト工 　①　配合計画

　　　セメント 75㎏ ・ 水 33.75㍑

　　　水セメント 45% ・ 混和剤 750g

　　　混和剤は、減水遅延剤と膨張剤を混合したものを使用する。

　②　グラウトの練り混ぜ

　　　使用機械 電動グラウトミキサー ＦＫＫ型

回転数 1500rpm

モーター出力 1.5kw

　　　グラウトミキサー内に材料を投入し、均一なグラウトミルクになる迄練り混ぜ

　　る。練り混ぜ時間は３分を標準とする。

　　　材料の投入順 水→混和剤→セメント　　とする。

　③　グラウトの注入

　　・グラウトホースの取り付け

　　　ケーブル定着具のグラウト注入口にグラウトキャップを取り付け、桁天端より

　　　１ｍ以上長く出しておき、後ろの部分はコンクリート打設しておく。

　　・グラウトの注入

　　　使用機械

電動グラウトポンプ ロータリータイプ

最大吐出圧力

　　　　　Ｎ/㎜

２

最大吐出圧量

39㍑/

min

モーター出力 0.75kw

　④　定着部後埋め工

じ、グラウトの注入を完 了する。

緊張作業終了後、PC鋼線の切断を行い、グラウトホースを取り付け型枠を組

立、コンクリート（主桁と同品質）を打設し仕上げる。

練り混ぜたグラウトミルクは、1.2㎜程度の編み目のフルイを通した後、グラ

グラウトミルクの濃度が注入口を同じになるまで流出させた後、排出口を閉

ウトポンプで注入口より圧入する。

排出口より流出することを確認する。

600

（ケーブル保持筋）
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11　積ブロック工

天端コンクリート

1

 

：

 

0

．

5

標準断面図

胴込めコンクリート

裏込め材

裏込めコンクリート

基礎コンクリート

　基礎材

12　指定仮設工 　①　仮設道撤去

　②　ヒューム管暗渠撤去

なお、胴込めコンクリート、裏込めコンクリート共に裏型枠を使用し打設す

る。打設後裏型枠は抜き取り、隙間を埋める。

ブレーターを使用し締め固める。又、裏込め材はクラッシャーラン40㎜を用いて

所定の厚みに敷き均す。

1

 

：

 

0

．

5

トラックに積 み 込 み場外に搬出する。

本工事完了後、工事用仮設道をバックホー（0.7m

3

クラス）を使い、掘削し大

型ダンプ（11t車）に積み込み所定の残土捨て場 (,○○町◇◇地区）に搬入し、

敷き均し処 理をする。

掘削中に、バックホーにて法面復旧も併用させて完了させる。

工事用仮設道撤去作業中に、布設してあるヒューム管（Φ500㎜）を、バック

ホ ー に て 引 き 上 げ 、 そ の 後 ト ラ ッ ク ク レ ー ン に て 、

み ブ ロ ッ ク土台工 ( H30-B50 )の型枠 を組立 、 コ ン ク リ ー ト ( 18-8-40B

① 水路橋の橋台が埋戻し完了後、丁張り掛けを実施し人力にて床均しを行い、積

B ）を打設する。養生完了後、法丁張り（表、裏丁張り）を掛けコンクリートブ

ロック石を胴かい及び尻かいを用いて固定する。

固定後、胴込めコンクリート及び裏込めコンクリート（t＝10㎝）を棒状 バイ
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施工方法施工方法施工方法施工方法    例例例例(2222) 

 

 (1) 準備工 

   1 測   量 

    工事着手前に設計図書に則って、計画線（№Ａ～№Ｇ等）を現地に落し水準測量を行い、監 

督員に報告いたします。 

    水準点も同様に基準点から、現場内の変位変動のない場所に仮ＢＭを設置します。 

    仮ＢＭは適切な防護を施し、定期的に基準点との検測を行う。 

  2 環境調査 

    特に、残土処理については場外搬出となるので関係者と十分協議いたします。 

    また周りの運動施設の利用者に不都合が生じないような仮設計画を立てる。 

  3 他工事との調整 

    同時発注された２工区の担当者と工程、仮設等について十分に連絡調整しながら施工します。 

  4 近隣対策 

    本工事の資材搬入路は、施設管理者と協議して出入り口等決定しますが、第三者と区別する為、 

   柵、門扉で区別する。 

    また、工事着手前には区長を通じて、工事の重要性と工事内容（交通対策を含む）を説明し、工 

事に対する理解と協力をお願いします。 

 

 (2) 土工－１            標準施工図を記載する 

    コンクリート壊し     ・バックホウ（0.7ｍ

３

）（排対型 次）の油圧ブレーカーで既設構 

造物の取り壊しを行う。 

・取り壊しは鉄筋を酸素で切断しながら行う。 

 

    コンクリート殻集積    ・バックホウ（0.4ｍ

３

）（排対型 次）で取り壊した殻を数箇所に 

                  コンクリートと鉄筋に分けて集積する。 

 

     積 込 み ・ 運 搬    ・殻運搬は産廃運搬の許可を得たダンプトラックを 

                  使用する。 

                 ・積込みはバックホウ（0.4ｍ

３

）で行い、過積載に 

                  十分注意する。 

 

     産  廃  処  理    ・予め、契約をした中間処理業者に運んで破砕処理 

                  します。 

                 ・運搬及び処理についてはマニュフェストで管理し 

                  ます。 

・コンクリート殻の処分場については、監督員に報 

告します。 
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 (3) 土工事－２                    標準施工図を記載する 

          機 械 掘 削      ・バックホウ（0.7ｍ

３

）で掘削を行う。 

                      ・丁張に従い過掘りの無いよう注意する。 

                      ・基面整正高より上で止める。 

 

          基 面 整 正     ・人力で掘削面の凹凸を取り去り、平坦に仕上げる。 

 

 

          残 土 処 理     ・掘削に合わせてダンプトラック（11ｔ）に積み込 

                       みます。 

                      ・過積載に注意する。 

                      ・残土は村山橋の須坂市側に運搬します。 

                       （運搬距離Ｌ＝5.6㎞） 

                      ・運搬前に受け入れ側の業者とトラブルのないよう 

                       に十分打ち合わせします。 

 

埋戻土仮置き             ・現場内に埋戻しに使用する土砂をストックする。 

                      ・その際雨水等が浸透しないよう重機で転圧し法面 

                       はバケットで土羽打ちする。 

 

埋 め 戻 し     ・構造物等の施工が完了した後、仮置場から埋め戻 

                       し箇所へダンプトラックで土砂を運搬します。 

                      ・バックホウで土砂投入し、機械、人力併用で敷き 

                       均します。 

                      ・敷き均し完了後、ランマー・プレート等で十分締 

                       め固め転圧する。 

                      ・埋め戻しの１層の仕上がり厚は30㎝とする。 

 

 (4) 基礎砕石工            標準施工図を記載する 

    砕 石 搬 入       ・砕石置場よりダンプトラックで再生砕石を（Ｒ 

Ｃ－40）搬入する。 

 

    砕 石 敷 均 し        ・重機または人力で再生砕石を投入し、丁張りに 

                  従って不陸のない様、平坦に仕上げます。 

 

    転     圧      ・転圧はプレートで行い、設計断面形状が得られ 

るよう十分に締め固めます。 
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 (5) 型枠工 

  a） 一 般 

・型枠は、所定の強度と剛性を有するとともに、完成した構造物の位置形状及び寸法が正確に確 

保され、所定の性能を有するコンクリートが得られるように施工する。 

   ・型枠はその形状・位置を正確に保ち、また、せき板などの継目はなるべく部材軸に直角または 

    平行とし、特に指定のない場合でもコンクリートの角に面取りする。 

   ・材料は原則として、合板、丸セパレーター、Ｐコンを使用する。 

   ・パイプサポート等は接続部や継手の荷重を各部分に確実に伝える構造で、十分な強度と安全性 

    を持つよう組立てる。 

  b） 型枠の取り外し 

   ・型枠の取り外しは、コンクリートがその自重および施工期間中に加わる荷重を受けるのに必要な

強度に達するまで外してはならない。 

・型枠の取り外しは、下表を参考とする。 

部材面の種類 コンクリートの圧縮強度 型枠存置日数 備 考 

底 版 の 側 面 3.5N／㎟ ２日  

壁 の 側 面 5.0N／㎟ ４日  

    ＊上記の存置日数により取り外したい場合は、テストピースを作成し（現場養生）、 

コンクリート強度を確認する。 

    ＊この場合は、監督員と協議する。 

 

 (6) 鉄筋工 

  a） 材 料 

   ・材料はJIS G 3112に定められた鉄筋コンクリート用鋼棒（ＳＤ345）を使用し、試験成績表 

    （ミルシート）を監督員に提出すると共に、品質管理基準にもとづき事前に引張試験を行う。 

  b） 貯蔵及び取扱い 

   ① 鉄筋は工場加工して現場に搬入し、加工前・加工後ともに直接地面に接することのないよう、 

    枕木等で養生し、シートで適当な覆いをする。 

   ② 鉄筋径及び素材の種類の識別は、加工工場で荷札をつけた状態で搬入させたうえ、混同の無 

    いよう分けて貯蔵するとともに、取扱いについても十分に注意する。 

  c） 加 工 

   ① 設計図書に示された形状及び寸法に正しく加工する。 

   ② 曲げ戻しを避け、常温で加工する。 

   ③ 異形鉄筋を使用するため、縦リブのある面に対して加工は行わない。 

   ④ 鉄筋の曲げ半径は書きを標準とする。 

    イ 端 部  Ｄ13以下－３Ｄ以上 

    ロ 中間部  Ｄ13以下－４Ｄ以上 

  d） 組立て 

   ① 鉄筋は正しい位置に配置し、コンクリート打設時に移動しないよう十分堅固に組立てる。必 

    要に応じて組立用鉄筋を使用する。 
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   ② 鉄筋の交点の要所は、直径0.8mm以上の焼きなまし鉄線で緊結する。 

   ③ 鉄筋のかぶりを正しく保つため、床面４個/㎡、壁面２個/㎡以上の間隔でスペーサーを配置 

    する。 

   ④ 組立前の表面に付いた浮き錆、泥、油、その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれの 

    あるものを取り除く。 

  e） 継 手 

   ① 鉄筋の継手は、重ね継手を用いる。 

   ② 重ね継手の位置は、同一箇所に集中したり、応力の集中箇所は避ける。 

   ③ 重ね継手の長さは、40Ｄ（フック無）以上とする。 

 

 (7) コンクリート打設 

  a） 打 設 

   ① 生コンクリートは所定の配合のものを使用する。 

   ② コンクリートはじか取り、ポンプ打設とする。 

   ③ 打設前に打設箇所の清掃を行い、木製型枠は十分吸湿させる。 

   ④ 生コンクリートはバイブレーター、木槌で十分締め固める。 

  b） 養 生 

   ① コンクリート表面の急激な乾燥を防止するため、コテ仕上げ完了後直ちにシート等で養生す 

    る。 

   ② 暑中コンクリートとなる時は、散水養生する。 

   ③ 寒中コンクリートとなる時は、練炭、ジェットヒーター等で給熱養生する。 

    ＊養生日数を記載する。 
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 (8) 舗 装 工 

 

     準  備  工        ・所定の位置に、計画の高さで丁張りをだす。 

 

     路  床  工        ・ブルドーザー（３ｔ級）で丁張りに合わせて整 

                     地する。 

                    ・整地後、振動ローラー（４ｔ級）で入念に転圧 

                     する。 

                    ・不陸が生じた場合は再度切り盛りし転圧して所 

                     定の高さに仕上げる。 

 

     下 層 路 盤 工        ・ダンプトラック（10ｔ）で再生クラッシャーラ 

                     ン（40㎜）を場内の指定場所に搬入する。 

                    ・搬入された材料をブルドーザー（３ｔ級）で丁 

                     張りに合わせて敷き均す。 

                    ・敷き均し後、振動ローラー（４ｔ級）で入念に 

                     転圧し、ｔ＝150㎜に仕上げる。 

 

     中 層 路 盤 工        ・ダンプトラック（10ｔ）で火山砂利（40㎜）を 

                     場内の指定場所に搬入する。 

                    ・敷き均し及び転圧は、下層路盤に準ずる。 

                     （仕上げ厚ｔ＝150㎜） 

 

     ク レ イ 舗 装        ・ダンプトラック（10ｔ）で黒土＋黒砂混入土を 

                     場内の指定場所に搬入する。 

・敷き均し及び転圧は、下層路盤に準ずる。 

                     （仕上げ厚ｔ＝150㎜） 

 

     表 面 処 理 工        ・クレイ舗装の表面仕上げ後洗い砂を人力で斑の 

                     ないように散布する。（0.03m

３

／㎡） 

                    ・洗い砂散布後、塩化カルシウムを同様に散布す 

                     る。（1．2㎏／㎡） 
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(9) 現場打水路              標準施工図を記載する 

    機 械 掘 削      ・ミニバックホウで過掘りの無いよう掘削する。 

 

    基 面 整 正      ・丁張りに従い、施工面の床拵えを行い凹凸を取り平 

                    坦に仕上げる。 

 

    基 礎 砕 石      ・(4)基礎砕石工に準じて施工する。（ｔ＝10㎝） 

 

    インバート型枠工        ・(5)型枠工に準じて施工する。 

 

    鉄 筋 工      ・(6)鉄筋工に準じて施工する。 

 

     ｲﾝﾊﾞｰﾄＣＯＮ打設       ・(7)コンクリート打設に準ずる。（18-8-25ＢＢ） 

 

    壁 部 型 枠 工      ・(5) 型枠工に準じて施工する。 

 

    壁部 ＣＯＮ打設      ・(7)コンクリート打設に準ずる。（18-8-25ＢＢ） 

 

    蓋 掛 け      ・合成ゴム安全蓋を人力で設置する。 

 

(10) 暗渠排水工              標準施工図を記載する 

    掘 削      ・ミニバックホウで過掘りの無いよう掘削する。 

 

    基 面 整 正      ・丁張りに従い、施工面の床拵えを行い凹凸を取り平 

                    坦に仕上げる。 

 

    透水シート設置      ・透水シート（ｔ＝10㎜）をなじみよく設置する。 

 

    砕 石 敷 き 均 し      ・砕石（ＲＣ40～０）をｔ＝10㎝の厚さで敷き均す。 

 

    管 布 設      ・ネトロンパイプ（φ65～100）を使用し、掘削断面 

                    の中心にくるように布設する。 

 

    砕 石 埋 め 戻 し      ・砕石（ＲＣ40～０）で路床天端まで埋め戻す。 

                   ・埋め戻し後、透水シートを天端面に設置する。 
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施工方法施工方法施工方法施工方法    例例例例(3) 

 

(1) 工事測量 

 

  起 工 測 量 

 

   現場付近の仮ベンチ、多角点の座標及び中心点を確認し、現場の現状縦横断測量し、監督員 

   の承認をもらう。 

   起工測量成果を利用し仮設計画を立てます。 

 

  工 事 中 

 

   丁張りは、構造物の位置、高さ、幅等がわかりやすいように設置し、確認を必ずおこなう工事 

   施工中、設計図書との違いが発生したらすぐに監督員と協議を行います。 

 

  80％出来形 

 

   工事の出来形がおおむね80％の時点で、工事完成時の予想出来形展開図を作成します。当現場 

   では○月○日頃に提出できるように現場を進めていきます。 

 

100％出来形 

 

   工事完成時の設計寸法を（ ）内に、実測寸法を（ ）の外に記入した出来形展開図を作成し 

   提供します。 

                       6,41 

     (6,400)  

 

 

     記入例 

 

 

 (2) 施工方法 
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   機 械 掘 削 

               バックホウ（0.7ｍ３）（排対型 次）で所定の高さ付近まで掘削を行い 

ます。このとき過掘にならないよう注意します。掘削中良質な土が出たら、 

上流部に仮置きをいたします。不要な土は、下流側左岸の堤防ぞいに処分 

します。残土運搬は11ｔトラックにて行い、現場内も一般道路と同じよう 

に交通法規を守り、また過積載防止には十分配慮します。 

 

             埋 め 戻 し 

 

               良質な土をストックする。 

               このとき後の作業（クレーン作業）の邪魔にならないように仮置きを 

               する。構造物完成後、１層厚30㎝以内で各層を小型振動機で締固め戻 

               します。 

 

             残 土 処 理 

 

               ダンプで運搬し、バックホウで残土を処理する。 

 

    基面整正 

               人力併用で施工を行い過掘に気を付け所定の高さで仕上げる。 

               湧水が確認されたら水切りをし、床付け面を出来るだけドライな状態に 

               する床付け完了後、監督員の検査を受け合格後次の作業にかかる。 
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 ② 本堤工・垂直壁工・帯工 

   型 枠 組 立 

 

         型枠は、合板及びメタルフォームで行います。 

         型枠は、高さや位置をあわせ丁寧に組立て、段階検査を行い合格後コンクリートを 

        打設します。 

         型枠の浮き止めを鉄筋（Ｄ19㎜以上）でアンカーとして行います。 

         化粧型枠も同様に割り振りをして設置します。 

 

 

   止水板設置 

 

         止水板の端部の処理は、設置箇所の地山を50㎝程度掘り下げ止水板を設置し、本体 

        のコンクリートと同等のもので埋め戻し固定します。 

         型枠の設置では、止水板をしっかりとはさみ込み、釘などで止水板に傷をつけない 

        ように注意します。 

 

 

コンクリート工 

生コンクリートはここから打ち込む

鉄筋（Ｄ19）以上

4

0

㎝

～

5

0

㎝

程

度

5

0

0

コンクリート（18-5-80BB)

5

0

0

500

5

0

0
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         コンクリート打設前に、打設面を圧力水等できれいに清掃をしてから打設します。 

        当現場は、岩着出ないため床均しの時点で浮き石等を取り除きます。 

         旧コンクリートとの水平打継目は、打設前に散水を行い湿潤状態にして敷モルタル 

        （コンクリートと同じセメントの物）を1.5㎝程度塗りこむように敷き均します。 

         コンクリートは、1層を40㎝～50㎝程度とし、コンクリートバケットを出来るだけ 

        おろし、落差が１ｍ以内にするようにし、高周波バイブレーターですぐに締固めます。 

         このとき、バイブレーターでコンクリートを横移動しないようにします。 

         型枠付近は、スページングを行い、空気あばたを出さないよう施工します。 

         打設完了後は、木ごてでコンクリートの表面を押さえ浮き石を沈めます。 

         打設したコンクリートの硬化状況を見て圧力水でレイタンスを除去します。 
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   養 生  

 

          コンクリートの養生は、寒中コンクリート以外は、露出面は養生マットや濡らした 

         布等で覆い、コンクリートを常に湿潤状態にし養生を行います。 

          外気温が５度以下になりそうなときは、寒中コンクリートとして養生を行います。 

         寒中コンクリートの養生としては、コンクリート全体をブルーシートで覆い外気が直 

         接触れないようにし、練炭及びジェットヒーターで養生温度を５度以上で12日間保ち、 

さらに２日間はコンクリート温度を０℃以上に保ちます。 

   足 場 工 

 

          足場は、キャットウォークを使用します。 

          法規に沿って作業床をとり（40㎝以上ただしそれ以下の場合は安全帯を使用）安全 

         に作業が出来るようにします。 

          使用前は、点検を行います。 

   型 枠 脱 型 

 

          型枠の取り外しは、丁寧に行いコンクリートを傷つけないように行います。脱型 

         後、Ｐコン跡はモルタルで穴をふさぎます。 

          脱型終了後出来形を測定します。 

 

   完 了 

A型バリケード

ブルーシート

ジェットヒーター

練炭器

400(400以下の場合は安全帯を使用)
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③ 巨石積 

 

巨 石 積 

 

          巨石は、平均径が40㎝以上の物で形（見栄え）のよい物を使用する。 

          １段毎に裏型枠を設置して胴込め・裏込めコンクリートを打設していきます。 

          目的については、適当な石を間にはさみ胴込めコンクリートが表面に出ないように 

         施工をする。 

          裏レキの再生クラッシャーランは、１層を30㎝程度に敷均し転圧を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0

0

4

0

0

3

0

0

4

0

0

5

0

4

0

0

3

0

0

胴込めコンクリート

4

0

0

5

0

1

:

1

.

5

3

0

0

巨石（平均径40㎝以上）

裏込めコンクリート

再生クラッシャーラン

再生クラッシャーラン

側壁工 魚道側壁工

1

:

1

.

5
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本堤工 コンクリート打設図 

 

 

コンクリート量 打設日

Ａ 1 1/6 × （ （ 2 × 1.000 ＋ 1.600 ） × 9.600 ＋ （ 2 × 1.600 ＋ 1.000 ） × 9.000 ） × 1.000 ＝ 12.06 ○月○日

Ａ 2 1/6 × （ （ 2 × 1.600 ＋ 2.500 ） × 9.000 ＋ （ 2 × 2.500 ＋ 1.600 ） × 8.100 ） × 1.500 ＝ 26.19 ○月○日

Ａ 3 1/6 × （ （ 2 × 2.500 ＋ 3.400 ） × 8.100 ＋ （ 2 × 3.400 ＋ 2.500 ） × 7.200 ） × 1.500 ＝ 33.75 ○月○日

Ａ 4 1/6 × （ （ 2 × 4.400 ＋ 5.300 ） × 7.200 ＋ （ 2 × 5.300 ＋ 4.400 ） × 6.300 ） × 1.500 ＝ 49.01 ○月○日

Ａ 5 1/6 × （ （ 2 × 5.300 ＋ 6.200 ） × 6.300 ＋ （ 2 × 6.200 ＋ 5.300 ） × 5.400 ） × 1.500 ＝ 50.36 ○月○日

Ａ 6 1/6 × （ （ 2 × 6.200 ＋ 6.800 ） × 5.400 ＋ （ 2 × 6.800 ＋ 6.200 ） × 4.800 ） × 1.500 ＝ 49.68 ○月○日

Ａ 7 1/6 × （ （ 2 × 8.000 ＋ 8.900 ） × 4.800 ＋ （ 2 × 8.900 ＋ 8.000 ） × 4.200 ） × 1.500 ＝ 56.97 ○月○日

Ａ 8 1/6 × （ （ 2 × 8.900 ＋ 11.000 ） × 3.900 ＋ （ 2 × 11.000 ＋ 8.900 ） × 3.000 ） × 1.500 ＝ 51.26 ○月○日

Ａ 9 1/6 × （ （ 2 × 12.940 ＋ 13.540 ） × 3.000 ＋ （ 2 × 13.540 ＋ 12.940 ） × 2.800 ） × 1.000 ＝ 38.39 ○月○日

Ａ 10 1/6 × （ （ 2 × 13.540 ＋ 14.160 ） × 2.800 ＋ （ 2 × 14.160 ＋ 13.540 ） × 2.590 ） × 1.030 ＝ 38.43 ○月○日

Ａ 11 1/6 × （ （ 2 × 14.160 ＋ 10.500 ） × 2.590 ＋ （ 2 × 10.500 ＋ 14.160 ） × 2.480 ） × 0.570 ＝ 17.84 ○月○日

Ａ 12 1/6 × （ （ 2 × 10.500 ＋ 3.500 ） × 2.480 ＋ （ 2 × 3.500 ＋ 10.500 ） × 2.280 ） × 1.000 ＝ 16.78 ○月○日

Ｂ 1 1/6 × （ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 9.600 ＋ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 9.000 ） × 1.000 ＝ 98.58 ○月○日

Ｂ 2 1/6 × （ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 9.000 ＋ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 8.100 ） × 1.500 ＝ 135.95 ○月○日

Ｂ 3 1/6 × （ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 8.100 ＋ （ 2 × 10.600 ＋ 11.600 ） × 7.200 ） × 1.500 ＝ 123.44 ○月○日

Ｂ 4 1/6 × （ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 7.200 ＋ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 6.300 ） × 1.500 ＝ 107.33 ○月○日

Ｂ 5 1/6 × （ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 6.300 ＋ （ 2 × 10.600 ＋ 12.600 ） × 5.400 ） × 1.500 ＝ 95.72 ○月○日

Ｂ 6 1/6 × （ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 5.400 ＋ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 4.800 ） × 1.500 ＝ 81.09 ○月○日

Ｂ 7 1/6 × （ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 4.800 ＋ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 4.200 ） × 1.000 ＝ 47.70 ○月○日

Ｂ 8 1/6 × （ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 3.600 ＋ （ 2 × 10.600 ＋ 10.600 ） × 3.000 ） × 1.000 ＝ 34.98 ○月○日

Ｂ 9 1/6 × （ （ 2 × 3.800 ＋ 3.300 ） × 3.000 ＋ （ 2 × 3.300 ＋ 3.800 ） × 2.800 ） × 1.000 ＝ 10.30 ○月○日

Ｂ 10 1/6 × （ （ 2 × 3.800 ＋ 3.300 ） × 3.000 ＋ （ 2 × 3.300 ＋ 3.800 ） × 2.800 ） × 1.000 ＝ 10.30 ○月○日

Ｂ 11 1/6 × （ （ 2 × 3.300 ＋ 3.000 ） × 2.800 ＋ （ 2 × 3.000 ＋ 3.300 ） × 2.590 ） × 1.000 ＝ 8.49 ○月○日

Ｂ 12 1/6 × （ （ 2 × 3.300 ＋ 3.000 ） × 2.800 ＋ （ 2 × 3.000 ＋ 3.300 ） × 2.590 ） × 1.000 ＝ 8.49 ○月○日

Ｂ 13 1/6 × （ （ 2 × 3.000 ＋ 0.000 ） × 2.480 ＋ （ 2 × 0.000 ＋ 3.000 ） × 2.280 ） × 1.000 ＝ 3.62 ○月○日

Ｂ 14 1/6 × （ （ 2 × 3.000 ＋ 0.000 ） × 2.480 ＋ （ 2 × 0.000 ＋ 3.000 ） × 2.280 ） × 1.000 ＝ 3.62 ○月○日

C 1 1/6 × （ （ 2 × 1.000 ＋ 1.600 ） × 9.600 ＋ （ 2 × 1.600 ＋ 1.000 ） × 9.000 ） × 1.000 ＝ 12.06 ○月○日

C 2 1/6 × （ （ 2 × 1.600 ＋ 2.500 ） × 9.000 ＋ （ 2 × 2.500 ＋ 1.600 ） × 8.100 ） × 1.500 ＝ 26.19 ○月○日

C 3 1/6 × （ （ 2 × 2.500 ＋ 3.400 ） × 8.100 ＋ （ 2 × 3.400 ＋ 2.500 ） × 7.200 ） × 1.500 ＝ 33.75 ○月○日

C 4 1/6 × （ （ 2 × 4.400 ＋ 5.300 ） × 7.200 ＋ （ 2 × 5.300 ＋ 4.400 ） × 6.300 ） × 1.500 ＝ 49.01 ○月○日

C 5 1/6 × （ （ 2 × 5.300 ＋ 6.200 ） × 6.300 ＋ （ 2 × 6.200 ＋ 5.300 ） × 5.400 ） × 1.500 ＝ 50.36 ○月○日

C 6 1/6 × （ （ 2 × 6.200 ＋ 6.800 ） × 5.400 ＋ （ 2 × 6.800 ＋ 6.200 ） × 4.800 ） × 1.500 ＝ 49.68 ○月○日

C 7 1/6 × （ （ 2 × 7.800 ＋ 9.300 ） × 4.800 ＋ （ 2 × 9.300 ＋ 7.800 ） × 4.200 ） × 1.500 ＝ 57.60 ○月○日

C 8 1/6 × （ （ 2 × 9.300 ＋ 10.800 ） × 3.900 ＋ （ 2 × 10.800 ＋ 9.300 ） × 3.000 ） × 1.500 ＝ 51.84 ○月○日

C 9 1/6 × （ （ 2 × 10.800 ＋ 12.940 ） × 3.000 ＋ （ 2 × 12.940 ＋ 10.800 ） × 2.800 ） × 1.000 ＝ 34.39 ○月○日

C 10 1/6 × （ （ 2 × 12.940 ＋ 13.560 ） × 2.800 ＋ （ 2 × 13.560 ＋ 12.940 ） × 2.590 ） × 1.030 ＝ 36.77 ○月○日

C 11 1/6 × （ （ 2 × 13.560 ＋ 9.900 ） × 2.590 ＋ （ 2 × 9.900 ＋ 13.560 ） × 2.480 ） × 0.570 ＝ 16.97 ○月○日

C 12 1/6 × （ （ 2 × 9.900 ＋ 2.900 ） × 2.480 ＋ （ 2 × 2.900 ＋ 9.900 ） × 2.280 ） × 1.000 ＝ 15.35 ○月○日

1644.26

打設

ブロック

計算式　（オベリスク）
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(2)

(2)(2)

(2) 

  

 仮設備計画

仮設備計画仮設備計画

仮設備計画 

  

 

  a 仮設備配置図 

 

 

 

   B 主要仮設計画 

    仮締め切り工、仮設橋、索道、仮土留工、指定仮設工等主要な仮設物について計画断面図、計画 

   平面図、必要な流量、構造計算等を記載する。 
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７７７７    施工管理計画施工管理計画施工管理計画施工管理計画    （例）（例）（例）（例） 

 

 （1） 出来形管理 

工  種 出来形管理項目 

対象 

数量 

単位 

（回／ ） 

測定頻度 

（回） 

測定数 

管 理 側 点 備考 

道 路 土 工 基準高 幅 法長 190 ｍ 1／40ｍ 6 №6＋10,8,10,12,14,15 

道路中

心端部 

ブ ロ ッ ク 積       

 

 土    台    工 基準高 幅 高さ 80 ｍ 1／40ｍ 3 №8,10,12 

 

〃  80 ｍ  1 №8～№12 

 

ブロック積工 基準高 厚さ 法長 80 ｍ 1／40ｍ 3 №8,10,12 

 

〃 延長 80 ｍ  1 №8～№12 

 

〃 注水検査 200 ㎡ 1/200㎡ 1 監督員等の指示による 

 

自 由 勾 配 側 溝       

 

砕 石 基 礎 厚さ 幅 190 ｍ 1／40ｍ 6 №6＋10,8,10,12,14,15 

 

ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ  厚さ 幅 190 ｍ 1／40ｍ 6 №6＋10,8,10,12,14,15 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝工 基準高 190 ｍ 1／40ｍ 6 №6＋10,8,10,12,14,15 

 

〃 延長 190 ｍ  1 №6＋10～№15 

 

路 床 工 基準高 幅 190 ｍ 1／40ｍ 6 №6＋10,8,10,12,14,15 

道路中

心端部 

 下 層 路 盤 工 基準高 幅 190 ｍ 1／40ｍ 6 〃 

道路中

心端部 

〃 厚さ 190 ｍ 1/200m車線毎 2 №10（掘り起こし） 

 

 上 層 路 盤 工 幅 190 ｍ 1／40ｍ 6 №6＋10,8,10,12,14,15 

道路中

心端部 

〃 厚さ 190 ｍ 1/200m車線毎 2 №10（掘り起こし） 

 

舗 装 工       

 

 基      層 厚さ 1,330 ㎡ 1／1000㎡ 2 

指定箇所（コア採取によ

る） 

 

〃 幅 190 ｍ 1／40ｍ 6 №6＋10,8,10,12,14,15 

 

       

 

       

 

       

 

        

        

        

        

        

※ 社内管理基準を作成し、管理する場合はその旨記載。 
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 (2) 品質管理 

種  別 品質管理試験名 対象数量 単位 

（回／ ） 

測定頻度 

（回） 

測定数 

試 験 場 所 備考 

路 床 工 現場密度 1,520  M3 1回／500m3 3  №8,11,14 

 

〃 プルーフローリング 190  ｍ 全幅 全区間 2  車線毎 

 

下層路盤工 現場密度 1,330  ㎡ 2回／1000㎡ 4  №8,10,12,14 

 

〃 プルーフローリング 190  ｍ 全幅 全区間 2  車線毎 

 

上層路盤工 現場密度 1,330  ㎡ 2回／1000㎡ 4 №8,10,12,14 

 

コンクリート       

 

18-8-40BB 

スランプ、空気量、

圧縮試験測定 

10.0  ｍ

３

 － － － 

生コン

工場品

質証明

書等に

よる 

18-8-25BB スランプ、空気量 88.9  ｍ

３

 １回/日 4  現場 

 

 〃 圧縮強度試験 88.9  ｍ

３

 供試体毎   4  ○○建設検査センター 

σ7 

σ28 

＊ σ 7

は最初

の2回 

舗装工 基層       

 

粗粒度As20 敷き均し温度の測定 160  ｔ 1台毎 16  現場 

 

 〃 現場密度 1,330  ㎡ 1個／1000㎡ 2  ○○プラント試験室 

コアー

使用 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

        

        

        

        

        

※ 記載可能な工種については測定時期、測定測点等を備考欄に記載のこと。 

※ 社内管理基準を作成し、管理する場合はその旨記載。 
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 (3) 写真管理 

工  種 撮影項目 

対象

数量 

単位 

（回／ ） 

撮影頻度 

（回） 

撮影数 

撮影測点 備考 

着 手 前 全景又は代表部分 190 ｍ 着手前1回 3  始終点・各代表部分  

完 成 〃 190 ｍ 施工後1回 3  着手前と同じ位置  

施 工 中 工事進捗状況 5 月 1回／1月 10  全景又は代表部分  

        

土 工        

 伐根・除根 施工状況 1,600 ㎡ 1／種類毎 1  全景  

   掘 削 施工状況（1サイクル） 1,520 ｍ

３

 1／種類毎 1  №10付近  

 〃 土質等の判別 190 ｍ 1回／土質変化毎    

   盛 土 撒き出し厚 75 ｍ 1回／200ｍ 1  №13付近  

 〃 締固め状況 75 ｍ 1回／転圧機械毎 2  №13付近  

   出 来 形 幅、法長 190 ｍ 1回／200m 2  №8,14  

ブロック積み        

   材 料 検 査 ブロック形状寸法 170 ㎡ 1回／品目毎 1    

   床 掘 出来形(支持地盤) 80 ｍ 1回／40m 3  №8,10,12 

 

   土 台 工 出来形 80 ｍ 1回／40m 3  №8,10,12 

 

   ブロック積み工 

胴込裏込厚の確認 80 ｍ 1回／120m 1  №10 

 

 〃 法長 80 ｍ 1回／200m 1  №10 

 

自由勾配側溝        

 

   材 料 検 査 形状寸法 95 本 1回／品目毎 1   

 

   施 工 中 据付状況 190 ｍ 1回／200m 1  №11 

 

   床 掘 幅 190 ｍ 1回／40m 6  №6＋10,8,10,12,14,15  

   砕 石 基 礎 幅 厚さ 190 ｍ 1回／40m 6  同上  

   ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ 幅 厚さ 190 ｍ 1回／40m 6  同上  

路床・路盤工        

   施 工 中 施工状況(1サイクル) 1,330 ㎡ 1回／各路盤毎 4  №11 

下層 2

層仕上 

   品 質 管 理 密度試験 1,330 ㎡ 1回／各種路盤毎 2  №11  

〃 プルーフローリング 190 ｍ 1回／路盤毎 2  №10  
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   出来形管理 各層毎の出来形 幅 190 ｍ 1回／80m 6  №8,11,14  

舗装工（基層）        

   施 工 中 整正状況 190 ｍ 1回／400m 1  №11  

   〃 プライムコート 1,330 ㎡ 1回／各層毎 1  №11  

  出来型管理 幅 190 ｍ 1回／80m 3  №8,11,14  

   品 質 管 理 管理項目 温度 コア 1,330 ㎡ 1回／種別毎 各1    

コンクリート        

   18-8-25BB スランプ測定 88.9 ｍ

３

 1回／試験 4  ブロック積み施工時  

 〃 空気量測定 88.9 ｍ

３

 〃 4  〃  

        

仮 設        

   任 意 仮 設 設置状況(施工前後) 1  式 1回／1施工箇所 各1   

 

   安 全 施 設 設置又は配置状況 1  式 1回／各種類毎 各1   
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８８８８    安全管理安全管理安全管理安全管理 

 

 (1) 安全管理組織表 

 土 木 本 部  

 

統括安全衛生管理者            土 木 部 長 

 

 

 

                      工 事 部 長 

 

 

 

店社安全衛生管理者            工事部次長 

                                       土木本部安全管理者 

                                       土木本部安全担当 

 

店社安全衛生管理社代理          工 事 課 長 

安全衛生指導責任者 

 

 

統括安全衛生責任者            現場代理人 

 

 

 

元方安全衛生管理者 

 

 

                    〈安全衛生責任者〉   

 

 

下 請 業 者 名 安 全 衛 生 責 任 者（氏名） 職        種 
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 (2) 安全管理について 

   当現場における安全管理を進めるため、「労働安全衛生法」「建設工事公衆災害防止対策要項 

  （土木工事編）｣「土木工事安全施工技術指針」「道路交通法」等、関係法令を遵守するとともに、 

  人命尊重の見地から、法令で定められている安全対策の実施、又快適な作業環境を図るため、現場 

  における安全管理内容について計画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 事 項 参加者 実  施  内  容 時   間 

ラジオ体操 

安全朝礼 

全員 

ラジオ体操 

職員による朝礼（作業内容・注意事項他） 

 

安全ミーティング 各グループ 

作業内容、安全注意事項指示打合せ 

人員配置、ＫＹ活動 

 

始業点検 全員 機械、器具、設備の点検及び整備 

 

作業場所の巡視 

統括安全 

衛生責任者 

安全点検及び指示・指導・監督 

 

１日２回以上 

安全・工程 

打合せ 

職員 

各職長 

作業予定・作業方法・安全指示指導 

及び作業間の連絡調整・危険箇所の周知 

 

安全点検 安全当番 安全点検及び安全日誌の記録 随時 

持場片付け 

整理整頓 

全員 持場片付け及び点検 

 

終了時の 

確認・終礼 

職員 

全員 

終業確認 

終礼及び報告 

終了時 

夜間作業がある場合には２段書きにする等、

わかり易く明示すること 
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 (4) 安全管理のための実施事項 

1) 新規入場時及び作業内容変更時教育の実施 

    現場の作業内容、安全管理の内容、地域住民との対応等の理解と安全意識の高揚を図るため、 

   乗り込み時教育を実施する。又、作業内容変更時も安全衛生教育を実施する。 

  2) 作業開始前のラジオ体操の実施 

    健康状態を確かめながら、作業員全員で行う。 

  3) 朝礼・安全ミーティングの実施 

   ・前日の打合せ事項、当日の作業内容、及び資機材等の搬入場所の伝達 

   ・注意事項の周知及び適切な人員配置と役割の伝達 

   ・作業内容別の危険要素の把握と危険予知活動 

   ・服装及び保護具の点検 

   ・作業員の健康状態の把握 

  4) 使用機械器具及び作業場所の始業前点検の実施 

    機械器具の以上の有無及び安全装置の点検、記録 

    作業場所の設備、環境の状態及び保安施設等の始業前点検、記録 

  5) 作業予定打合せの実施 

    現場事務所で翌日の作業打合せを行う。内容は作業方法、作業手順、工種別災害防止対策の確 

認職種間の連絡及び調整等とする。 

  6) 安全衛生協議会の実施 

    毎週１回、現場事務所において、職員、現場責任者（職長）、安全衛生責任者（協力業者）及 

び現場関係者により、今週の反省と次週の連絡調整、合図、標識、警報、廃棄物の収集箇所、出 

   水時の避難訓練等の実施方法の統一、安全衛生の諸行事その他災害防止について必要な事項を協 

議し、決定事項の周知徹底を図る。又このうち月に１回以上は、事業主（協力業者）及び、安全 

   担当者が参加する安全衛生協議会とする。 

  7) 安全大会・安全教育・訓練等の実施 

   ① 月１回、安全大会を行い、安全衛生意識の高揚を図る。 

   ② 全作業員に対し月に半日以上現場に即した安全衛生環境教育・訓練等を行う。 

    ・工事内容等の周知徹底 

    ・災害防止の為、事例を使用した教育訓練の実施 

    ・安全衛生環境管理方針の周知徹底 

  8) 安全衛生環境パトロールの実施 

    本部パトロール及び自主パトロールを実施し、災害防止に努めるとともに、全員の安全衛生意 

識の向上と活動の徹底を図る。 

  9) 終業前に全員で持場の清掃及び不要資材等の後片付けを行い、常に整理整頓に努める。 

  10) 専門工事業者に労務安全関係提出書類を提出させ、それにより管理する。 

  11) 安全管理の実施状況を記録し、写真と共に常に整備し、現場に保管する。 
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定例の安全行事

定例の安全行事定例の安全行事

定例の安全行事 

  

 その他

その他その他

その他 

  

 

 

  

参  加  者 内        容 実 施 日 

週 例 安全衛生協議会 

職  員 

各 職 長 

工程の見直し 

週間の予定等の打合せ 

毎週金曜日 

月 例 

安 全 大 会 全  員 

前月の安全目標の反省 

今月の安全目標の主旨 

説明、明示 

要望事項 

毎月初め 

災害防止協議会 

職  員 

各 職 長 

月間工程 

安全目標 

対策等について協議決定 

毎月 末 

安全パトロール 

職員・職長 

各社安全担当者 

現場パトロールを行い、 

是正事項を指摘指導し 

安全衛生の向上に努める 

毎月 末 

安 全 訓 練 全作業員 

工事内容の周知徹底 

災害対策訓練 

予想される事故対策 

その他必要事項 

毎月 末 

そ の 他 

新規入場者教育 

雇入れ時教育  

全作業員 

工事概要、安全管理体制 

安全留意事項について 

教育 

新規入場毎 

職 長 教 育 各 職 長 

新規の職長に対して 

作業方法、作業員の配置 

その他について教育 

新規毎 

新規 

工種毎 

健 康 診 断 全  員 定期健康診断 

年１回 

（確認） 

特 別 教 育 

対象業務の職長 

及 び 作 業員 

危険又は有害な業務に 

つかせる時の 

安全衛生教育 

当該 

作業前 
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安全教育

安全教育安全教育

安全教育 

  

 訓練等の計画

訓練等の計画訓練等の計画

訓練等の計画 

  

 

 

 当工事の施工に際し、作業内容に則した安全教育・訓練を、一月当たり半日の時間を割り当て実施す 

る。実施状況は工事記録に記載する。 

 

月 重 点 項 目 教 育 項 目 及 び 内 容 

９ 新規入場者教育の徹底 災害防止のための遵守事項の周知徹底と施工方法の確認等の教育 

１０ 

重機災害の防止 

交通災害の防止 

車両系建設機械の基本事項の確認 

工事用車両場内運行時、場外運行時の交通安全教育 

１１ 

墜落・転落災害の防止 

交通災害の防止 

ビデオによる視聴覚教育 

工事用車両場内運行時の交通安全教育 

１２ 

重機災害の防止 

墜落・転落災害の防止 

交通災害の防止 

車両系建設機械の始業点検 

ビデオによる視聴覚教育 

工事用車両の誘導方法 

１ 

舗装重機災害の防止 

墜落・転落災害の防止 

交通災害の防止 

危険予知活動の教育及び実施訓練 

ビデオによる視聴覚教育 

通勤時、道路凍結時の交通安全教育 

２ 

重機災害の防止 

墜落・転落災害の防止 

第三者災害の防止 

車両系建設機械、クレーンの安全運転、玉掛け基本事項の確認 

ビデオによる視聴覚教育 

全員による自主パトロールでの安全教育 

３ 

重機災害の防止 

交通災害の防止 

車両系建設機械、クレーンの安全運転、玉掛け基本事項の確認 

工事用車両場内運行時、通勤時の交通安全教育 
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 (5) 公衆災害の防止 

  1  工事場所に第三者の立入りを禁止するためのバリケード・フェンス等を設置する。また、夜間 

    の侵入を防止する対策を講じておく。 

  2  工事用車両等の出入り口には標識等を設置するとともに、整理清掃に心がけ必要に応じて誘導 

    員を配置して、事故防止につとめる。 

  3  工事車両は安全運転を心がけると共に道路への土砂の持ち出しのないようにする。また、残土 

    運搬、コンクリート打設等、車輌繁忙期には誘導員を配置して歩行者及び通行車両との交通災害 

    の防止をはかる。 

  4  現場内は常に整理整頓に努め、工事中地元住民に不快感を与えないように努める。 

  5  保安設備や仮設備は、強風時に飛ばされないように、しっかりと固定する。 

  6  常に現場の状態を把握し、強風・降雨時にはパトロールを行い、状況により対処する。 

  7  作業員に対して第三者災害の防止について、指導、教育を行う。 

 

 (6) 労働災害の防止 

  ６－１ 墜落・転落災害の防止 

1) 足場組立等の作業は、作業主任者を選任し、その直接の指揮のもとで作業させるとともに、 

    安全帯及び保護帽等の使用状況を監視する。 

   2) 墜落のおそれのある作業箇所には安全な作業床を設ける。なお、足場組等の作業で作業床を 

    設けることができない場合は安全ネットを設置し、親綱を設け安全帯を確実に使用する。 

   3) 墜落のおそれのある高所作業には、高齢者、高・低血圧症、心臓疾患等をもった作業員また 

    年少者を配置しない。 

   4) 作業床と躯体との間隔は原則として30㎝以下とする。30㎝を超える場合は作業床２段ごとの 

    棚段、安全ネット（スキ間ネット）等を設置して、墜落防止を図る。 

      5)  作業床は、幅40cm以上、床材間の隙間は3cm以下、建地との隙間は12cm未満とする。 

  ６－２ 車両系建設機械による災害の防止 

   1) 重機の旋回範囲内は立入禁止を周知、徹底し、作業員の接触災害を防ぐ。 

   2) 作業場所の地形、地質の状態を調査し、その結果により、機械の種類、能力、運行経路、作 

業の方法を盛り込んだ作業計画書を作成し、周知、徹底した上で使用する。 

   3) 有資格者以外は取扱いを厳禁する。 

      機械重量３ｔ以上 ･･････ 技能講習修了者 

      その他の機械 ･･････････ 特別教育修了者 

   4) 転落のおそれのある路肩での運転、周囲の作業員との接触等のおそれのある運転、又は後退 

    時の運転は誘導者を配置し、その誘導により運転する。 

    ＊誘導者の配置を必要とする作業 

     ① 車両系建設機械の転倒、転落防止 

     ② 車両系建設機械の接触防止 

     ③ 車両系荷役運搬機械の転倒、転落防止 

     ④ 車両系荷役運搬機械の接触防止 

     ⑤ 明り掘削における運搬機械等が後進、作業箇所に接近するときまたは転落のおそれがあ 

るとき 
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   5) 軟弱地盤、凍結地盤等での運転は、スリップ、転倒防止のため、地盤整備等を行うとともに、 

    チェーンの使用、徐行等を徹底する。 

   6) 車両系建設機械は原則として、主たる用途以外には使用しない。 

   7) 特定自主検査済で、標証が貼り付けてある機械を使用する。 

   8) トレーラーでの積み下しは平坦な安定した地盤上で行うとともに、道板のかけ渡し角度を 

    15°より小さく、滑り等による事故を防止する。又、運搬中に荷台から外れたり、横滑りを起 

    こさないようにワイヤーロープ等で固定する。 

   9) ブーム、アーム等を上げて修理等を行う場合は、安全支柱、安全ブロックを使用する。 

   10) 点検基準により、作業開始前点検、月例点検、及び特定自主検査を実施し、その結果及び 

    整備状況を記録する。 

６－３ クレーン等による災害の防止 

   1) 「クレーン安全作業打合票」を活用し、運転士、玉掛者、作業指揮者を選任すると共に、作 

業関係者全員による作業打合せを実施してから作業を開始する。 

   2) 移動式クレーン、アウトリガーを正規の位置まで張り出し、安定な状態で使用する。荷重入 

    力装置が装備される機種では、作業変更などに伴う入力間違いに注意する。 

   3) 作業開始前及び定期の点検を実施する。又、その点検状況を確認する。 

   4) 吊り上げ能力が１トン以上のクレーン等の玉掛けは、技能講習修了者の資格者をあてる。 

   5) 移動式クレーンは平坦な場所で使用する。やむを得ず傾斜地で使用する場合は敷角等を使用 

    して機体を水平に設置する。又、軟弱地盤上では敷鉄板等で補強して設置する。 

   6) 荷を吊ったまま、又エンジンをかけたままの状態で運転席を離れない。 

   7) 作業半径内への立入り禁止措置を講じる。設置場所移動の後も忘れずに行う。 

   8) 定格荷重を超える荷の吊り上げ、荷の横引き、粗暴運転の禁止を徹底する。 

   9) 玉掛け用具等については使用前に必ず点検を行い、点検表に記録する。 

   10) 地切の際は、荷の重心の位置を確認し、無理な状態での吊り上げ、吊り降ろしは避ける。 

又、地切りが終了した時点で合図者、玉掛者は安全な位置まで移動する。 

11) 吊荷を置いた時に、玉掛者は荷の安定を確認する。 

   12) 吊荷の引込等にあたっては、直接手で引いたり押したりせず補助ロープ（かいしゃくロー 

    プ）を使用する。 

６－４ 土砂崩壊災害の防止 

   1) 地山の種類に応じた安全勾配を守り、崩壊、落石等により労働者に危険を及ぼすおそれのあ 

    るときは土止め支保工等を設ける。 

   2) 点検者を選任し、その日の作業を開始する前、降雨及び中震以上の地震後は、掘削面等の地 

    山の法肩部付近の亀裂、周辺地盤の陥没、湧水の発生、浮石等の状態を念入りに点検し、安全 

    を確認した後作業を開始する。又その結果については記録する。 

６－５ 飛来・落下災害の防止 

   1) 高所に材料等を仮り置きする場合は、開口部に近接して置かないようにし、巾木の取付、 

    ロープ掛け等の措置を講ずる。 

   2) 長尺物又は転移可能物等はロープ等で結束するか、又はキャンバー等を設置する等、転倒・ 

転移を防止する。（パイプ等の仮置きは、転移しても開口部へ落下しない方向に置く。） 

   3) 風等の影響で飛散、落下、倒壊のおそれのある物はロープ等で固定しておく。 
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   4) 取扱い運搬等による危険を防止するため、荷積み高さを２メートル以下に保ち、通路を確保 

    する。 

   5) 重量物、長尺等の運搬と取扱いは転倒、落下物のないように作業前に点検するとともに、作 

    業指揮者の直接指揮により作業する。なお、荷の上などの不安定な場所での作業はしない。 

   6) 人力による運搬作業は、作業員の体力に応じた作業計画により実施するとともに、通路の整 

備、段差の解消、照明等に配慮する。 

６－６ 火災・爆発災害の防止 

   1) くわえたばこでの作業、場内移動、吸殻のポイ捨ては絶対にしない。 

   2) 火気の使用場所周囲の整理、清掃を徹底する。 

   3) 火気の使用場所毎に火元責任者を定め、火気の点検、確認を行う。 

   4) 火気使用場所（喫煙所含む）を指定し、指定場所以外での火気使用を禁止するとともに 

使用期限内の消火器を確実に設置し、使用後の後始末を確認する。 

   5) 引火性危険物、爆発物等は、保管場所を定め、火気厳禁とするとともに、表示する。 

  ６－７ その他 

   1) 熱中症のおそれのある場合は、こまめな水分・塩分補給や、作業時間の短縮、休憩場所の確保 

    などの対策を検討する。 

   2) 山間地の工事の場合は、はち等の獣虫による被害の防止対策を検討する。 

 

 なお、工事現場の具体的な箇所を図示し、安全対策（例えば、手すり、ネット、な 

 ど）を明記すること。 
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 (7) 自然現象及び土石流に対する労働災害防止対策 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊本工事施工河川は、平均勾配（              ）なので今までの降雨による河川 

   増水に対する安全対策を見直し、必要な工事現場内の安全対策を行う。 

 

   1) 地形等の調査 

     現場上流概要 

        流域面積      ㎞

２

 

        河床勾配  １／ 

     大雨注意報基準（長野県 南部） 

大 

 

雨 

観測時間 

長     野     県 

南   部 南部（山沿い） 

１時間 30ｍ／ｍ ＲＴ 70ｍ／ｍ  

３時間 50ｍ／ｍ 70ｍ／ｍ 

24時間 90ｍ／ｍ 130ｍ／ｍ 

                                  （気象庁 飯田測候所調べ） 

 

 

   2) 作業中止基準 

     本工事施工現場の作業中止基準を下記の通り定め、速やかに作業を中止する。 

     なお、中止決定は現場代理人、主任技術者 〇〇〇〇が判断する。 

 

作  業  中  止  基  準 

雨 量 

１５mm／hに達したとき、上流監視場所にて監視をし、２０mm／h以上若しく

は連続５０mm以上・24時間で８０mm以上に達した時は中止する。 

土石流 前兆現象を発見した時 

地 震 

有感地震があった場合作業を一時中断し、流域の点検を行い再開・中止の検

討を行う。 

その他 二次災害の恐れのある場合 

       ＊上記情報収集は、前項の3)降雨量等により収集を行う。 

 

   3) 降雨量等の把握 

    

        

     気象情報の収集 

      

            

      雨天においては、天候の情報を早期に把握するため、時間雨量・延降雨量を下記の情報提供 

      機関を利用する。 

       ・砂防情報ステーション     http://micos-nagano1.jwa.or.jp/ 

この項に記載の数値は、あくまで事例であるため、施工計画書の作成に当たってこの項に記載の数値は、あくまで事例であるため、施工計画書の作成に当たってこの項に記載の数値は、あくまで事例であるため、施工計画書の作成に当たってこの項に記載の数値は、あくまで事例であるため、施工計画書の作成に当たって

は、必ず各現場にあった基準等を検討し記載するものとする。は、必ず各現場にあった基準等を検討し記載するものとする。は、必ず各現場にあった基準等を検討し記載するものとする。は、必ず各現場にあった基準等を検討し記載するものとする。    

また、作業中止・作業中止の解除を誰が行うかについても、各現場で検討し責任また、作業中止・作業中止の解除を誰が行うかについても、各現場で検討し責任また、作業中止・作業中止の解除を誰が行うかについても、各現場で検討し責任また、作業中止・作業中止の解除を誰が行うかについても、各現場で検討し責任

区分を明記する。区分を明記する。区分を明記する。区分を明記する。    

作業の中止決定及び解除の判断者を記載する作業の中止決定及び解除の判断者を記載する作業の中止決定及び解除の判断者を記載する作業の中止決定及び解除の判断者を記載する    
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監視員 

氏名(○○○○) 

監視小屋 

現場事務所 

（場所） 

氏名(○○○○) 

 

サイレン始動 

 

避  難 

 

       ・ＮＴＴ気象情報 177        （026－   －0177） 

       ・気象庁 飯田測候所 

       ・水位雨量電話応対対象観測所 

       ・事務所               (026－   －  ) 

       ・ラジオ放送              (現場事務所) 

      ・テレビ放送              (現場事務所) 

 

   4) 降雨の場合に講ずる措置 

     15mm／hに達した時上流監視場所にて監視を行い、作業中止基準に達した場合及び土石流前兆 

    現象を発見した場合は、直ちに作業を中止する。 

 

 

 

 

             30秒         10秒         140秒 

 

     流速５ｍ／Ｓ               180秒＊５ｍ／Ｓ＝900ｍ 

     避難までの所要時間３分（180秒）      900ｍ≦監視場所 

                          施工場所より1000ｍ以上上流にて監視 

 

   5) 作業中止の解除 

    ・降雨量が中止基準を達していない時。 

・中止基準を達した後、12時間以上降雨がない時。 

    ・土石流前兆現象がない時。 

    ・流域点検後、安全が確認された時。（流域点検員 〇〇〇〇 ） 

    作業中止の解除（作業の再開）の決定は現場代理人〇〇〇〇が判断する。 

 

   6) 警報装置・避難所について 

     警報は拡声器で行い、避難場所は現場事務所及び休憩所とする。 

 

   7) 避難訓練 

     安全教育・訓練時に非難訓練を実施し、周知徹底する。 

 

 

 

 

 

  

避難場所の設定を避難場所の設定を避難場所の設定を避難場所の設定を行う行う行う行う    
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９９９９    緊急時の体制及び対応緊急時の体制及び対応緊急時の体制及び対応緊急時の体制及び対応 

 

 (1) 緊急時連絡系統図 

 

＊本系統図を現場事務所に掲示のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

　　○○ 　　○○ 　　○○ 　　○○○

℡　＊

病院 （家族等）

℡　○○－○○○○ ℡　○○－○○○○ ℡　○○－○○○○ ℡　○○－○○○○

市．町．村

○○建設

○○建設

℡　○○－○○○○

℡　○○－○○○○

作業現場

(携帯電話等）

℡　○○－○○○○

現場代理人　○○○○

自宅℡　○○－○○○○

作業現場管理者

(緊急連絡員）

○  ○  建設事務所

℡　○○－○○○○

(内線　○○○)

　　　○○

労働基準監督署

℡　○○－○○○○ ℡　○○－○○○○

第二連絡員

氏名　○○○○　　役職　土木○長

自宅℡　○○－○○○○

緊急時該当者

○○　建設株式会社

本　　　　社

消防署 警察署

電話（携帯・自宅） 
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至

○

①

○

① 市道○○号線

③

⑤

⑧

⑦

工事場所

⑧ ④

⑦

市道○○号線

⑤ 県道○○号線

②

①

至

①

○

○

○○交差点

番　号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

記　号 警戒標識 警戒標識 警戒標識 規制標識 規制標識 規制標識 標示板 標示板 案内標識

(工事

予告）

（徐行） 通行止 (昼夜間

工事中）

(通行中

の方へ）

211 212-2 311-E 329 301 120-A

数　量 4 1 1 1 2 2 2

備　考

標識類集計表

10101010    交通管理交通管理交通管理交通管理 

 

 (1) 交通管理計画 
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 (2) 安全施設配置計画 

   施工場所及び施工形態から、道路の使用条件は、２車線・片側全車線閉鎖・昼夜間占用となるた 

  め、道路工事保安施設設置基準のＡ－２型保安施設を設置する。 

 

 

 

注(1) ①の設置数、距離については、交通量その他、現場の状況によって定めること。 

 (2) 昼間作業は、照明灯と保安灯を除く。 

(3)工事区間長、および交通量に応じて両端に適宜交通誘導員もしくは自動信号機をおく。 

 

交通規制について

交通規制について交通規制について

交通規制について 

  

 

 

1) 全面及び片側通行止等については、最低規制日10日前に制限願いを提出のこと。 

2) 提出の際は５万分の１図に制限箇所を明記し、更に現場付近の略図に信号機、安全施設等記入の 

 ものを添付すること。 

3) 提出部数は通常７部であるが、管外に関係ある場合は更に１部ない２部必要となる。 

4) 提出は、監督員の承諾を得て管理係へ提出する。 

 

標示施設について

標示施設について標示施設について

標示施設について 

  

 

 

1) 標示施設の設置は、施工計画書の交通管理の項に計画したものを確実に行うこと。 

2) 設置場所は車両の進行方向の左側で、交通の支障にならない安全な場所を選定し、杭等に結束ま 

 たは重石等で安定させること。 

 （道路カーブの始点等は距離的に符号しなくても適当な安全な場所へ移す。） 

3) 標示施設が良好な状態にあるかどうか常時点検のこと。 

 

規制区間 L=○ｍ 

片側交互通行部幅員 W=○ｍ 
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11111111    環境対策環境対策環境対策環境対策 

 

  本工事施工に当たっては、現場周辺の自然環境の保全、公害防止、周辺住民の生活環境の保全に努 

 めることとする。 

 ・施工期間は乾燥期にあるため、特に火気の使用には厳重な注意をし、消火器を火気使用場所及び適 

  所に設置し、山火事等の防止に努める。 

 ・建設機械の油類流出には十分注意し、河川や農業用水の水質汚染防止に努める。 

 ・建設機械類は常に整備して、整備不良による騒音、振動の発生防止に努める。又、低公害型の機械 

  類を使用するよう留意する。 

 ・工事用出入口付近の道路の汚損には特に留意し、現場からの泥の持ち出しが極力起きないような設 

  備をするとともに、定期的に道路清掃を行う。 

 ・工事に伴う河川の汚濁には特に注意をし、必要に応じて沈殿池、沈殿槽を設置する。 

 ・残土処理場進入路は未舗装のため、粉塵を発生させないよう適宜防塵処理を実施する。 

 ・現場周辺の投げ捨てによる空き缶、空瓶等の汚損には、必要に応じ処理を考慮するものとする。 

 ※濁水処理について詳細に対策を記入のこと。 

 

 

12121212    過積載防止対策等過積載防止対策等過積載防止対策等過積載防止対策等 

 

○対象となる搬入・搬出土砂及び資材等について明記し、過積載防止対策方法を記載する。 

 

ダンプトラック等による過積載、不正改造等の防止について 

一 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。 

二 過積載、不正改造等を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 

三 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては、下請事業者

及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 

四 さし枠装着車、物品積載装置、リヤバンパー等を不正改造したダンプカー及び不表示車等に土砂等

を積み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないようにすること。 

五 過積載車両、さし枠装着車、リヤバンパーの切断・取り外し改造車、不表示車等から土砂等の引き

渡しを受ける等、過積載、不正改造等を助長することのないようにすること。 

六 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、リヤバンパーの切断・取り

外し改造車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講

ずること。 

七 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」第 12 条に規定する

団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 

八 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又

は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 

九 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 

十 上記の対策について、施工計画書に具体的に記載すること。 
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13131313    建設副産物建設副産物建設副産物建設副産物 

 

 (1) 建設副産物 

 数   量 運   搬 処 理 会 社 

コンクリートがら ｍ

３

 ○○会社へ委託 ○○会社へ委託 

アスファルト  ｍ

３

 〃 〃 

    

  ○運搬会社、処理会社の許可証を添付 

  ○運搬会社、処理会社との契約書の写しを添付 

  ○処理・処分業者の所在地及び計画運搬ルート図を添付 

 (2) 残土、不足土 

残    土 ｍ

３

 

処理先 

①     ｍ

３ 

②     ｍ

３

 

不  足  土 ｍ

３

 

処理先 

①     ｍ

３ 

②     ｍ

３

 

  ○残土及び不足土量の把握方法を記載する 

 

(3) 再生資源利用（促進）計画書の提出 

   なお、工事完了後には実施書とＦＤを提出する。 

 (4) マニュフェスト伝票については、常に整備、保管し、しゅん工時には写しを提出する。 

   写しは最初と最後としＤ及びＥ表未返還時は前日分添付 

   しゅん工検査時には、正本を持参する。 
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14141414    その他その他その他その他 

 

 (1) 関係機関等への届出又は協議 

関係機関名 届出又は協議事項 

届出・協議 

年 月 日 

処理方法 備 考 

○○ 労働基準監督署 

建設工事計 

画届け 

 

 

   

機械等設置 

変更届け 

型枠支保工 

(Ｈ＝3.5ｍ以上) 

予定 

 ○月○日 

設置30日前提出  

○○ 警 察 署 道路使用許可申請 

予定 

 ○月○日 

１か月毎更新  

   消 防 署     

○○ 建設事務所 道路通行制限願  ○月○日 ○月○日～○月○日  

   地方事務所     

○○ 市 町 村     

（例）Ｎ.Ｔ.Ｔ 埋設物立合依頼  ○月○日 施工時立合い  

     

     

     

地 

 

元 

 

関 

 

係 

地 主 残土処理場  ○月○日 

出入口と仕上げ高に 

ついて決定 

長野太郎 

松本一郎 

地 元 町 会 着工案内  ○月○日 

案内文書にて○○区

長に通知 

上田二郎 

     

     

 



    

 

 

 

共６ 工事材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初版 平成 22 年 7 月 

改定 平成 25 年４月 

改定 平成 28 年３月  
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１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに    

   工事に使用する材料について、長野県土木工事共通仕様書（以下共通仕様書）においては、

設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、共通仕様書に示す規格に適合したもの、ま

たはこれと同等以上の品質を有するものとすることとしている。共通仕様書では、材料の使

用に関して選定・納品それぞれの時点で必要な確認について定めている。具体的には、材料

選定時点での「材料承認」と納品時の「材料品質証明」とに分けられ、それぞれのプロセス

において適切な確認を行うことによって、材料の品質を確保している。 

   また、地域経済への貢献や環境配慮等、県の工事に求められる社会的要請を背景として、

工事で使用する材料に関し、県産資材の優先利用、再生資材の率先利用等が求められ、施策

として取り組んでいる。 

 

       

  

   

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

・・書類の提出必要  

 

図：工事における材料の仕様設定から使用までの流れ 

材料仕様の設定 

材料選定 

材料承認 

材料納品 

材料保管 

材料使用 

発注者 

受注者 

・材料リストアップ 

・購入先選定 

・主要材料表作成 

 →施工計画書に

→施工計画書に→施工計画書に

→施工計画書に記載

記載記載

記載 

  

 

県内産資材 

優先利用 

に配慮 

・一括承認製品以外の材料

・一括承認製品以外の材料・一括承認製品以外の材料

・一括承認製品以外の材料

の

のの

の見本または品質を証

見本または品質を証見本または品質を証

見本または品質を証

明する資料等

明する資料等明する資料等

明する資料等 

  

 

・生コンの配合計画書

・生コンの配合計画書・生コンの配合計画書

・生コンの配合計画書 

  

 

・県外産資材使用報告書

・県外産資材使用報告書・県外産資材使用報告書

・県外産資材使用報告書 

  

 

確認、承諾 承認願 

材料発注 

・納品伝票（生コンを除く） 

・ﾐﾙｼｰﾄ等の品質規格証明書 

・工場検査の立会申請  

必要に応じて確認 

・ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ納入書

・ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ納入書・ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ納入書

・ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ納入書 

  

 

再生砕石等の

工場立入確認 

一括承認品目 

決定、公表 

・材質に変質が生じないように保管 

立会、確認 
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２２２２    材料材料材料材料のののの仕様設定仕様設定仕様設定仕様設定    

   長野県建設部が発注する建設工事における材料の仕様に係る基本的な事項については共通

仕様書に定められている。 

第 2 編材料編第１章一般事項 

      第

第第

第1

11

1節

節節

節 

  

 適

適適

適 

  

 用

用用

用 

  

 

工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、本共通仕様書に示

す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。ただし、監督員等

が承諾

承諾承諾

承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除くものとする。 

     

３３３３    材料選定材料選定材料選定材料選定    

   受注者は、１の考え方に沿って設計図書で示された工事を施工するに必要な材料を購入先

も含め選定する。選定した材料のうち、主要な材料について所定の様式（(3)掲載）により取

りまとめ、施工計画書に含めて提出する。 

   材料の選定にあたっては、下記事項に留意する。 

(1) 県産資材の優先利用 

   県内企業の振興や地域経済の活性化を図る観点から、工事材料の選定にあたっては、

県内産資材で規格・品質等を満たす材料を優先使用することとしている。（共通仕

様書材料編 2-2-13-5）共通仕様書では、県外産資材を使用する場合は、「県外産資材

使用報告書」を提出するよう規定している。 

報告書では、県内産資材を使用しない理由欄の記載は、原則として県内産資材

による施工ができない技術上の理由とし、必要に応じて理由が確認できる資料を

添付することとしている。 

「県外産資材使用報告書」を省略できる特例については、様式の但し書き及び

4(3)③を参照。 

(2) 材料納入先の選定 

(1)と合わせて、工事用資材の調達を極力県内取り扱い業者から購入することと

している。 
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(3) 主要材料表 

 工事で使用を予定する材料について下記様式により取りまとめ、施工計画書に合わせて提出する。 

 

使用

予定量

J

I

S

マ

ー

ク

表

示

品

一

括

承

認

材

料

承

認

対

象

県

内

産

資

材

県

外

産

資

材

使

用

報

告

書

数

量

・

単

位

○ ○ × 100m3

○ ○ × 50m3

○ ○ × 50m3

○ ○ × 10m

〇 × ― 10ｔ

○ × ○ 10m

〇 ○ × 10m

〇 × 〇 10個

〇 × ― 10枚

資材の種類 品質確認 生産地等

橋梁下部工 ○○生コン

名　称

生産工場名称

及び

購入先

（県外の場合、都道府県名）

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40BB

―〃―

砕石 RCｰ40～0 ブロック積工 ○○建材

千葉県○○工場

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1100*800*2000 水路工 ○○コンクリート

鉄筋 Ｄ２５ 橋梁下部工

（１）　○○

○○ ○○

18-8-25BB ブロック積工 ○○生コン

規　格 使用工種

○○

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ２００ 排水工 群馬県○○

（３）　□□

○○ ○○

（２）　△△

○○ ○○

○ 資材の種類欄の「使用工種」には、設計図書の数量総括表記載の工種等を記載する。

○ 品質確認欄には、該当欄にいずれかに「○」をする。該当しない場合は空欄。

「JISマーク表示品」 : JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている

材料製品等

「一括承認」 ： 発注者が一括承認を行っている材料

「材料承認対象」 ： 「JISマーク表示品」「一括承認」該当材料以外で共通仕様書材料編P246の

表2-1-1に記載された材料及び設計図書で指定された材料

○ 生産地等欄の「県内産資材」、「県外産資材使用報告書」は、該当の場合「○」、該当しない場合

「×」、省略する場合は「―」を記入する。

「県内産資材」 ： 県内で生産されている資材

「県外産資材使用報告書」 ： 県外産を使用する場合、「○」とする。ただし、県内産資材を使用し

ない理由が「県内で生産されていないため」である場合、省略できる。

この場合、「―」とする。

○ 生産地等欄の「生産工場名称及び購入先」は、使用する材料が県外産資材の場合、都道府県名も

記載する。

〇 施工計画作成時に生産地等が不明な時は空欄とし、後日追加で協議を行うこと。

〇 生コンクリートをW/Cの規制で設計生コン使用不可の場合は、（ ）書き設計を記入し、使用コンク

リートを上段に記入する。

（１） 〇〇は、県内産資材のため、県外産資材報告書は不要。

（２） △△は、県外産資材で、県内でも生産されているため、県外産資材報告書を提出。

（３） □□は、県外産資材ですが、県内では生産されていないため、県外産資材報告書は省略。

建設資材は、適切に保管するよう留意する。しゅん工検査等で、保管方法を写

真等により確認できるようにする。 
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４４４４    材料承認材料承認材料承認材料承認    

受注者は、工事で使用する材料については工事の設計図書などで定めた仕様に適合しているか 

を材料の使用前に監督員等の確認を受ける。 

   事前確認に関する共通仕様書の規定を参考に記載する。 

   記載のとおり、JIS マーク表示品については見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。 

第 2 編材料編第１章一般事項 

第

第第

第2

22

2節

節節

節 

  

 工事材料の品質

工事材料の品質工事材料の品質

工事材料の品質 

  

 

4.

4.4.

4.見本・品質証明資料

見本・品質証明資料見本・品質証明資料

見本・品質証明資料 

  

 

受注者は、設計図書において指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を工事材料

を使用するまでに監督員等に提出し、確認を受けなければならない。 

なお、JISマーク表示品については、JISマーク表示状態の確認とし見本または品質を証明する資料の提

出は省略できる。 

6.

6.6.

6.監督員等の確認

監督員等の確認監督員等の確認

監督員等の確認 

  

 

受注者は、表 2-1-1 の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確

認した資料を事前に監督員等に提出し、監督員等の確認を受けなければならない。 

（表については、共通仕様書本文を参照すること） 

 

 

(1) 一括承認 

① 年間を通じて汎用的に使用される材料については、年度ごとに予め発注者が承認（承諾）するこ

とで、工事の都度、受注者が監督員等に承認（確認）を受けることを要しない。 

ただし、年間を通じ均一な品質確保が不透明な材料は、その都度承認（確認）を受ける必要があ

る。 

② 一括承認は、発注者（原則として発注機関単位とする。）が、工場などから直接、必要な書類を提

出させ、審査の上承認（承諾）する。 

なお、発注者は、審査の結果を工場などへ通知するとともに、ホームページなどで受注者に周知

する。 

③ 受注者は、一括承認されている材料を使用する場合、施工計画書の主要材料に係る所定の欄へそ

の旨を記入する。（3(3)参照） 

④ 一括承認は発注機関毎に行うため、他機関で一括承認されていても、該当する機関でも行う必要

がある。（例、佐久建設事務所は一括承認していても、上田建設事務所の工事では一括承認扱いとな

らない。） 

⑤ JIS マーク表示品について、一括承認する必要はない。 

 

 

(2) 一括承認する材料 

① 生コンクリート 

製造工場を一括承認した上で、個別製品を承認する。 

   コンクリート工場承認については「６ コンクリート工場承認の取り扱いについて」のとおり。 

一括承認されている材料についても品質証明資料として「配合計画書」を添付する。 
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② 路盤材料 

原則として新材のみ一括承認の対象とする。再生砕石等は、均一した原材料の確保が不透明であ

ることから一括承認の対象としない。 

③ コンクリート二次製品  

発注機関毎に汎用的に使用される材料を定め、一括承認する。 

④ アスファルト合材 

 

○ 工事使用材料の承認の取扱いについて（通知） 

 

平成 22 年(2010年)12月 6日  22 建政技第 236 号、農整第 482号、森政第 275号  

発注機関の長 あて 

建設部建設政策課技術管理室長、農政部農地整備課長、林務部森林政策課長 

 

このことについて、監督員は契約書等において「設計図書等に基づく工事材料の試験若しくは検査（確

認を含む。）を行う。」とされており、受注者の申請に基づく施工協議により使用材料の承認を行っている

ところです。 

また、年間を通じて汎用的に使用される工事材料については、年度ごとに一括承認を行うこととし、工

事ごとに受注者が承認を求めることを要しないこととしています。 

昨年度より、発注機関毎の取扱いを統一するよう徹底してきたところですが、引き続き今後も徹底をは

かるため下記事項に留意の上実施願います。 

 

記 

 

１ 年間を通じて均一な品質の確保が不確実な工事材料は、工事ごとに承認が必要となること。従って、

建設副産物を原材料とし製造する再生砕石、再生アスファルト合材等は、一括承認の対象としないこ

と。 

 

２ 発注者は工場などから直接、必要な書類を提出させ、審査の上承認すること。 

また、審査結果は、工場などへ文書により通知するとともに、ホームページなどで受注者に周知す

ること。 

 

３ 一括承認は、発注機関単位で行うこと。 

 

４ 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JIS マーク表示認証工場（改正工業

標準化法（平成 16年 6 月 9 日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）によ

り認証を受けた工場）で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務

を実施する能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等

を適切に実施できる工場（全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工

場等）において製造されたものである必要があるので留意すること。 

５ 地方事務所においては、審査や周知方法などについて各課調整のうえ実施すること。 
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(3) 一括承認製品以外の材料の確認 

① 受注者は、JIS マーク表示品、及び一括承認されている資材以外の材料を使用する場合、使用前

に監督員の確認を受けなければならない。確認時に見本、品質証明資料、外観及び品質規格証明書

等を照合して確認した資料の提出が必要な材料については、「長野県土木工事共通仕様書材料編第１

章一般事項第２節工事材料の品質」に記載のとおりである。 

  「見本」については、仕様が明記されていればカタログ、パンフレットでも可能であるが、発行

時期により仕様が変更されていないか照合・確認を行っておくこと。 

② 材料確認に関する工事打ち合わせは、書面により行う。 

書面に「見本または品質を証明する資料」「その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資

料」を添付する場合は、原則として正本とし、写しであってはならない。 

  ③ 県外産資材を使用する場合は、「県外産資材使用報告書」を提出するよう共通仕様書に

規定しているが、県内産資材を使用しない理由が「県内で生産されていないため」である

場合、施工計画書に添付する主要材料表について、所定の様式（共 6-3 参照）を使用し、

必要項目を記載したうえで、「県外産資材使用報告書」の提出を省略することが可能であ

る。  

(4) 工場立会 

① 受注者が確認を求めた材料のうち、工場での製造状況や強度などの確認を必要とする場合は、受

注者からの申請に基づいて工場検査などの立会を実施する。 

② 再生砕石等の材料承認にあっては、「再生砕石等の利用基準」に基づき、１年最低１回以上は建設

事務所等職員が工場に立ち入り、製造過程及び材料試験の検体採取の確認を行うこととしている。 

 

５５５５    材料納品材料納品材料納品材料納品    

(1) 材料納品伝票の取扱い 

  納品伝票は、工事で使用した材料の使用量、使用時期と納入時期との関係等を確認するために必

要な資料であり、整理保管して、監督員等または検査員の請求があった場合は提示するものとする。 

  なお、レディーミクストコンクリートの納入書については、JIS A 5308の規定に基づくもので、

納品伝票であるとともに納入されたレディーミクストコンクリートの品質の一部を証明するもので

ある。記載事項にコンクリートの練混ぜ開始時間と荷卸し地点までの到着時間が記載されており、

運搬時間が示されている。これらのことから、レディーミクストコンクリート納品書は、しゅん工

時に提出することとしている。 
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 (2) 材料品質規格証明について 

    納品された材料の品質について、共通仕様書では下記のとおり証明を求めている。 

  

第 2編材料編第１章一般事項 

第2節 工事材料の品質 

1.一般事項 

受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシ

ート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督員等または検査職員

の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で提出を定め

られているものについては、監督員等へ提出しなければならない。 

なお、JIS規格品のうちJISマーク表示（※）が認証されJISマーク表示がされている材料・

製品等（以下、「JISマーク表示品」という）については、JISマーク表示状態を示す写真等

確認資料の提示に替えることができる。 

 

 工事材料に関する書類の取り扱いについては、使用前の承認時は「提出」、納品時の伝票 

（レディミクストコンクリートを除く）や納品後の品質規格証明は「提示」と、段階によって異な

る。（本章冒頭のフローチャートを参照）品質管理基準に従い、適切かつ効率的な対応を行うことが

必要である。 
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６６６６    コンクリート工場承認の取り扱いコンクリート工場承認の取り扱いコンクリート工場承認の取り扱いコンクリート工場承認の取り扱い    

 

○ 土木部発注工事に係わる「コンクリート工場承認」の 

取り扱いについて（通知） 

 

平成 13年 11月 12日 13監技第 221号   

部内課（次）長、土木部現地機関の長、   

道路公社理事長、下水道公社理事長     

公園公社理事長あて     土木部長   

 

 このことについて、下記のとおりとしましたので、遺憾のないようにしてください。 

 今回いままで取り扱われていたことを文書とし、発注者が立会い承認する２の項目を追加しました。 な

お、建設事務所長においては、管内市町村へ情報提供をしてください。 

 

記 

 

１ 生コンクリート工場（以下生コン工場）の承認手順は以下のとおりとする。 

 (1) 発注者は、年度初めに当年度の工事を対象にした生コンクリートを供給する工場からの申請に基づ

き審査し、適当と認められれば承認する。 

 なお、承認する工場は、原則として管内に位置する工場とする。（以下「一括承認」という） 

 (2) 発注者は、「一括承認」した生コン工場を受注者に提示するものとする。 

 (3) 受注者は、受注した工事で生コンクリートを使用する場合は、原則として「一括承認」した工場か

ら選択し、発注者の承認を受けること。（以下「使用承認」という） 

   なお、「一括承認」した工場以外から選択する場合には、その理由や工場からの運搬方法など必要な

資料を添えて提出し、発注者の承認を受けること。 

 (4) 発注者は、受注者が選択した生コン工場の品質などに問題があると認められる場合は、「使用承認」

を取り消すことができる。 

   なお、当該生コン工場に対しては、品質管理が適正に行われるように改善を指示することができる。 

 

２ 生コン工場から申請された「生コン工場承認願い」は、発注者が立ち会う確認試験で品質が適正であ

ることを確認のうえ承認する。 

 (1) 確認試験は、「コンクリート標準示方書」を踏まえて「長野県生コンクリート品質管理監査会議」（以

下「監査会議」）の立入監査に準じて行う。 

 (2) 当該工場が、「監査会議」の実施する立入監査の合格証を得ている場合は、確認試験に代えることが

できる。 

 (3) 確認試験は、申請者が「監査会議」または公的試験機関等に申込み実施する。 
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７「再生砕石等の利用基準」及び「再生加熱アスファルト混合物の利用基準」７「再生砕石等の利用基準」及び「再生加熱アスファルト混合物の利用基準」７「再生砕石等の利用基準」及び「再生加熱アスファルト混合物の利用基準」７「再生砕石等の利用基準」及び「再生加熱アスファルト混合物の利用基準」    

 

再生砕石等の利用基準運用経過 

 

    

  

 

平成 20 年（2008 年）10月 29 日 

20 建政技第 228 号 

 

 

 

再生砕石の活用について（通知） 

 ・再生砕石を、下層路盤工、路床入替工、裏込工、基礎砕石工等で活

用することについて徹底を図る。品質規格、再生砕石の定義、活用

のルールを通知。 

 

平成 21 年（2009 年）５月 14 日 

21 建政技第 64号 

 

「再生砕石等の利用基準」の制定について（通知） 

 （平成 21 年７月１日適用） 

 ・利用基準の新規制定 

 ・「再生砕石の活用について」廃止 

 

 

平成 21 年（2009 年）５月 29 日 

21 建政技号外 

 

 

「再生砕石等の利用基準」に係る留意事項について 

 ・G18-8 掲載 

 

 

平成 21 年（2009 年）９月 25 日 

21 建政技第 227 号 

 

 

「再生砕石等の利用基準」の材料承認に係る運用について

（通知） 

 ・G18-8 掲載 

 

平成 22 年（2010 年）３月 12 日 

21 建政技第 381 号 

 

 

「再生砕石等の利用基準」の一部改正について（通知） 

 （平成 22 年４月１日適用） 

 ・六価クロム安全性確認試験必須化 

 

平成 22 年（2010 年）３月 12 日 

21 建政技号外 

 

 

「再生砕石等の利用基準」の一部改正に伴う品質規格におけ

る安全性の条件の確認について 

 ・検体採取にあたっての立会の特例〔移行期間のみの特例〕 

 

 

平成 22 年（2010 年）９月 30 日 

22 建政技第 183 号 

 

 

再生砕石へのアスベスト含有産業廃棄物の混入防止の徹底

について（通知） 

 ・G18-4 掲載 

 

平成 26 年（2014 年）８月 26 日 

26 建政技第 138 号 

 

 

「再生砕石等の利用基準」の一部改定について（通知） 

 （平成 26 年 10 月１日適用） 

 ・JIS A 5021 改正に伴う不純物量の上限値改定 
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再生砕石等の利用基準再生砕石等の利用基準再生砕石等の利用基準再生砕石等の利用基準    

 

長野県建設部が施工する土木工事に適用する再生砕石等の利用基準を以下のとおり定める。 

 

１ 定 義 

「再生砕石等」とは、建設工事現場から再資源化施設へ搬出される建設副産物であるコンクリート塊、

アスファルト・コンクリート塊等（以下「がれき」という）を再利用し、再資源化施設において製造し

た再生骨材（以下「リサイクル材」という）及び再生路盤材等を単独または相互に組み合わせ、必要に

応じてこれに補足材（砕石、高炉スラグ、クラッシャーラン、砂等)を加えて、所要の品質が得られるよ

うに調整したものをいう。 

なお、ごみ、どろ、ガラス、陶磁器、レンガ、瓦、プラスチック、金属等を有害量※①含んではなら

ない。 

２ 活用のルール 

「リサイクル原則化ルール」（H18.6.12 国土交通省通知）により、工事現場から 40km の範囲内で、が

れき及びリサイクル材の在庫があり再生砕石が入手できる場合は、利用される用途に要求される品質等

を考慮した上で原則利用する。 

３ 適用資材及び工種 

本基準で適用する再生砕石等は、次の工種に適用する。 

再生砕石等 適用工種 

再生砕石 

（RC-40） 

下層路盤工の路盤材、歩道路盤工の路盤材、凍上抑制層の抑制材、路面工敷砂利 等 

小型構造物の基礎材、コンクリートブロック積（張）工及びコンクリート構造物の

裏込材 等 

再生埋戻材 

（RC-10） 

管渠工等の埋戻材 等 

４ 品質規格（※④ 別表を参照） 

再生砕石等 品質規格 

再生砕石 

（RC-40） 

JIS A 5001（道路用砕石）の規定に適合していること。 

補足材に高炉スラグを用いる場合は JIS A 5015（道路用鉄鋼スラグ）の規定に

適合していること。 

路盤材に利用する場合は舗装再生便覧の規定に適合していること。 

再生埋戻材 

（RC-10） 

粒度 

ふるい 

目開き

(mm) 

通過質量百分率（%） 

修 正

CB

R 

塑性

指数 

PI 

13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.425 0.3 0.15 0.075 

粒度範囲 

100 

90～ 

100 

50～ 

90 

30～ 

70 

20～ 

50 

10～ 

35 

5～ 

30 

3～ 

25 

0～ 

15 

0～ 

10 

20

%以

上 

6%

以下 

・ 粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見掛けの骨材粒度を使

用する。 

・ 細長くもしくは扁平な石片は含んではならない。 

・ 修正 CBRは最大乾燥密度の 90%の締固め度に相当する CBRである。 

平成 21 年 5 月 14 日付け 21 建政技第 64 号（平成 21年 7 月 1日適用） 

平成 22 年 3 月 12 日付け 21 建政技第 381 号（平成 22年 4 月 1日適用）一部改正 

平成 26 年 8 月 26 日付け 26 建政技第 138 号（平成 26 年 10 月 1 日適用）一部改定 
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○ 安全性の条件 

製品又は原料となる「がれき」が、土壌汚染対策法第 5 条に基づく指定基準（土壌汚染対策法

施行規則第 18条による土壌溶出量基準及び土壌含有量基準）以下であり、かつ、環境基本法第 16

条第 1項による土壌の汚染に係る環境基準（平成 3年環境庁告示第 46号）に基づく銅の基準を満

足すること。 

スラグの溶出試験については、「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用に関する指針」中の溶融固

化物に係る目標基準に適合していること。 

５ 活用にあたっての留意事項 

①がれき及びリサイクル材の在庫状況の確認 

・（一社）長野県資源循環保全協会員及び協同組合長野県解体工事業協会員企業の各地域におけるがれき

及びリサイクル材の保有状況は、技術管理室から各建設事務所へ配信するので確認すること。なお、（一

社）長野県資源循環保全協会 HPには地域別の在庫状況が掲載されている。 

 http://www.nagano-junkan.com/information/saiseki.php 

・（一社）長野県資源循環保全協会員及び協同組合長野県解体工事業協会員以外の在庫については各建設

事務所が調査し把握すること。 

②設計積算（設計変更） 

前項「2活用のルール」により、40km以内に再生砕石等が入手可能かの在庫状況を確認した上で、設

計積算（設計変更）すること。 

③材料承認での確認事項 

再生砕石等の材料承認申請は、「再生砕石等 材料承認申請 提出表」（別記様式）※②により必要事項

を明記し提出させること。 

（含有率の確認） 

・材料承認にあたり、再生砕石等のリサイクル材含有率（重量比）を確認すること。 

確認にあたっては、廃棄物処理業者からの「コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の処

理品」の「出荷証明書」（参考様式）※③を求めること。 

・リサイクル材の含有率が極めて少ないものについては、在庫状況を踏まえ建設リサイクル推進の観点

から含有率向上の指導をすること。所要の品質を得るため必要に応じて加える補足材は、必要最小限

とすること。必要以上の補足材を加えている場合は、材料承認できない場合があること。 

・納入された再生砕石等が材料承認時に示された含有率に偽りがあることが判明した場合は、ペナルテ

ィー（施工業者：工事成績評定で減点、納入業者：材料承認取り消し）を課すこと。 

（品質規格の確認） 

・材料承認にあたり、品質管理基準及び規格値の確認のため、材料の変化に応じて実施した材料試験成

績書を求めること。なお、１年に最低１回以上は建設事務所等職員が工場に立ち入り、製造過程及び

材料試験の検体採取の確認を行うこと。 

６ 適用年月日 

この基準は、平成 21年 7月 1日から適用する。 

なお、国および県において、本基準に関する新たな基準や指針等が策定された場合及び施工実績によ

り本基準を見直すことが必要になった場合には、見直すものとする。 
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※① 不純物量の上限値 

「JIS A 5021:2011 ⑤品質 5.1不純物量」の規定による（コンクリート用再生骨材の規格を準用） 

不純物の内容 上限値（％） 

タイル、レンガ、陶磁器類 

1.0 

ガラス片 

0.5 

石こう及び石こうボード片 

0.1 

石こう及び石こうボード片以外の無機系ボード 

0.5 

プラスチック片 

0.2 

木片、竹片、布きれ、紙くず 

0.1 

金属片 

1.0 

不純物量の合計（上記の不純物量の合計） 2.0 

注）1.アスベスト含有産業廃棄物は含んではならない。 

2.上限値は質量比で表し、各分類における不純物の内容の合計に対する値を示している。 

   

 

 

 

注）1.参考 

再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底について 

（国土交通省・環境省通知（平成 22 年 9月 9日付け国総建第 113 号、環廃産発第 100909002 号）） 

〈 略 〉 

再生砕石の材料となるコンクリート塊等の取扱いについては、建築物等の解体工事、産業廃棄物

の運搬及び処分等のそれらを取り扱う各段階において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

45 年法律第 137 号）、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）等

の関係法令により規定されている。 

しかしながら、昨今、石綿を含む建設資材廃棄物が混入した再生砕石が使用されている事案があ

ったとの一部新聞報道等があったところである。 

このような事態に鑑み、厚生労働省、国土交通省及び環境省の三省において、別添写しのとおり、

再生砕石への石綿含有産業廃棄物（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であっ

て、石綿をその重量の 0.1％を超えて含有するもの）の混入防止の徹底等について、改めて、各関

係団体あて通知したところである。 

〈 略 〉 
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※② 再生砕石等の材料承認申請様式 

（別記様式） 

 

再生砕石等 材料承認申請 提出表 
 

提出年月日 

 

工事箇所名 

 

 

会 社 名 
 

工 場 名 

 

住  所 

 

電話番号 

 

記入担当者 

 

 

１ 再生砕石等のリサイクル材含有状況 

品 目 

含有率 

(％、重量比) 

含有するリサイクル材の構成品目 

（記載例） 

再生砕石 

（RC-40） 

（記載例） 

90% 

（記載例） 

・ コンクリート塊 

・ アスファルト・コンクリート塊 

 

２ 添付書類 

①品質試験成績表 

試験項目             試験状況 
・ ふるい分け試験 

・ すり減り減量試験 

・ 塑性限界試験 

・ 修正ＣＢＲ試験 

・ 締固め試験 

・ 比重および吸水率試験 

・ 不純物量（JIS A 5021） 

・ 安全性（土壌汚染対策法）←（不要とする場合はその理由） 等 

②含有するリサイクル材を製造した廃棄物処理業者からの 
「コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の処理品」の「出荷証明書」 
※ ただし、「リサイクル材」含有率が 100%の場合は不要 

③建設事務所等の職員が立ち会って、製造過程の確認及び材料試験の検体採取の確認を行っ

ている写真（一年以内のもの） 

立会状況 

立会年月日 事務所名 
  

 

試験機関名 

公的 、民間 

※どちらかに○ 

 

試験所所在地 

 

試験年月日 

 

（（参考）前回年月日     ） 
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※③ 「コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の処理品」の「出荷証明書」の 

（参考様式：必要事項が記載されていればこの様式にこだわるものではない） 

 

「コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の処理品」の出荷証明書 

 

平成  年  月  日  

 

（再生砕石等の出荷事業者） 様 

 

 

（再資源化施設事業者）印      

 

 

 

下記のとおり「コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等の処理品」を出荷したこ

とを証明する。 

 

記 

 

１ 出荷年月日   平成  年  月  日 

 

２ 出荷先工場名                       

 

３ 再資源化施設事業者が出荷した処理品及び出荷量 

出荷した処理品 出荷量（m3） 

再生砕石（RC-40）に相当する処理品 

 

再生埋戻材（RC-10）に相当する処理品 

 

  

※ ここに記載する処理品は、「リサイクル材」100%のものをいう 

 

４ その他特記事項 
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※④ 別表（再生砕石等に求める品質規格） 

 

再生砕石の種類 再生砕石（RC-40） 再生埋戻材（RC-10） 

適 用 工 種 

小型構造物の基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

積（張）工及びｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の裏込

み材 等 

下層路盤工の路盤材、歩道路盤工

の路盤材、凍上抑制層の抑制材、

路面工の敷砂利 等 

 

管渠工等の埋戻材 等 

品質規格 試験方法 （JIS A） 道路用砕石（JIS A 5001） 路盤材（舗装再生便覧） 再生砕石等の利用基準 

粒度 ふるい分け (1102) 

◎ 40～0 ◎ 40～0 ◎ 10～0 

すりへり減量(%) すりへり減量 (1121) 

◎ 40％以下  (35 以下) ◎ 50％以下   － 

塑性指数 塑性限界 (1205) 

◎ NP ◎ 6 以下 ◎ 6 以下 

含水比   

○ 協議による  －  － 

修正ＣＢＲ(%) 

締固め 

ＣＢＲ 

(1210) 

(1211) 

○ 協議による ◎ 

30％以上 

（最大乾燥密度 95%に相当するもの）  

◎ 

20％以上 

（最大乾燥密度 95%に相当するもの） 

最 大 乾 燥 密 度

(g/cm

3

) 

締固め (1210) 

      

最適含水比(%) 締固め (1210) 

      

乾燥比重 比重 (1110) 

 －    (2.45 以上)  －  － 

吸水率(%) 吸水率 (1110) 

 －    (3.0 以下)  －  － 

リサイクル材含有率 

(%) 

申告  

◎  ◎  ◎  

不純物(%) 目視 (5021) 

○ 2.0%以下 ○ 2.0%以下 ○ 2.0%以下 

安全性 

  

◎ 

土壌汚染対策法による環境基

準を満たすこと。なお、六価ク

ロムについては必須。 

◎ 

土壌汚染対策法による環境

基準を満たすこと。なお、

六価クロムについては必

須。 

◎ 

土壌汚染対策法による環

境基準を満たすこと。な

お、六価クロムについては

必須。 

※ 道路用砕石の（ ）内は瀝青舗装の表層・基層に適用するもの。（１種）                    《網掛け》求める品質規格 

※ 不純物は含有しないことが原則であるが、やむを得ず含有する場合の上限値を定めたもの。         《試験》◎：必須、○：必要に応じて 

※ 安全性は合理的な理由があって必要としないと認められる場合は該当項目を省略できる。なお、六価クロムは必須。 
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注） 

「再生砕石等の利用基準」に係る留意事項について（平成 21 年 5 月 29 日付 21 建政技号外） 

１ 利用基準の１ 定義のなお書きで「ごみ、どろ、ガラス、陶磁器、レンガ、瓦、プラス

チック、金属等を有害量含んではならない。」とし、別表で不純物量の上限値を示してい

るが、これは不純物量の許容範囲を示したものでは無いので、不純物が混入しない再生砕

石等の利用を原則とすること。 

ただし、現場で分別しきれなかった混合廃棄物を中間処理する等、やむを得ない理由に

より再生砕石等に除去しきれない不純物が混入する場合であっても不純物量の上限値以

内とすること。 

従って、不純物の基準は再生砕石等の製造過程において除去しきれない場合の基準であ

ることから、不純物が混入していない製品に新たに不純物を加え製造した再生砕石等は、

不純物の混入が上限値以内であったとしても利用基準を満たしていないものとする。 

 

２ 利用基準の５③ 「出荷証明書」（参考様式）は、（再生砕石等の出荷事業者）と（再資

源化施設事業者）が同一の場合は、（再資源化施設事業者）の日報等により「コンクリー

ト塊、アスファルト・コンクリート塊等の処理品」の製造量がわかる資料の写しの提出を

求めることとする。 

 

注） 

「再生砕石等の利用基準」の材料承認に係る運用について（通知） 

（平成 21年 9月 25 日付 21 建政技第 227 号） 

「再生砕石等の利用基準」（平成 21 年 5 月 14 日付け 21 建政技第 64 号）については、平

成 21 年７月 1日から適用しているところですが、平成 21 年度の特例として、材料試験の検

体採取において建設事務所等の職員による確認は必要としないこととしています。 

（※１） 

平成 22 年度以降は同基準による材料承認では、建設事務所等職員による品質規格の確認

が必要となりますが、その実施にあたっては下記のとおり運用して下さい。 

なお、関係団体へ別紙のとおり通知しましたので申し添えます。 

記 

１ 使用する材料の承認にあっては、当該材料の材料承認申請の前に建設事務所等職員が材

料試験の検体採取の確認が行えるよう関係企業に周知をして下さい。この検体で確実に材

料試験を行うこととし、材料試験の検体に関し不正があった場合は材料承認の取り消し等

の対応をお願いします。 

また、材料の変化に応じ品質に責任を持てる頻度で材料試験を行うよう関係企業へ求め

て下さい。年１回でよいとの規定はありません。 

なお、年１回以上は、中立、公平かつ厳格に建設材料試験を実施するために試験所技術

審査委員会により審査を受けている公的試験機関（※２）で行うことを推奨します。 

                                       

（※３） 

２ 土壌汚染対策法第 5条に基づく指定基準は多岐にわたっていますが、合理的な理由があ

って、必要がないと認められる場合には該当する項目を省略することができるものとしま

す。 
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（平成 21年 9月 25 日付 21 建政技第 227 号） 

「再生砕石等の利用基準」の材料試験に係る運用「再生砕石等の利用基準」の材料試験に係る運用「再生砕石等の利用基準」の材料試験に係る運用「再生砕石等の利用基準」の材料試験に係る運用    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験機関へ材料試験を依頼 （再生砕石等生産工場 → 各試験機関） 

➢ 材料変化に応じて試験を実施 

• 年１回以上は公的試験機関での材料試験を推奨 

材料試験の検体採取 （建設事務所等職員の立会・製造過程確認） 

材料試験の検体採取の立会依頼 

（再生砕石等生産工場 → 最寄りの建設事務所等、様式任意） 

材料試験 （各試験機関） 

試験成績表 （各試験機関 → 再生砕石等生産工場） 

• 土壌汚染対策法第 5 条に基づく指定基準は多岐にわた

っているが、合理的な理由があって、必要がないと認め

られる場合には該当する項目を省略することができる。 
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（平成 21年 9月 25 日付 21 建政技第 227 号） 

※１※１※１※１                                再生砕石等の利用基準（抜粋）再生砕石等の利用基準（抜粋）再生砕石等の利用基準（抜粋）再生砕石等の利用基準（抜粋）    
５ 活用にあたっての留意事項 

〈 略 〉 

③材料承認での確認事項 

再生砕石等の材料承認申請は、「再生砕石等 材料承認申請 提出表」により必要事項を明記

し提出させること。 

〈 略 〉 

（品質規格の確認） 

・ 材料承認にあたり、品質管理基準及び規格値の確認のため、材料の変化に応じて実施した

材料試験成績書を求めること。なお、１年に最低１回以上は建設事務所等職員が工場に立

ち入り、製造過程及び材料試験の検体採取の確認を行うこと。 

〈 略 〉 

７ 平成 21 年度の特例 

５③（品質規格の確認）中、建設事務所等の職員の確認による材料試験の検体採取について

は平成 21年度においては必要としない。 

 

※２※２※２※２                        （（（（公公公公財）長野県建設技術センター試験所財）長野県建設技術センター試験所財）長野県建設技術センター試験所財）長野県建設技術センター試験所    
(公財)長野県建設技術センター試験所は、公的試験機関として各種建設材料試験を実施して

おり、中立、公平かつ厳格に試験を実施するために試験所技術審査委員会を設置している。 

試験所技術審査委員会は、学識経験者・長野県（建設工事の専門的指導、工事の検査を担当

する部署）・公共工事の受注者で組織されている。 

審査委員会は、試験所における試験が日本工業規格（JIS）及び試験所建設材料試験マニュ

アルに定める試験方法に則って適正に実施されているかを審査している。 

 

※３※３※３※３                再生砕石等の材料承認における材料試験のイメージ再生砕石等の材料承認における材料試験のイメージ再生砕石等の材料承認における材料試験のイメージ再生砕石等の材料承認における材料試験のイメージ    
(年度)H21       H22                  H23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公的試験機関の材料試験 

材料の変化に応じた材料試験 

[試験

試験試験

試験] 

材料変化

材料変化材料変化

材料変化に応じて

に応じてに応じて

に応じて実施

実施実施

実施 

[試験

試験試験

試験] 

材料変化に応じて実施

材料変化に応じて実施材料変化に応じて実施

材料変化に応じて実施 

[試験

試験試験

試験] 

材料変化

材料変化材料変化

材料変化に応じ

に応じに応じ

に応じて実施

て実施て実施

て実施 

[試験

試験試験

試験] 

材料変化に応じて

材料変化に応じて材料変化に応じて

材料変化に応じて 

[試験

試験試験

試験] 

年１回以上推奨

年１回以上推奨年１回以上推奨

年１回以上推奨  

    

   

[試験

試験試験

試験] 

年１回以上推奨

年１回以上推奨年１回以上推奨

年１回以上推奨 
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（参考）再生砕石等の活用に係る基本フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がれき及びリサイクル材の在庫確認 

・長野県資源循環保全協会員企業等（情報提供：協会 → 技術管理室 → 建設事務所） 

・上記以外     （建設事務所毎に調査） 

現場から 40kmの範

囲内で、再生砕石等

が入手可能か 

再生砕石等のリサ

イクル材含有率が

極めて少ないか 

再生砕石等で設計 

契  約 

材料承認 

（確認事項） 

・リサイクル材含有率（重量比） 

・品質規格 

在庫状況を踏まえ、 

含有率の向上を指導 

新材砕石等で施工 

Yes 

Yes 

再生砕石等で施工 

材料承認で確認した含

有率を満足しているか 

納入製品の含有率の確認 

No 

Yes 

No 

新材砕石等で設計 

契  約 

材料承認 

（確認事項） 

・品質規格 

No 

含有率が向上

した再生砕石

等が入手可能

Yes 

No 

新材砕石等で 

設計変更 

竣 工 

ペナルティー 

・請負業者：工事成績評定の減点 

・納入業者：材料承認取り消し 

竣 工 

竣 工 
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再生加熱アスファルト混合物再生加熱アスファルト混合物再生加熱アスファルト混合物再生加熱アスファルト混合物の利用基準の利用基準の利用基準の利用基準    
 

 

長野県建設部が施工する土木工事に適用する再生加熱アスファルト混合物の利用

基準を以下のとおり定める。 

 

１ 定 義 

「再生加熱アスファルト混合物」とは、建設工事現場から再資源化施設へ搬出され

る建設副産物であるアスファルト・コンクリート塊（以下「がれき」という）を再

利用し、再資源化施設において製造した再生骨材（以下「リサイクル材」という）

に、必要に応じてこれに補足材（砕石、高炉スラグ、クラッシャーラン、砂等)、再

生用添加剤、新アスファルトを加えて、所要の品質が得られるように調整したもの

をいう。 

なお、ごみ、どろ、ガラス、陶磁器、レンガ、瓦、プラスチック、金属等を含ん

ではならない。 

 

２ 活用のルール 

「リサイクル原則化ルール」（H18.6.12 国土交通省通知）により、工事現場から

40 ㎞及び運搬時間 1.5 時間の範囲内でがれき及びリサイクル材の在庫があり「再生

加熱アスファルト混合物」が入手できる場合は、工事目的物に要求される品質等を

考慮したうえで原則利用する。 

 

３ 適用資材及び工種 

本基準で適用する「再生加熱アスファルト混合物」は、道路の表層、基層 等に適

用する。 

 

４ 品質規格 

資 材 品質規格 

再生加熱アスファ

ルト混合物 

舗装再生便覧の規定に適合していること。 

なお、リサイクル材配合率は、50％以下とすること。 

 

５ 活用にあたっての留意事項 

①がれき及びリサイクル材の在庫状況の確認 

・(一社)長野県資源循環保全協会員及び協同組合長野県解体工事業協会員企業の各

地域におけるがれき及びリサイクル材の保有状況は、技術管理室から各建設事務

所へ配信するので確認すること。なお、(一社)長野県資源循環保全協会 HP には

地域別の在庫状況が掲載されている。 

 http://www.nagano-junkan.com/information/saiseki.php 

・(一社)長野県資源循環保全協会員及び協同組合長野県解体工事業協会員企業以外

の在庫については各建設事務所で調査し把握すること。 

 

平成 23 年 1月 13 日付け 22 建政技第 282 号（平成 23 年 4月 1 日適用） 
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②設計積算（設計変更） 

前項「2 活用のルール」により、40km 及び運搬時間 1.5 時間の範囲内で入手可

能か確認した上で、設計積算（設計変更）すること。 

③材料承認での確認事項 

再生加熱アスファルト混合物の材料承認申請は、「再生加熱アスファルト混合物 

材料承認申請 提出表」（別記様式）※により必要事項を明記し提出させること。 

（含有率の確認） 

・材料承認にあたり、「再生加熱アスファルト混合物」のリサイクル材含有率（重量

比）を確認すること。 

（品質規格の確認） 

・「再生加熱アスファルト混合物」の材料承認にあたり、品質管理基準及び規格値

の確認のため、材料の変化に応じて実施した材料試験成績書を求めること。 

・材料承認にあたり、品質管理基準及び規格値の確認のため、材料の変化に応じて

実施した材料試験成績書を求めること。 

 

６ 適用年月日 

この基準は、平成 23 年 4 月 1 日から適用する。 

なお、国及び県において、本基準に関して新たな基準や指針等が策定された場合、

あるいは施工実績により本基準と著しい差異が認められた場合には見直すものと

する。 
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※ 再生加熱アスファルト混合物の材料承認申請様式 

（別記様式） 

 

再生加熱アスファルト混合物 材料承認申請 提出表 
 

提出年月

日 

 

工事箇所

名 

 

 

会 社 名 
 

工 場 名 

 

住  所 

 

電話番号 

 

記入担当者 

 

 

１ 再生建設資材のリサイクル材含有状況 

品 目 

含有率 

(％、重量比) 

含有するリサイクル材の構成品目 

（記載例） 

密粒度 

（20F） 

（記載例） 

40% 

（記載例） 

・ アスファルト・コンクリート塊 

 

２ 添付書類 

①アスファルト混合物配合設計報告書 
 
②品質試験成績表 

試験項目             試験状況 
・ マーシャル安定度試験 

・ 基準密度・安定度試験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

試験機関名 

 

試験所所在地 

 

試験年月日 

 

（（参考）前回年月日     ） 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共７ 施工管理（工程管理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初版   平成22年７月 

改訂  平成28年３月 
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共８ 施工管理(安全管理) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初版 平成22年７月 

改定 平成28年３月 
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１１１１    安全管理の概要安全管理の概要安全管理の概要安全管理の概要    

１－１ 安全管理の要点 

製造工場、 建設工事現場等の生産活動の場においては、 その活動に伴って各種の事故が 

発生し、その事故によって人的・物的被害が生ずる。 特に建設工事においては、 他産業に比較 

して作業環境及び作業の方法が本来的に事故の発生しやすいものとなっており、 このような建設 

工事において、 事故を防止するために行われる安全管理は、 施工管理における主要な課題の 

一つになっている。 

建設工事において安全管理を進めるに当って、災害防止の観点から各種の法令が制定されて 

おり、 また、法令に基づく行政指導通達が出されているので留意しなければならない。 

 

・ 直接作業に従事する労働者の被害 (労働災害) を防止することを目的として制定されている、  

｢労働安全衛生法」 

・ 工事現場付近の住民や通行者又は住宅、公共施設等の被災（公衆災害)を防止するための 

「建設工事公衆災害防止対策要綱 (土本工事編) 

・ 施工の安全を確保するための一般的な技術上の留意事項や施工上の必要な措置を示した  

「土木工事安全施工技術指針」 

 

はその代表的なものである。 

その他にも火薬類取締法、各種環境保全対策関係法令、道路交通法、船舶安全法等多くの法 

令が制定されている。 

建設工事における安全管理を進めるには、 これら関係法令を遵守することはもちろん、 人命 

尊重及び建設業の健全な発展という見地から、 法令で定められている以上の安全対策の実施、  

又は快適な作業環境の形成を図ることが必要である。 

 

 

１－２ 労働災害 
 

１） 労働災害の定義 

労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は 

作業行動その他業務に起因して労働者が負傷し、疾病にかかり、 又は死亡することをいう。 

一般的には死亡者又は負傷者1名ごとに1件と数える。 すなわち、 同時に多数の労働者が被 

災する災害があった場合は、その被災者の数を労働災害の件数としており、従って、労働災害発 

生件数は、労働災害による被災者数と一致する。 

 

労働災害の発生頻度を表す災害発生率は、 一般に次の2つが用いられている。 

① 度 数 率 

百万延べ労働時間当りの労働災害による死傷者数をもって表したものである。 すなわち、 統 

計にとった期間中に発生した労働災害による死傷者数 (百万倍された) を同じ期間中に危険にさ 
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労働損失日数 

延べ労働時間数 

らされた全労働者の延べ労働時間数で除した数値で、 次式のとおりである。 

 

        度数率＝                         ×1,000,000 

 

 

② 年千人率 

在籍労働者1,000人当たりの年間の労働災害による死傷者数を示したもので、 次式のとおりで 

ある。 

年千人率＝                      ×1,000  

                            

また、発生した労働災害の程度(重篇度)を示す指標としては、強度率が用いられる。 

強度率とは1,000延べ労働時間当たりの労働損失日数をもって表したもので、 統計とった期間 

中に発生した労働災害による労働損失日数(1,000倍された) を同じ期間中に危険にさらされた全 

労働者の延べ労働時間数で除した数値で、 次式のとおりである。 

 

強度率＝                        ×1,000 

 

死亡災害、 被災後全部又は一部が労働不能となる障害災害に関する労働損失日数について 

は、次により算出する約束になっており、 一時全労働不能 (休業のみで障害が残らない場合) に 

ついては、暦日による休業日数に 300 / 365 を乗ずることになっている。 

ア） 死亡及び永久全労働不能は7,500日 

イ) 永久一部労働不能は次表による。 

建設業における労働災害による休業4日以上の死傷者数は、昭和53年以降一貫して減少し、平成22 

年においては21,398人となっているが、それ以降はほぼ横ばいが続いている。 

死亡者数は、ほぼ減少傾向が続いており、平成26年は377人となっている。 

 

2) 労働災害の現状 

 

建設業は、多くの労働災害が発生している業種の一つであり、 特に土木工事を中心にその現状を 

みると次のとおりである。 

① 死亡災害 

近年の建設業の死亡災害については、毎年400件前後の死亡災害が発生しているが、これを土木 

工事と建築工事(設備工事を含む。) とに分ければ、およそ半数が土木工事において発生したものであ 

る。災害の種類別をみると、墜落・落下による災害や建設機械等による災害が多く発生している。 

また、工事の種類別にみると、道路工事の災害発生件数は最も高く、河川及び砂防工事、下水道工 

事も高い割合を示している。    

身体障害等級(級) 

4 5 

6 

7 8 9 10 
11 12 13 

l4 

労働損失日数 (日) 

5,500 
4,000 3000 2,200 

1500 1000 

600 

400 

200 100 50 

労働災害による死傷者数 

延べ労働時間数 
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１－３ 労働安全管理 

1) 労働災害発生の原因 

① 災害の原因と要因 

労働災害にはすべて災害の原因となったものがある。すなわち、足場が倒れて下敷になったと 

か、作業床の開口部から墜落して足の骨を折ったというように、 また、 作業施設や作業環境が危 

険な状態だったためとか、 安全帯を使わずに掘削のり面から足をすべらせて墜落したというように 

作業者の行為が不安全だったため起こったといった原因が上げられる。 

前者を物的原因、後者を人的原因という。 

 

    
これらの原因の背景には、足場が倒れたのは壁つなぎが設けられていなかったためとか、壁つなぎ 

が設けられていなかったのは左官が壁つなぎを切ったためとか、照明が暗かったので開口部に気 

づかなかったため、とかいったことがある。これを労働災害の間接原因又は要因といっている。そし 

て通常の場合、この労働災害の要因は数多く存在する。 

② 災害原因の相互関係 

実際に起こった災害を調べてみると、物的原因と人的原因が交錯し、直接原因、間接原因などの 

相互関係も複雑である。 

労働省が、昭和62年に建設業において発生した死傷災害約7万件について調査した結果では、 

不安全状態(物的原因)がないものは災害のうちの約16%にすぎず、また、不安全な行動(人的原因) 

がないものは約7%にすぎないことが判明しており、災害の大部分は、この両者が競合して発生して 

いるといえる。 

③ 労働災害と災害原因の分類 

災害の防止対策を立てるためには、すでに発生した災害を分析して、災害の原因(間接原因、要 

因を含めて)を探求し、原因を除去するための方策を系統的に考えることが大切である。このために 

災害の分類と災害原因の分類が考えられる。 
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④ 労働災害防止の可能性 

不安全な状態や不安全な行動は、 すべて人が作りだすものである。 人が作りだすものを取り除 

くことによって、 災害防止は必ずできる。 

⑤ 注意力と災害防止 

よく不注意によって災害が起こったといわれ、不注意は災害原因の一つであるといわれる。しか 

し、すべての災害には、不注意という要素が含まれているが、災害防止対策の対象として不注意を 

とりあげるのは適当でない。大規模事業より中小規模事業場の方が災害率が高いが、中小企業の 

作業員が大企業の作業員より注意力が低いとは誰もが考えないであろう。このことからも、必ずしも 

不注意が災害の原因とはいえないのである。 

人間の注意力は、決して持続的・連続的ではなく、刻々と変化するのが実態であって、心理的に 

は自分で持続していると思っていても、一つのものを15秒間注視することは困難だといわれている。 

労働災害の防止を、 人間の注意力に依存するやり方では、 効果が期待できないということがいえ 

る。 

2) 安全管理組織 

生産のために組織があるように、 安全管理をすすめるためにもその組織を確立することが必要であ 

る。 

しかし、 作業員の数が50人未満の中小規模の工事現場では、 安全係というような所長を補佐する 

専門の組織を作り、 その立案・勧告によって所長から安全の命令が流れていくようなやり方は、一般 

的には難しい。 

従って、 工事施工の職制そのものが同時に安全管理の仕事を企画し、 実施するかたちにならざ 

るを得ないのである。 

このかたちは、 所長とか工事主任とかの工事責任者が、 安全に関することにも、 その長となって 

安全作業を現場で実施させるというやり方である。 このかたちの安全管理組織は、 安全の専門職が 

いないので、 安全と仕事の企画が不十分になるという欠陥が生ずる。 

しかし、 安全と工事は一体となって実践されるべきもので、 生産と安全が同一の責任者によって 

企画実施される意味は大きいのである。



共 8-5 

 

3) 交通規制について 

① 全面及び片側通行止等については、 最低規制日10日前に制限願いを提出のこと。 

② 提出の際は5万分の1図に制限ヵ所を明記し、 更に現場附近の略図に信号機、安全施設等記 

入のものを添付すること。 

③ 提出部数は事務所ごとに違うので当該事務所に問い合わせのこと。 

④ 提出は、監督員の承諾を得た後提出する。 

4) 標示施設について 

① 標示施設の設置は、施工計画書の交通管理の項に計画したものを確実に行うこと。 

② 設置場所は車両の進行方向の左側で、 交通の支障にならない安全な場所を選定し、 杭等に 

結束または重石等で安定させること。 

(道路カーブの始点等は距離的に符合しなくても適当な安全な場所へ移す。) 

③ 標示施設が良好な状態にあるかどうか常時点検のこと。 
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１－４ 工事現場における安全管理（例） 
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渓流保全工 
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２２２２    安全管理安全管理安全管理安全管理の実施要領の実施要領の実施要領の実施要領    

 施工にあたり、第三者に対しては勿論、現場内における労務災害の防止に万全の措置を講じること。 

(1) 法令等の遵守 

  ① 現場で従事する労務者の被災（労働災害）を防止する－労働安全衛生法 

② 付近の住民や通行者又は車両、住宅等施設の被災（公衆災害）を防止する－建設工事公衆災害防

止対策要綱 

③ 安全な施工を確保するための技術上必要な措置－土木工事安全施工技術指針 

以上が代表的なものであるが、他にも多くの法令が制定さてれおり、これらを遵守して安全な施工が

求められる。 

(2) 安全管理の留意事項 

  ① 施工計画と実施面との相違や、施工不足のものが多いので注意すること。 

② 写真の資料が不足しているものが多いので、実施した全てのものについて資料を整備する。 

(3) 工事現場における安全・訓練等の実施要領は以下のとおり。 

 

工事現場における安全・訓練等の実施要領

工事現場における安全・訓練等の実施要領工事現場における安全・訓練等の実施要領

工事現場における安全・訓練等の実施要領 

  

 

                                平成６年４月 

                                北陸地方建設事業推進協議会 

                                工事安全対策部会 

 １

１１

１ 

  

 安全・訓練等を実施する工事現場

安全・訓練等を実施する工事現場安全・訓練等を実施する工事現場

安全・訓練等を実施する工事現場 

   国、県、及び公団等の発注する工事。 

 ２

２２

２ 

  

 安全・訓練等の実施期間

安全・訓練等の実施期間安全・訓練等の実施期間

安全・訓練等の実施期間 

   安全・訓練等の実施期間は、着工時から完成時までとする。ただし工事期間が15日以内の場合は実

施対象外とする。 

 ３

３３

３ 

  

 安全・訓練等の実施対象者

安全・訓練等の実施対象者安全・訓練等の実施対象者

安全・訓練等の実施対象者 

  

 

   安全・訓練等の実施対象者は、工事現場で作業する関係請負人の全ての作業員とする。 

 ４

４４

４ 

  

 安全・訓練等の実施時間

安全・訓練等の実施時間安全・訓練等の実施時間

安全・訓練等の実施時間 

   安全・訓練等の実施時間は、 

  (1) 毎月１回実施する場合は、１回につき４時間とする。 

  (2) 毎月２回実施する場合は、１回につき２時間とする。 

  (3) 毎週１回実施する場合は、１回につき１時間とする。 

   以上のうち、いずれの方法によるかは、工事現場の統括安全衛生責任者が、工事現場の実態に応じ 

  て決定する。 

 ５

５５

５ 

  

 安全・訓練等の実施場所

安全・訓練等の実施場所安全・訓練等の実施場所

安全・訓練等の実施場所 

  

 

   安全・訓練等の実施場所は、工事現場内の事務所、作業員の休憩所、作業箇所等を適宜選定して実

施する。 

 

 

 

 

一部加筆有り 

（ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ部） 
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 ６

６６

６ 

  

 安全・訓練等の実施者

安全・訓練等の実施者安全・訓練等の実施者

安全・訓練等の実施者 

  

 

  (1)  安全・訓練等の実施責任者は、工事現場の統括安全衛生責任者とする。 

  (2) ただし、安全・訓練等の内容に応じ、統括安全衛生責任者は、安全・訓練等の実施者を選任、 

   指名することができる。 

 

  

 ７

７７

７ 

  

 安全・訓練等の実施単位

安全・訓練等の実施単位安全・訓練等の実施単位

安全・訓練等の実施単位 

  

 

   安全・訓練等の実施単位は、 

  (1) 工事現場で作業を行う各関係請負人のすべての作業員を対象に実施する。 

  (2) 工事現場で作業を行う各関係請負人のすべての作業員のうち、関連する作業のグループ単位ご 

   とにすべての作業員を同時に実施する。 

    （例えば、地山掘削と土止め支保工の組立作業、鉄骨の組立とクレーン作業、型枠支保工の組立 

     とコンクリート打設作業等） 

  (3) 工事現場で作業を行う各関係請負人のすべての作業員を同時に集合させるか、グループ単位ご 

   とに実施する。 

   以上のうち、いずれの方法によるかは、工事現場の統括安全衛生責任者が、工事現場の実態に応じ 

  て決定する。 

 ８

８８

８ 

  

 安全・訓練等実施にあたっての留意事項

安全・訓練等実施にあたっての留意事項安全・訓練等実施にあたっての留意事項

安全・訓練等実施にあたっての留意事項 

  

 

  (1)  安全・訓練等はあらかじめ作成された安全・訓練等のカリキュラムに準拠して実施する。 

  (2)  安全・訓練等の目的は、原則的に各作業員に「何が危険か」だから「どうしなければならない 

    か」を安全・訓練による教育と実践訓練を通して理解、認識させ、安全意識を高揚させることに 

    よって、労働災害防止の実効を期すことにある。 

  (3) そのため安全・訓練等の内容は、 

   ① （言って聞かせる）･･･････････････････････････････ 視聴覚教育  

 

   ②          ･･･････････････････････････････ 実践訓練 

 

    の２段階方式とし、特に実践訓練に重点を置くこととする。 

  (4) 視聴覚教育については、具体的な災害事例を分かり易くマンガ化したもの等を教材として用い、 

    難しい文字の羅列した資料等は極力避けるよう配慮する。 

     また、各作業員の意識を喚起するため、登録方法（ディスカッション方式）を有効に活用し積

極的に取り入れるよう配慮する。その場合にビデオ、スライド、映画等を補助用の教材として用

いることは差支えないが、主たる教材として用いることは避ける様配慮する。尚、安全管理に関

するビデオについては「建設ビジュアルリスト」を効果的に活用する。 

  (5) 実践訓練については工事現場の自然条件、機械・設備、仮設物、及び資材・部材等を生きた数 

    材として活用し、実際に作業をやってみせる、させてみる事によって、身をもって安全の重要性

を認識させるように努める事とする。 

     但し、実践訓練の実施にあたっては、 

    ① 法定の資格を必要とする危険・有害業務については、必ず有資格者の直接の指揮・指導の基

に作業を行わせる。 

    ② 実践訓練の実施は、指導者が作業員にあらかじめ「やってみせる、その理解が十分に得られ

た事を確認して、作業員に「させてみる」よう配慮する。 

やってみせる 

させてみる 
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  (6) 各教科の１項目の安全・訓練等の時間は 

   ① 視聴覚教育については、15分～20分程度とする。 

   ② 実践訓練については30分程度とする。 

    但し、安全・訓練等の時間が継続して１時間を越えた場合には、10分程度の休憩時間をとるよう

配慮する。 

 ９

９９

９ 

  

 安全・訓練等の項目

安全・訓練等の項目安全・訓練等の項目

安全・訓練等の項目 

  (1) 安全管理一般 

  (2) 墜落災害防止 

  (3) 飛来、落下災害防止 

  (4) 崩壊、倒壊災害防止 

  (5) 電気災害防止 

  (6) クレーン等災害防止 

  (7) 車両系建設機械等災害防止 

  (8) 交通災害防止 

  (9) 公衆災害防止 

  (10) 火災、爆発災害防止 

  (11) 隧道等災害防止 

  (12) 火薬災害防止 

  (13) 酸欠災害防止 

  (14) 高圧室、潜水災害防止 

  (15) 海洋工事災害 

  (16) 健康管理 

  (17)その他 
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安全・訓練等の項目別実施内容 

項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

１．安全管理一

般 

(1)工事内容の周知徹

底 

(2)安全衛生教育 

 

 

 

 

(3)服装・保護具 

 

 

 

 

(4)整理整頓・清掃 

 

 

 

(5)安全施工サイクル 

 

(6)救急用具 

 

(7)標 識 

 

 

 

(8)緊急時連絡体制 

①工事内容の説明（作業手順

等） 

①新規入場者教育等 

 

②ＫＹＫ（危険予知活動） 

③ＴＢＭ（ツールボックスミー 

ティング） 

①作業員の服装 

 

②保安帽の着用 

③安全帯の着用、使用 

④保護具の使用 

①作業場内の整理整頓 

②資機材置場の整理整頓 

③危険物置場の整理整頓 

④場内の一斉清掃 

①安全施工サイクルの確立と実

施 

①救急用具、救急箱の整備 

 

①看板類の標示 

②第三者に対する注意標識の掲

示 

③法定危険注意標識の掲示 

①緊急事態発生時の連絡体制、 

役割の明確化 

 

 

① ＫＹＫ(危険予知活動)実践 

訓練 

②安全点検の実践訓練 

 

 

①保護具の着用、使用訓練 

（救命胴衣、呼吸用保護具 

他） 

 

 

①整理整頓・清掃の実践訓練 

 

 

 

 

 

①救急用具を使用しての救急看

護法の訓練（消防署依頼） 

 

 

 

 

①緊急事態を想定しての模擬訓

練とその評価 

２．墜落災害防

止 

(1)作業方法の検討 

(2)高所作業時の措置 

 

 

 

 

 

 

 

(3)通 路 

 

(4)登り桟橋 

(5)開口部 

①高所作業を少なくする方法 

①高所作業時における適材適所 

 の配置 

②作業床の端、開口部に対する 

 措置 

③親綱等、安全帯の取付け設備 

④高所作業時の安全帯の使用 

⑤安全ネットの設置、ネットの 

強度等について 

①安全通路の設置（適切な幅、 

 高さ、通路の表示等） 

①昇降設備の構造、踊場の設置 

①開口部の養生について 

 

①親綱、安全帯を使用させその 

 効能の会得 

②安全ネットへの落下試験を実

施しその効能の会得 

③作業床、手すり等設置訓練 
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項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

 (6)足 場 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)脚立、はしご道、 

移動梯子 

 

①足場の材料、構造、作業床、

昇降設備、移動時の措置につ

いて 

②最大積載荷重の掲示 

③作業主任者の直接の指揮の基

に作業を行う。 

④強風、大雨、大雪等の悪天候 

時の作業規制及び地震等の事

後規制 

①材料、構造等の措置（脚立と 

ウマの相違点） 

②転移防止措置 

①作業主任者の指揮の基に、足 

 場の組立解体作業の実践訓練 

 

 

 

 

 

 

 

①脚立、移動梯子設置の実践訓

練 

 

３．飛来、落下

災害防止 

(1)飛来、落下防止 

 

 

 

 

 

①養生網、朝顔、防護柵等の設

置 

②足場、通路等に不要物を置か

ない 

③足場、通路、開口部の端に幅

木を設ける 

④上下作業の連絡は良いか 

 

 

 

 

 

 

 

４．崩壊、倒壊

災害防止 

(1)型枠支保工 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)土止め支保工 

 

 

 

 

 

(3)掘削作業 

 

①型枠支保工の材料、構造につ

いて 

＊パイプサポート支柱 

＊鋼管支柱 

＊鋼管枠鋼柱 

＊組立鋼柱 

 ＊軽量、重量支保はり 

②作業主任者の直接の指導の基

に作業を行う 

①支保工の材料、構造について 

 

②７日以内毎及び中震以上の地

震大雨の後の法定点検 

③作業主任者の直接の指揮の基

に作業を行う 

①地山の掘削開始前の事前調査

②掘削は安全な勾配か 

③湧水、表面排水の処理と落石

防止ネット及び防護柵等の設

置 

① 型枠支保工に使用する材料、

部材等の役割の認識と実際

にそれを使用しての組立解

体作業の実践訓練 

 

 

 

 

 

①土止め支保工に使用する材 

料、部材等の役割の認識と実際

にそれを使用しての組立解体

作業の実践訓練 

 

 

①非常時を想定しての避難訓練 
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項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)作業構台 

 

 

 

 

 

(5)コンクリート工作

物の解体 

④地山の点検について（地山崩

壊土石の落下、土止め支保 

工、防護柵、立入り禁止等の措

置） 

⑤埋設物の事前調査及び打合 

⑥作業主任者の直接の指揮の基

に作業を行う 

⑦非常時に備え統一合図、警 

報、退避路を決めているか 

①作業構台の材料構造について

②作業構台の最大積載荷重の表 

 示墜落転落防止措置 

③強風、大雨、大雪等の悪天候

及び中震以上の地震、組立変

更後の点検 

①調査及び作業計画、作業方法

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．電気災害防

止 

(1)受変電設備 

 

(2)分電盤 

 

 

(3)電気機械器具 

 

(4)交流アーク溶接機 

 

 

 

(5)移動電線、仮設配 

線 

①立入り禁止の囲い及び関係者

以外立入り禁止の明示 

①分電盤のアース、漏電遮断器

の作動等について 

②行き先表示の確認 

①電気機械器具の始業点検と定

期点検について 

①自動電撃帽子装置の作動 

②特別教育修了者による使用 

③遮光面、保護手袋、エプロン

等の保護具の使用 

①移動電線の防護、電線の接続

方法の保護具の使用 

 

 

 

 

 

①電気機械器具等の取扱い実践

訓練 

 

 

 

 

 

 

 

６．クレーン等

災害防止 

(1)クレーン等の点検 

(2)玉掛作業 

 

(3)運転作業 

 

 

 

①始業点検、月例点検について 

①玉掛用具の点検 

②玉掛方法 

①合図、信号について 

②玉掛方法 

③強風、大雨、大雪等悪天候時

の作業中止 

 

①玉掛け用具の点検 

②玉掛方法の実践訓練 

①統一合図の実践訓練 
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項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

  

 

 

 

 

 

④安全装置について 

＊過巻防止装置 

＊過不荷防止装置 

＊フックの外れ止め防止装置 

＊アウトリガーの張出し 

⑤作業半径内立入り禁止措置 

 

 

 

 

 

 

７．車両系建設

機械等災害

防止 

(1)車両系建設機械 

＊整地、運搬、積 

込用 

＊掘削用 

＊基礎工事用 

＊締固め用 

 ＊コンクリート打 

設用 

 ＊解体用 

 

 

(2)高所作業車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)不整地運搬車 

①作業場所の地形、地質等の確

認及び作業計画の決定、周知 

②制限速度について 

③転倒、転落の防止措置 

④接触の危険のある場所に対し

て立入り禁止措置 

⑤有資格者による運転 

⑥誘導員の配置及び誘導合図に

ついて 

⑦用途外使用の制限 

⑧日常点検、月例点検 

①作業場所の地形、地質等の確

認及び作業計画の決定、周知 

②制限速度について 

③転倒防止と作業員の墜落防止

措置 

④接触の危険のある場所に対し

て立入り禁止措置 

⑤有資格者による運転 

⑥誘導員の配置及び誘導合図に

ついて 

⑦搭乗制限、積載荷重、用途外

使用等の措置 

⑧日常点検、月例点検 

①作業場所の地形、地質等の確

認及び作業計画の決定、周知 

②制限速度について 

③転倒、転落の防止措置 

④有資格者による運転 

⑤誘導員の配置及び誘導合図に

ついて 

①作業方法、行動等の実践訓練 

 

②車両の誘導訓練 

 ＊合図（笛、旗、合図等） 

 ＊死角確認 

 ＊駐車時の輪止め 

 

 

 

 

 

①作業方法、行動等の実践訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①作業方法、行動等の実践訓練 
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項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

  

 

(4)コンベヤー 

 

 

 

(5)リース機械 

 

 

 

 

 

⑥搭乗制限、積載荷重等の措置 

⑦日常点検、月例点検 

①荷の逸走防止措置について 

②非常停止装置について 

③荷の落下防止について 

④始業点検の実施 

①作業場所の地形、地質等の確

認及び作業計画の決定、周知 

②制限速度について 

③有資格者による運転 

④誘導員の配置及び誘導合図に

ついて 

⑤日常点検、月例点検 

 

 

①作業方法、行動等の実践訓練 

 

 

 

①車両の誘導訓練 

＊合図（笛、旗、合図等） 

＊死角確認 

 ＊駐車時の輪止め 

８．交通災害防

止 

(1)交通法令等 

 

 

 

 

 

①交通事故例の検討 

②交通法規の遵守 

③車両の始業点検 

④過積載の禁止 

 

 

 

①適切な人材の配置 

②誘導方法（合図）及び服装 

①通勤車、工事用車両の始業点 

 検のポイント 

 （自動車整備士依頼） 

②車両の誘導訓練 

＊合図（笛、旗、合図等） 

＊死角確認 

 ＊駐車時の輪止め 

 

 

９．公衆災害防

止 

(1)市街地の作業 

 

 

 

 

 

(2)鉄道軌道付近の作

業 

(3)埋設物付近の作業 

 

(4)出水、湧水の恐れが

ある付近の作業 

(5)道路上の作業 

 

 

①公衆災害事例の検討 

 

②事故防止施設の完備、維持 

（周辺仮囲い、落下物防護措置

歩行者対策、標識等） 

③履工板の点検 

①列車接近時の危険防止につい

て 

①ガス、水道、電気等埋設物付

近の機械掘削禁止 

①緊急時避難体制の周知、徹底 

 

①保安用品の日常点検（工事標

識、履工板、注意灯等） 

②作業員の安全（バリケード、

チョッキ） 

①緊急時を想定した避難訓練と

その評価 

②異常気象時の浸水防止等訓練

（土のう積み等） 
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項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

 (6)その他 

 

 

 

 

 

 

①工事用汚水の排水処理 

②台風、強風時の措置 

＊足場、クレーン等の倒壊防止 

＊工事用資機材の飛散落下防

止 

③騒音、振動に関する知識 

 

 

 

 

 

 

 

10．火災、爆発

災害防止 

(1)管理者等の選任 

 

 

 

 

(2)警報、消火、避難 

設備 

 

 

 

(3)火気の管理 

 

 

 

 

 

(4)危険物 

 

 

 

(5)溶 断 

 

 

 

①寄宿舎防火管理者、火元責任

者 

②危険物取扱責任者 

 

 

①警報設備の設置と点検 

②消火器の設置（消火能力、有

効期限、設置場所） 

③避難設備（避難はしご、ロー

プ等） 

①現場内の火災防止 

＊事務所、休憩所 

＊喫煙所 

②寄宿舎等の火災防止 

 （炊事場、浴場、炬燵、ス 

トーブ、たばこ火） 

①指定貯蔵量の表示（軽油、ガ

ソリン、ガス等） 

②立入り禁止、火気厳禁の周知 

 徹底 

①ガスボンベの貯蔵、取扱方法 

 （置き方、満空表示） 

②技能資格、器具の点検につい

て 

③火花防護について(防火シー

ト消火器) 

④保護具の使用 

①火災等を想定した緊急避難訓

練 

 ＊緊急時連絡体制、避難時間 

 ＊空気呼吸器、はしご、ロー

プ等の使用方法 

 （消防署依頼） 

②消火訓練（消火器） 

 （消防署依頼） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①作業方法、状況の確認訓練 

 

11．隧道等災害

防止 

(1)調査等 

 

 

 

 

 

①地山の観察、点検、測定記録

（地質、浮石、亀裂、湧水 

等） 

②可燃性ガスの測定等 

①落盤、出水火災等を想定し 

た緊急避難訓練 

 ＊緊急時連絡体制、避難時間 

 ＊空気呼吸器、はしご、ロー

プ等の使用方法 

 （消防署依頼） 
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項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

 

 

(2)落盤、地山の崩壊 

 

 

 

 

 

(3)爆発、火災等 

 

 

 

 

(4)退避等 

 

 

 

 

(5)軌道装置 

 

(6)運搬車両、掘削機 

械 

 

 

 

 

 

 

(7)作業環境等 

 

 

 

 

 

 

 

(8)救護措置 

 

①作業主任者の選任 

＊掘削等作業主任者 

 履工作業主任者 

②坑口付近及び坑内の地山点検

（落石防止設備） 

③隧道支保工の点検 

①火気、ライター等の坑内持込 

み禁止 

②ガス溶断作業時等の火災防止 

③消火設備の周知徹底 

④自動警報装置の設置について 

①警報設備の設置（サイレン、 

非常ベル、電話等） 

②避難用器具の設置（懐中電 

灯、呼吸用保護具） 

③避難、消火訓練の実施 

①軌道の点検（軌条、逸走防止

装置等） 

①動力車の点検（ブレーキ、連

結装置、照明承知、警報装 

置、運転台の防護等） 

②運行時の安全（制限速度厳 

守、運転合図表示、歯止め、誘

導員等） 

③ダンプ、生コン車の安全（警

報装置、誘導員等） 

①坑内照明 

②２換気、気温 

③有害ガス測定（毎月一回以 

上） 

④保護具（防塵マスク、耳栓、 

支給台帳の整備） 

⑤通路及び昇降設備 

⑥立坑周囲の墜落防止措置 

①救護隊組織 

②救護用器具の整備（ガス濃度

測定器、呼吸用保護具、携帯

電灯はしご、ロープ、タンカ 

等） 

③救護訓練の実施 

④入坑者の人員確認 

②救護訓練 

 ＊救護用器具の使用方法 

 ＊救急処置の方法（消防署依

頼） 

 ＊非常時の招集、連絡体制 

 

 

 

 

 

 

①誘導、合図の実践訓練 

 

 

 

 

 

 

①有害ガス測定実践訓練 

 

 

②保護具（防塵マスク、耳栓 

 等）の着用訓練 
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項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

12．火薬災害防

止 

(1)保安教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)せん孔、装てん 

 

 

 

 

(3)発 破 

 

①災害事例検討 

②保安意識の高揚 

③盗難防止その他火薬類の管 

理 

④危険時における応急措置及 

び避難方法 

⑤取扱所、火工所及び切羽に 

 おける取扱いについて 

⑥発破、電気発破に関する技 

術上の基準 

①消費計画書に記載されてい 

 る発破作業指揮者及び発破 

 作業員による作業 

②せん孔、装てんに関する留 

意事項 

①発破及び発破後に関する留 

意事項 

①救護訓練 

 ＊救護用器具の使用方法 

 ＊救急処置の方法（消防署依

頼） 

 ＊非常時の招集、連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．酸欠災害防

止 

(1)酸欠防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

①災害事例検討 

②作業主任者（技能講習終了 

 者）の指揮の基に作業を行 

う 

③特別教育修了者による作業 

 ＊酸欠の原因 

 ＊酸欠症の症状 

 ＊空気呼吸器等の使用法 

 ＊退避及び救急蘇生法 

①救護訓練 

 ＊退避及び立入り禁止措置 

＊救護用器具の使用方法 

 ＊救急処置の方法（消防署依

頼） 

 ＊非常時の招集、連絡体制 

 

 

 

14．高圧室、潜

水災害防止 

(1)設 備 

 

 

 

(2)作業時間 

 

(3)連絡等 

 

(4)健康診断 

(5)高気圧障害 

 

(6)資格等 

①機器の点検（エンジン、コ 

ンプレッサー、潜水服、送 

気管、空気清浄装置、計器 

類） 

①高圧室内及び潜水作業時間 

 の遵守 

①連絡員の配置及び連絡方法 

 の確立 

①定期健康診断 

①潜函病、潜水病についての 

 知識 

①有資格者による作業 
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項   目 教 育 内 容（視 聴 覚 教 育） 実 施 訓 練 

15．海洋工事災

害防止 

 

(1)救命具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)海上関係法規の遵

守 

(7)点検等 

①救命具の着用 

②救命浮環の設置 

①移乗心得の周知徹底 

①乾舷の確保 

②定格荷重の遵守 

①気象、海象の適格な把握 

②作業中止基準の設定と遵守 

①緊急連絡体制 

②船舶等の緊急時避難場所の確

保 

①乗組員に対する啓蒙教育 

 

①始業点検、定期点検 

①救命浮環の投入訓練 

②救命胴衣を着用しての実践訓

練 

③緊急時を想定した船舶等の避

難訓練 

④救護訓練 

 ＊救護用器具の使用方法 

 ＊救急蘇生法（消防署依頼） 

 ＊非常時の招集、連絡体制 

 

 

 

16．健康管理 

 

(1)健康診断 

 

 

 

(2)粉塵、騒音、振動 

 

 

 

 

(3)問診表 

 

(4)熱中症 

①健康診断の実施 

 ＊雇い入れ時健康診断 

 ＊定期健康診断 

 ＊特殊健康診断 

①粉塵発散防止措置 

②工具の選定 

③作業時間の制限 

④保護具の使用（防塵マスク、

防振手袋、耳栓等） 

①健康管理と問診表の作成 

 

①WBGT値（暑さ指数）の活用 

②休憩場所の整備 

③熱に慣れる期間の設定 

④水分・塩分の摂取 

⑤透湿性・通気性の良い衣服 

⑥日常の健康状態の配慮 
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安全・訓練等の実施予定表（記載例）

安全・訓練等の実施予定表（記載例）安全・訓練等の実施予定表（記載例）

安全・訓練等の実施予定表（記載例） 

  

 

                                 現場名  ○ △ □ ×   

                                 工種区分 河 川 工 事   

◎印 重点実施項目 

○印 実施項目 

 

 

 

 

 

 

工　程

項　目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

1 安全管理一般 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

2 墜落災害防止

3

飛来、落下災害防

止

4

崩壊、倒壊災害防

止

5 電気災害防止 ○ ○

6

クレーン等災害防

止

◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎

7

車両系建設機械等

災害防止

○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

8 交通災害防止 ○ ◎

9 公衆災害防止 ◎

10

火災、爆発災害防

止

11隧道等災害防止

12火薬災害防止

13酸欠災害防止

14

高圧室、潜水災害

防止

15海洋工事災害防止

16健康管理 ◎ ○

平　　成　　７　　年番

号

平　　成　　６　　年
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安全・訓練等の実施記録（記載例）

安全・訓練等の実施記録（記載例）安全・訓練等の実施記録（記載例）

安全・訓練等の実施記録（記載例） 

  

 

 

現場名  ○  △  □  ×  

 

実 施 年 月 日    平成  年10月27日（水曜日）    13時～17時 

実 施 場 所    教育 協力会社会議室 訓練 現場内       

参 加 人 員    職種 鉄筋工， ３名 職種 普通作業員， 20名 

                職種 作業長， ２名 職種 炊 事 婦， ２名 

 

訓練等の内容 

 

項 目 

教 育 内 容 

講 師 名 

時間 

（分） 

備    考 

視聴覚教育 実践訓練 

１ （2） 

 

作 業 所 長 15 

 

10 （2） 

 

消 防 署 員 40 

 

10  ② 消 防 署 員 60 

 

 休 憩 移 動  15 

 

10 （3） 

 

工 事 係 長 40 

 

 休 憩 

 

 10 

 

10 （2） 

 

 60 ビデオ（題名○△） 
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建設現場における作業員の健康管理の実施・普及について

建設現場における作業員の健康管理の実施・普及について建設現場における作業員の健康管理の実施・普及について

建設現場における作業員の健康管理の実施・普及について 

  

 

 

北建推協第２号 

平成７年５月24日 

 

(社) ○ ○  業協会 

  北 陸 支 部 長 様 

(社) ○○県 建設業協会長 様 

 

北陸地方建設事業推進協議会会長 

（北陸地方建設局長） 

 

建設現場における作業員の健康管理の実施・普及について

建設現場における作業員の健康管理の実施・普及について建設現場における作業員の健康管理の実施・普及について

建設現場における作業員の健康管理の実施・普及について 

  

 

 

  貴協会におかれましては、日頃から建設事業の推進、並びに当協議会の運営に格別なご協力をいただ 

き、感謝申し上げます。 

 

 当協議会の部会のひとつである「雇用問題研究部会」（部会長：土木協北陸支部 岡田宜昭）では、 

かねてより建設現場における作業員の健康管理のあり方について研究を続けてまいりました。 

 

 建設業は、全産業のうち最も重大労働災害の発生が多く、しかも就労者の高年齢化が進んでいる建設 

現場では、就労者の健康管理は雇用者の重要な責務のひとつであります。よって、この考えを定着させ 

ることが必要と思います。 

 

 つきましては、貴支部におかれましても、経緯・趣旨をご理解いただき、建設現場の雇用問題解決の 

ため、別紙「建設現場における作業員の健康管理の手引き」に基づく健康管理が各建設現場で実施され 

るよう、その普及について格別のご協力をいただきたくお願い申し上げます。 
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建設現場における作業員の健康管理の手引き建設現場における作業員の健康管理の手引き建設現場における作業員の健康管理の手引き建設現場における作業員の健康管理の手引き    

 

１

１１

１ 

  

 健康管理の目的

健康管理の目的健康管理の目的

健康管理の目的 

  

 

   建設現場における作業員の日常の健康管理の目的は作業員の健康を良好に保持することにより、作 

業能率の向上及び体調不良者の作業による事故を予防することを目的とするものである。 

 

２

２２

２ 

  

 健康管理を実施する範囲

健康管理を実施する範囲健康管理を実施する範囲

健康管理を実施する範囲 

  

 

   工事の種類及びその規模の大小にかかわらず、総ての建設現場で実施することを原則とする。 

 

３

３３

３ 

  

 健康管理の方法

健康管理の方法健康管理の方法

健康管理の方法 

   作業員の健康管理は全作業員を対象として、次の手順により行うものとする。 

  (1) 健康状況の確認 

    毎日作業前に作業班単位で職長等が作業員１人１人との対話により身体的な異状及び精神的な不

安の有無について確認を行ない記録するものとする。 

    なお、確認は安全ミーティング等と同時に実施するのが効率的である。 

  (2) 問診表の作成 

    (1)の確認の結果、異状又は不安が「有」と申し出た作業員については、直ちに当該作業員から 

   健康に対する「問診表」の作成・提出を求め、その状況の程度を勘案して次のいずれかの措置をと 

   るものとする。 

   イ 軽作業に従事させる。 

   ロ 休憩を取らせ体調の回復を待って作業に従事させる。 

   ハ 休養させる。 

   ニ 高所作業はさせない。 

   ホ 運転業務はさせない。 

   ヘ その他必要な措置。 

  (3) 確認記録及び問診表の様式については、この手引きによる健康管理が容易に実施できるよう、 

   各社、各建設現場で適宜定めるものとする。 

    なお、別紙様式を参考にされたい。 
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印 名

巡 視 コ メ ン ト 欄

氏名 体調 氏名

こ れ が 危 険 の

ポ イ ン ト だ

私 達 は

こ う す る

新 規 入 場 者 名

参加者メンバー

（各自サイン

すること）

体調 氏名 体調

指　　示　　事　　項作　　業　　内　　容

安 全 衛 生

推 進 者 の

実施日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

リーダー名 参 加 者

工 事 ・ 作 業

名

     会  社  名

統括安全衛

生責任者印

元方安全衛

生責任者印

安全衛生

責任者印

日報日報日報日報
安安安安全全全全ミミミミーーーーテテテティィィィンンンンググググ

危危危危 険険険険 予予予予 知知知知 活活活活 動動動動

健

康

状

況

確

認

記

録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 体調が良いは○  悪いは×で記入 

 

 



共 8-38 
 

問
　
　
　
診

　
　
　
表

問
　
　
　
診

　
　
　
表

問
　
　
　
診

　
　
　
表

問
　
　
　
診

　
　
　
表

・

休

養

を

指

示

　

　

 

　

・

時

間

休

養

を

指

示

（

　

 

 

 

　

　

H

～

　

 

　

 

 

　

H

)

・

軽

作

業

を

指

示

 

 

　

・

高

所

作

業

の

禁

止

を

指

示

　

 

 

・

運

転

業

務

の

禁

止

を

指

示

・

休

養

を

指

示

　

　

 

　

・

時

間

休

養

を

指

示

（

　

 

 

 

　

　

H

～

　

 

　

 

 

　

H

)

・

軽

作

業

を

指

示

 

 

　

・

高

所

作

業

の

禁

止

を

指

示

　

 

 

・

運

転

業

務

の

禁

止

を

指

示

・

休

養

を

指

示

　

　

 

　

・

時

間

休

養

を

指

示

（

　

 

 

 

　

　

H

～

　

 

　

 

 

　

H

)

･

心

配

事

が

多

い

・

休

養

を

指

示

　

　

 

　

・

時

間

休

養

を

指

示

（

　

 

 

 

　

　

H

～

　

 

　

 

 

　

H

)

・

軽

作

業

を

指

示

 

 

　

・

高

所

作

業

の

禁

止

を

指

示

　

 

 

・

運

転

業

務

の

禁

止

を

指

示

・

休

養

を

指

示

　

　

 

　

・

時

間

休

養

を

指

示

（

　

 

 

 

　

　

H

～

　

 

　

 

 

　

H

)

・

軽

作

業

を

指

示

 

 

　

・

高

所

作

業

の

禁

止

を

指

示

　

 

 

・

運

転

業

務

の

禁

止

を

指

示

・

休

養

を

指

示

　

　

 

　

・

時

間

休

養

を

指

示

（

　

 

 

 

　

　

H

～

　

 

　

 

 

　

H

)

・

軽

作

業

を

指

示

 

 

　

・

高

所

作

業

の

禁

止

を

指

示

　

 

 

・

運

転

業

務

の

禁

止

を

指

示

職

　

長

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

１

○

を

つ

け

て

く

だ

さ

い

。

（

　

　

　

　

　

年

　

　

　

　

月

　

　

　

　

日

）

・

休

養

を

指

示

　

　

 

　

・

時

間

休

養

を

指

示

（

　

 

 

 

　

　

H

～

　

 

　

 

 

　

H

)

・

軽

作

業

を

指

示

 

 

　

・

高

所

作

業

の

禁

止

を

指

示

　

 

 

・

運

転

業

務

の

禁

止

を

指

示

・

休

養

を

指

示

　

　

 

　

・

時

間

休

養

を

指

示

（

　

 

 

 

　

　

H

～

　

 

　

 

 

　

H

)

・

心

配

事

が

あ

る

･

心

配

事

が

多

い

・

心

配

事

が

あ

る

･

心

配

事

が

多

い

処

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

置

・

休

養

を

指

示

　

　

 

　

・

時

間

休

養

を

指

示

（

　

 

 

 

　

　

H

～

　

 

　

 

 

　

H

)

・

軽

作

業

を

指

示

 

 

　

・

高

所

作

業

の

禁

止

を

指

示

　

 

 

・

運

転

業

務

の

禁

止

を

指

示

・

軽

作

業

を

指

示

 

 

　

・

高

所

作

業

の

禁

止

を

指

示

　

 

 

・

運

転

業

務

の

禁

止

を

指

示

・

休

養

を

指

示

　

　

 

　

・

時

間

休

養

を

指

示

（

　

 

 

 

　

　

H

～

　

 

　

 

 

　

H

)

・

軽

作

業

を

指

示

 

 

　

・

高

所

作

業

の

禁

止

を

指

示

　

 

 

・

運

転

業

務

の

禁

止

を

指

示

・

心

配

事

が

あ

る

･

心

配

事

が

多

い

・

心

配

事

が

あ

る

･

心

配

事

が

多

い

・

心

配

事

が

あ

る

･

心

配

事

が

多

い

・

心

配

事

が

あ

る

･

心

配

事

が

多

い

・

熱

っ

ぽ

い

　

　

・

頭

が

ふ

ら

つ

く

　

　

・

貧

血

ぎ

み

・

二

日

酔

　

　

　

・

腰

痛

ぎ

み

　

　

　

 

 

 

・

下

痢

ぎ

み

・

熱

っ

ぽ

い

　

　

・

頭

が

ふ

ら

つ

く

　

　

・

貧

血

ぎ

み

・

二

日

酔

　

　

　

・

腰

痛

ぎ

み

　

　

　

 

 

 

・

下

痢

ぎ

み

・

熱

っ

ぽ

い

　

　

・

頭

が

ふ

ら

つ

く

　

　

・

貧

血

ぎ

み

・

二

日

酔

　

　

　

・

腰

痛

ぎ

み

　

　

　

 

 

 

・

下

痢

ぎ

み

・

熱

っ

ぽ

い

　

　

・

頭

が

ふ

ら

つ

く

　

　

・

貧

血

ぎ

み

・

二

日

酔

　

　

　

・

腰

痛

ぎ

み

　

　

　

 

 

 

・

下

痢

ぎ

み

・

熱

っ

ぽ

い

　

　

・

頭

が

ふ

ら

つ

く

　

　

・

貧

血

ぎ

み

・

二

日

酔

　

　

　

・

腰

痛

ぎ

み

　

　

　

 

 

 

・

下

痢

ぎ

み

・

熱

っ

ぽ

い

　

　

・

頭

が

ふ

ら

つ

く

　

　

・

貧

血

ぎ

み

・

二

日

酔

　

　

　

・

腰

痛

ぎ

み

　

　

　

 

 

 

・

下

痢

ぎ

み

・

熱

っ

ぽ

い

　

　

・

頭

が

ふ

ら

つ

く

　

　

・

貧

血

ぎ

み

・

二

日

酔

　

　

　

・

腰

痛

ぎ

み

　

　

　

 

 

 

・

下

痢

ぎ

み

・

熱

っ

ぽ

い

　

　

・

頭

が

ふ

ら

つ

く

　

　

・

貧

血

ぎ

み

・

二

日

酔

　

　

　

・

腰

痛

ぎ

み

　

　

　

 

 

 

・

下

痢

ぎ

み

･

心

配

事

が

多

い

・

心

配

事

が

あ

る

体

　

　

　

　

　

　

調

良

く

な

い

項

　

目

年

　

齢

・

熱

っ

ぽ

い

　

　

・

頭

が

ふ

ら

つ

く

　

　

・

貧

血

ぎ

み

・

二

日

酔

　

　

　

・

腰

痛

ぎ

み

　

　

　

 

 

 

・

下

痢

ぎ

み

・

熱

っ

ぽ

い

　

　

・

頭

が

ふ

ら

つ

く

　

　

・

貧

血

ぎ

み

・

二

日

酔

　

　

　

・

腰

痛

ぎ

み

　

　

　

 

 

 

・

下

痢

ぎ

み

氏

　

　

　

　

　

　

　

　

名

会

　

社

　

名

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

１

・

軽

作

業

を

指

示

 

 

　

・

高

所

作

業

の

禁

止

を

指

示

　

 

 

・

運

転

業

務

の

禁

止

を

指

示

精

　

　

　

　

　

神

良

く

な

い

・

心

配

事

が

あ

る

･

心

配

事

が

多

い

・

心

配

事

が

あ

る

･

心

配

事

が

多

い

・

心

配

事

が

あ

る

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



共 8-39 
 

３３３３    建設建設建設建設業業業業関係計画届関係計画届関係計画届関係計画届出出出出、作業主任者等、作業主任者等、作業主任者等、作業主任者等    

（１）建設業関係計画届出一覧表 

計画の届出を必要とする  

建 設物・機械等 ・仕事  

届 出 先 

時    期 

法令則 添  付  書  類 

１ 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事 

２ 堤高（基礎地盤から堤頂までの高さをい 

 う。）が150メートル以上のダムの建設の仕事 

３ 最大支間500メートル（つり橋にあっては、 

 1,000メートル）以上の橋梁の建設の仕事 

４ 長さが3,000メートル以上のずい道等の建

設の仕事 

５ 長さが1,000メートル以上3,000メートル

未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メ

ートル以上のたて抗（通路として使用される

ものに限る）の掘削を伴うもの 

６ ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気

工法による作業を行う仕事 

厚 生 

労働大臣 

 

工事開始 

3 0 日前 

 

安 衛 法 

第 88 条 

第 ２ 項 

 

安 衛 則 

第 89 条 

 

１ 仕事を行う場所の周囲の状 

況及び四隣との関係を示す図 

面 

２ 建設をしようとする建設物 

 等の概要を示す図面 

３ 工事用の機械・設備・建設 

 物等の配置を閉める図面 

４ 工法の概要を示す書面また

は図面 

５ 労働災害を防止するための 

 方法及び設備の概要を示す書 

 面または図面 

６ 工程表 

７ 圧気工法による作業を行う 

仕事に係る場合にあっては圧 

気工法作業摘要書 

１ 高さ 31 メートルをこえる建築物または工

作物（橋梁を除く。）の建設、改造、解体又は

破壊（以下「建設等」という。）の仕事 

２ 最高支間 50 メートル以上の橋梁の建設等

の仕事 

３ 最大支間が30ｍ以上50ｍ未満の橋梁の上

部構造の建設等の仕事であって、人口が集

中している地域内における道路上若しくは道

路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは

軌道に隣接した場所のもの 

４ ずい道等の建設等の仕事 

５ 掘削の高さ又は深さが 10 メートル以上で

ある地山の掘削の作業を行う仕事 

６ 圧気工法により作業を行う仕事 

７ 掘削の高さ又は深さが 10 メートル以上の

土石の採取のための掘削の作業を行う仕事 

８ 坑内掘りによる土石の採取のための掘削

の作業を行う仕事 

所轄労働

基 

準監督署

長 

 

工事開始 

1 4 日前 

 

 

安 衛 法 

第 88 条 

第 ３ 項 

 

安 衛 則 

第 90 条 

 

１ 型わく支保工（支柱の高さが3.5メートル 

 以上のものに限る。） 

２ 架設通路（高さ及び長さがそれぞれ10メー

トル以上のものに限る。） 

３ 足場（つり足場、張出し足場以外の足場に 

あっては、高さが10メートル以上の構造のも

のに限る。） 

所轄労働

基準監督

署長 

 

設置 30 日

前 

安 衛 法 

第 88 条 

第 １ 項 

 

安 衛 則 

第 86 条 

別表第７ 

○次の事項を記載した書面 

１コンクリート構造物の概要 

２設置箇所 

３構造・材質及び主要寸法 

４設置期間 

○図 面 組立図及び配置図

（平面図・側面図・断面図） 
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（２）作業主任者一覧表 

    

    

出典：国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所ホームページ

http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/landslide/iijima/sagyo_syunin.pdf 
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（３）作業指揮者一覧表 
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出典：国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所ホームページ

http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/landslide/iijima/sagyo_syunin.pdf 
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（４）資格必要工事一覧表 
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（５） 労働安全衛生法の主な規定等 

   労働安全衛生法では、労働災害防止のために、事業者、注文者、元方事業者、特定元方事業者等の 

  責務について、それぞれ必要な規定を設けるとともに、違反についての罰則を次のとおり定めている。 

 

事業者の講ずべき危害防止措置の不履行 （法第20条～第25条） 

労働者救護に関する措置の不履行    （法第25条の２、第１項） 

元方事業者等の講ずべき措置の不履行  （法第30条の３、第１項、第４項） 

注文者の講ずべき措置の不履行     （法第31条第１項）         （法第119条） 

機械等貸与者等の講ずべき措置の不履行 （法第33条第１項、第２項）     懲役６月以下又は 

建築物貸与者の講ずべき措置の不履行  （法第34条）                       罰金50万円以下 

作業主任者の不選任、特別教育の不履行 （法第14条、第59条第３項） 

就業制限規定の違反          （法第61条第１項） 

使用停止等命令の違反         （法第98条第１項、第99条第１項） 

           （その他省略） 

 

  統括安全衛生責任者の選任義務違反   （法第15条、第１項、第３項） 

  元方安全衛生管理者の選任義務違反   （法第15条の２、第１項） 

  安全衛生責任者の選任義務違反     （法第16条、第１項） 

  労働者の危害防止措置の不遵守     （法第26条、第32条第４項） 

  特定元方事業者等の講ずべき措置の不履行（法第30条、第１項、第４項） 

請負人の講ずべき措置の不履行     （法第32条、第１項～第３項） 

  貸与機械等を操作するものの遵守義務違反（法第33条第３項） 

  定期自主検査及び特定自主検査義務違反 （法第45条、第１、第２項） 

雇い入れ時等の教育の不履行      （法第59条第１項） 

計画届出義務違反           （法第88条、第1項～第4項） 

書類の保存等に関する義務違反     （法第103条第１項） 

           （その他省略） 

（法第120条） 

罰金50万円以下 

出典：国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所ホームページ

http://www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/landslide/iijima/sagyo_syunin.pdf 
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４４４４    現場休業届現場休業届現場休業届現場休業届    

年末年始等で一週間程度の現場休業となる場合であって、発注者が現場の安全確認の 

ために必要と求める場合、本様式を参考に休業期間、休業中の連絡先、休業中の現場巡 

視計画等安全確保の方策について監督員へ報告する。 

様式は、県技術管理室ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  

「長野県工事関係書類ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ一覧 No50 現場休業届」にデータがある。 

 

 [任意様式] 

 

現  場  休  業  届 

 

平成  年  月  日  

 

  （発注者名） 様 

  〔監督員名        〕 

                                （受注者名） 

 

 

 下記のとおり現場を休業します。 

 

記 

 

１ 工事箇所名 

    ・事業名： 

    ・箇所名：   

 

２ 休 業 期 間 

      平成  年  月  日（  ）～平成  年  月  日（ ） 

 

３ 休業中の連絡先 

         ①氏名           電話番号 

②氏名           電話番号 

③氏名           電話番号 

 

４ 休業中の安全対策 

    （現場巡視計画、その他特記事項等） 
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５５５５    土石流による労働災害防止のためのガイドライン土石流による労働災害防止のためのガイドライン土石流による労働災害防止のためのガイドライン土石流による労働災害防止のためのガイドライン等等等等    

（１） 土石流による労働災害防止のためのガイドラインの策定について 

(平成１０年３月２３日 基発第１２０号) 

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達) 

 

土石流による労働災害の防止については、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成一〇年労働省令

第一号)が、本年二月一六日に公布され、同年六月一日から施行されることとされたところであり、その施

行については、平成一〇年二月一六日付け基発第四九号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行

について」により示したところである。 

今般、改正労働安全衛生規則と相まって、土石流による労働災害の防止対策のより一層的確な推進を図

るため、改正労働安全衛生規則において規定された事項のほか、事業者が講ずることが望ましい事項及び

従来の労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち土石流による労働災害防止のために重要

なものを一体的に示した「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」を別添のとおり策定したと

ころである。 

ついては、貴職においても、関係事業者等に対して本ガイドラインの周知徹底を図り、土石流による労

働災害の防止に万全を期されたい。 

なお、土石流による労働災害防止の推進に当たっては、発注機関との連携が重要であることから、この

点について特に配慮するよう申し添える。 

おって、別紙のとおり関係団体に対し、本ガイドラインの周知徹底を図るよう要請したので了知されたい。 

 

別添 

土石流による労働災害防止のためのガイドライン 

第一 趣旨 

平成八年一二月に長野県と新潟県の県境をなす蒲原沢で発生した土石流災害により、二三人が死傷する

という重大災害が発生した。労働省では、本災害の重大性にかんがみ設置された「労働省一二・六蒲原沢

土石流災害調査団」による提言を踏まえ、労働安全衛生規則の改正を行ったところである(平成一〇年労働

省令第一号)。 

本ガイドラインは、改正労働安全衛生規則と相まって、土石流による労働災害の防止対策のより一層的

確な推進を図るため、改正労働安全衛生規則において規定された事項のほか、事業者が講ずることが望ま

しい事項及び従来の労働安全衛生関係法令において規定されている事項のうち土石流による労働災害防止

のために重要なものを一体的に示すことを目的とするものである。 

事業者は、本ガイドラインに記載された事項を的確に実施することに加え、より現場の実態に即した土

石流に対する安全対策を講ずるよう努めるものとする。 
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以下は、次を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）労働安全衛生規則 

     土石流による危険の防止に係る「労働安全衛生規則」については、次を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働安全衛生規則 第十二章 土石流による危険の防止《厚生労働省 所管の法令等より》 

（第五百七十五条の九－第五百七十五条の十六） 

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=hourei&DMODE=SEARCH&SMODE=

NORMAL&KEYWORD=%88%c0%89%71%91%a5&EFSNO=955&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=

152 

「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」 《厚生労働省 所管の法令等より》 

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=

NORMAL&KEYWORD=%93%79%90%ce%97%ac%82%c9%82%e6%82%e9%98%4a%93%ad%

8d%d0%8a%51%96%68%8e%7e%82%cc%82%bd%82%df%82%cc%83%4b%83%43%83%68%

83%89%83%43%83%93&EFSNO=9175&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=3 
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６６６６    斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン    

27建政技第96号  

平成27年（2015年）７月10日  

 

建設部現地機関の長 様 

建設部各課長    様 

 

技術管理室長  

 

斜面崩壊による労働災害の防止対策について（通知） 

 

このことについて、平成27年７月１日付け長野労基発0701第２号の３により、長野労働局労働基準部

長から別添のとおり通知がありました。 

ついては、｢斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン｣の趣旨及び内容をご理解いただ

き、斜面崩壊による事故防止が図られますよう御配意願います。 

  

○ガイドラインの主な内容 

 ・主に斜面掘削高さが1.5 ﾒｰﾄﾙ以上10 ﾒｰﾄﾙ以下を対象 

 ・発注者、調査・設計者、施工者が斜面状態を適切に情報共有する。 

 ・設計者は、｢点検者｣、｢確認者｣を選任し、｢設計・施工段階別点検表｣により 

斜面の状態を点検する。 

 ・施工者は、｢点検者｣、｢確認者｣を選任し、｢設計・施工段階別点検表｣、 

｢日常点検表｣により斜面の状態を点検する。 

 ・斜面の変状があれば、｢異常時対応シート｣を作成し、｢安全性検討関係者会 

議｣により、労働災害防止のための措置を検討する。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

○ガイドラインについては、厚生労働省 岡山労働局 ホームページを参照 

http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_

seido/syamenhoukai.html 

 

○点検表等は、次ページ以降参照 
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設計・施工段階別点検表 模式図 
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異 常 時 対 応 シ ー ト       別紙４ 
 

（第   報） 
 

平成   年   月   日  ＡＭ／ＰＭ   時   分 

工事名 

（業務名） 

 

請負者 

（受注者） 

 

送付先 

氏名  職種  

連絡先  

連絡者 

氏名  職種  

連絡先  

異常確認日時 平成   年   月   日（   ）    時    分 

異常確認箇所 

 

異常確認時の 

作業内容 

 

進行した 

変状の種類 

切土部 

□①切土こう配  □②亀裂  □③はらみ  □④落石 

□⑤崩壊     □⑥湧水  □⑦浮石・転石 

残斜面及び周辺 

□②亀裂 □③はらみ □④落石 □⑤崩壊  □⑦浮石・転石 

□⑧樹木  ⑨構造物 

ほか 

□⑫特記すべき現象 

□⑬その他（                      ） 

変状状況 別紙に添付 

□現場写真   □位置図  □平面図   □横断図 

□その他（                       ） 

現在の 

措置状況 

（応急措置） 

措置判断者 

（確認者名） 

 

 

□引き続き変状を観察する（措置なし）     □変状のモニタリングを実施する 

□監視員を配置する              □変状のある付近を立入禁止にする 

□変状のある付近での作業を中断し、退避する  □その他（          ） 

※現時点で不明な点については「不明」と記入 

対応指示・ 

   結果報告 

今後の対応に関する

指示事項 

 

対応結果報告  

対応内容  

緊急連絡先 

□発注者  ＴＥＬ  

□施工者（本社）  ＴＥＬ  

□施工者（現場）  ＴＥＬ  

□専門工事業者  ＴＥＬ  

□設計者  ＴＥＬ  

□調査者  ＴＥＬ  

 

  

 



共 8-56 
 

７７７７    掘削の安全対策掘削の安全対策掘削の安全対策掘削の安全対策    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こう配、度数換算表 

勾    配 記    号 α β 備     考 

１分 １： 0.1 84°～ 18′ 5°～ 42′ 

 

 

 

 

 

  

 

      １ 

 

   α 

   Ｘ 

２〃 １： 0.2 78 ～ 42 11 ～ 18 

３〃 １： 0.3 73 ～ 18 16 ～ 42 

４〃 １： 0.4 68 ～ 12 21 ～ 48 

５〃 １： 0.5 63 ～ 27 26 ～ 33 

６〃 １： 0.6 59 ～ 02 30 ～ 58 

７〃 １： 0.7 55 ～ 00 35 ～ 00 

８〃 １： 0.8 51 ～ 21 38 ～ 39 

９〃 １： 0.9 48 ～ 01 41 ～ 59 

１割 １： 1.0 45 ～ 00 45 ～ 00 

１割２分 １： 1.2 39 ～ 48 50 ～ 12 

１割５〃 １： 1.5 33 ～ 41 56 ～ 19 

２割 １： 2.0 26 ～ 34 63 ～ 26 

２割５分 １： 2.5 21 ～ 49 68 ～ 11 

３割 １： 3.0 18 ～ 26 71 ～ 34 

人力掘削の場合の深さと掘削勾配（労働安全衛生規則） 
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８８８８    地表変動計測調査地表変動計測調査地表変動計測調査地表変動計測調査    

 

 （１） 地表変動計測調査は、滑落崖や亀裂等地すべり活動の徴候が判明した場合や地すべり活 

    動の恐れのある場合、地すべりの規模、活動状況、移動方向等、運動機構を把握するために 

行う。 

 （２） 調査結果は土質・地質調査、現地調査、空中写真判読等の結果と併せて地すべりの発生 

機構の解明、対策工の検討に役立てる。さらに道路建設工事中の安全確保のためにも用いる。 

 

  計測機器は、地形図や空中写真並びに現地踏査の結果等を総合的に判断して、地すべり機構が十分 

把握できるようその設置位置、数量、観測データの伝送・回収を十分検討し、配置することが大切で 

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ⅰ）地盤伸縮計 

     地盤伸縮計は地すべり上部の滑落崖または主な亀裂箇所には必ず、中間部では明瞭な亀裂や段差 

がある場所には適宜設置するものとする。 地盤伸縮計は亀裂をはさんで設置し、設置スパンは15 

ｍ以下とする。また両端の高低差は５ｍ程度以内とし、インバ-線は塩化ビニル管等で保護しなけれ 

ばならない。 

      光ファイバを用いた地盤伸縮計も開発されている。詳細については、「光ファイバセ 

ンサを活用した地すべりモニタリングシステム」

３）

を参照されたい。 

計測機器配置の例 
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地盤伸縮計による地盤伸縮の程度とその特徴 

※日変位量と累積変位量をあわせて変動ランクを考慮する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅱ)地盤傾斜計 

   地盤傾斜計は、主測線沿いの運動ブロックの上方斜面に設置して地すべりの拡大の可能性を検討す 

る。また、必要に応じて運動ブロックの両側にも設置する。 

   地盤傾斜計は水管式のものが簡便である。測定は２本の傾斜計をＮ－Ｓ、Ｅ－Ｗの２方 

   向に直交させて行う。なお、設置台は水平になるようにする。 

 

傾斜変動の程度とその特徴 

変動 

ランク 

日平均 

変動量 

(秒) 

累積変動値 

(秒/月) 

傾斜量の累積 

傾向の有無 

傾斜運動方 

向と地形と 

の相関性 

活動性等 

変動ａ 5秒以上 100秒以上 顕 著 あり 活発に運動中 

変動ｂ 1～5秒 30～100秒 やや顕著 あり 緩慢に運動中 

変動ｃ 1秒以下 30秒以下 ややあり あり 継続観測が必要 

変動ｄ 3秒以上 

な し 

(断続変動) 

な し 

(断続変動) 

なし 

局部的な地盤変

動、その他 

変動 

ランク 

日変位量 

(mm) 

累積変位値 

(mm/月) 

一定方向へ 

の累積傾向 

活動性等 

変動ａ 1mm以上 10mm以上 顕著 活発に運動中 

変動ｂ 0.1～1mm 2～10mm やや顕著 緩慢に運動中 

変動ｃ 0.02～0.1mm 0.5～2mm ややあり 継続観測が必要 

変動ｄ 0.1mm以上 

なし 

(断続変動) 

なし 

局部的な地盤変動、

その他 

地盤伸縮計設置概略図 地盤傾斜計設置図の例 
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※日変動量と累積変動量をあわせて変動ランクを考慮する。 

(ⅲ)簡易な変位の測定 

   地すべり運動の状況を簡易に把握する方法として次のようなものがある。 

（ａ）抜き板 

    亀裂をはさんでその両側に木杭を打ち込み、これに抜き板を渡し、この抜き板にあらかじめ入れ 

ておいた切目の拡大、縮小等を測る方法である。これは、比較的簡易な方法であるので、主側線、 

副側線上はもちろん各所に配置するのが望ましい。ただし、板が腐食するため、長期の計測には適 

さない。 

（ｂ） 移動杭 

    地すべりを横断して地すべり地内及び外部（不動地山）に杭を見通し線上に設置し、その移動量 

を測定する方法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 光波測量による杭の移動量測定 

     調査対象地域に測量杭を設置し、不動地山に設置した基準点からの距離等を光波測量により求め、 

各点の移動量を測定する方法で、移動量の大きい地すべりや移動量の小さい地すべりにあっても長期 

に渡って観測を行う場合に有効である。 

 

(ⅴ) ＧＰＳによる移動量の測定 

       GPS(Global Positioning System：全地球航空測位システム)による移動量の測定は、観測点間の 

見通しを必要としない、長距離計測や夜間での測量が可能、気象条件に左右されない等の利点があ 

り、不動点の確保が難しい大規模な地すべり地で有効である。 

 

 地表変動計測の詳細については、｢地盤調査の方法と解説｣(社団法人 地盤工学会)

)

を参照されたい。 

抜き板の概略図 移動杭配置図の例 

出展：道路土工 切土工・斜面安定工指針（平成21年度版） 

社団法人 日本道路協会編 
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９９９９    地すべり観測機器の観測結果とその対応地すべり観測機器の観測結果とその対応地すべり観測機器の観測結果とその対応地すべり観測機器の観測結果とその対応    

 

  

  

 

  

 地すべりの監視を目的にした地すべり観測では、その対応方針についても検討し、明記しておくことが

必要である。これがなされていないと、地すべりの滑動が活発化したときに、混乱に陥るばかりかせっか

くの地すべり観測結果が生かされないことにもなる。 

 そのためには、地すべり観測結果の管理基準値を設定し、対応方針を事前に観測計画に盛り込んでおく

必要がある。 

 道路公団の「地すべり危険地における動態観測施工に関する研究委員会」が主として鉄道および道路の

管理基準値の既存事例を収集し、それを整理し、まとめたものを参考例として下表に示す。 

 

道路関係地すべりの既往管理基準値のまとめ 

 

対策検討・実施、注

意、点検強化など 

作業中止、一時退避、

警戒態勢など 

住民避難、通行止、

厳重警戒など 

地表伸縮計などによ

る地表変位速度 

１～25mm/日 15～100mm/日 50～500mm/日 

地盤傾斜計による地

表面傾斜速度 

５～10秒/日 － 10～50秒/日 

地中傾斜計による地

中変位速度 

0.5～１mm/日 ２～３mm/日 － 

降雨量、時間雨量 

累積雨量 

－ 

10～20mm/h 

10～50mm 

20mm/h 

100mm 

 

 対応方針としては、応急対策の施工などのハード面と避難などのソフト面がある。これらについては、

少なくとも応急対策工法として妥当な工法を事前に検討しておくことや管理基準値を越えた場合の緊急連

絡先、関係官庁などを観測計画書に明記しておくことが大切である。 

 

  

出展：いつでも、どこでもすぐに役立つ地すべり観測便覧（平成24年10月発行） 

社団法人 斜面防災対策技術協会編 
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１０１０１０１０    崩壊予測崩壊予測崩壊予測崩壊予測    

１）クリープ破壊と崩壊予測 

 クリープ変形は、ひずみ量（変形量）と時間の関係が下図に示すように、１次、２次、３次の特 

性をもったクリープをたどって破壊に到る。多くの場合、地すべりもこのような変形の経過をたど 

る。このことからクリープ変形をモデルとした地すべり崩壊の予測方法が種々提案されている 

（斉藤；1987、福囿；1985）。それらの考え方はいずれもひずみ速度が一定の２次クリープ段階か 

らひずみが加速度的に増大する３次クリープ段階を経て崩壊に到ることを前提としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）崩壊予測方法の紹介 

    予測法として、３次クリープ段階における代表的な２例を紹介する。 

（ⅰ）斉藤による３次クリープ段階での予測（セミログ法）

28）

 

     この予測法は、実験および地すべり崩壊の実例の分析から、３次クリープの段階におけるひず 

み量（移動量でもよい）は、崩壊までの余裕（残り）時間の対数との間に直線関係があることを 

見いだし、斉藤が「精密予測」と名付けているものである。これを式で示すと、 

        Ｌ＝Ａ×log{(ｔ

ｒ

－ｔ

0

)/( ｔ

ｒ

－ｔ)} 

        ただし、 Ｌ：移動量 、 Ａ：定数 、 ｔ：時刻 、 ｔ

ｒ

：崩壊時刻 

ｔ

０

：Ｌ＝０の時の時刻 

     実際の予測は、下図に示したような縦軸が対数目盛のグラフ上で求める。 

 

                                

 

 

 

 

 

 

上図は、縦軸を崩壊までの残り時間の対数、横軸を移動量としたものである。崩壊時間をある時刻 

に仮定して、地表伸縮計の計測値を図上にプロットしていくと、① 仮定した時刻が実際の崩壊時刻 

に近いと直線に近い線（Ａ）、② 仮定した時刻が実際の崩壊時刻より前だと下へ曲がる曲線（Ｂ）、 

③ 仮定した時刻が実際の崩壊時刻より後だと上へ曲がる曲線（Ｃ）が描ける。崩壊時刻をいろいろ 

クリープ曲線 

崩壊までの残り時間と 

移動量の関係 
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仮定してプロットし、直線（Ａ）となる時刻を求め、崩壊予測時刻とするのがこの方法の原理である。 

（ⅱ）福囿による表面移動速度の逆数を用いた斜面崩壊発生時刻の予測法 

     表面移動速度の逆数と時刻の関係をたどり、移動速度の逆数がゼロになる時刻を崩壊予測時刻 

とするのがこの方法である。式で示すと、 

           １/ｖ＝{a(b－１)}

１/(b－1)

×(ｔ

r

－ｔ)

 １/(b－1)

 

ここで ｖ：表面移動速度 、 ｔ：時刻 、 ｔ

ｒ

：崩壊時刻 

   ａ、ｂ：崩壊の形態、斜面の構成によって決まる定数 

    実際に予測する方法として、下図に示すようなグラフに計測経過をプロットし、縦軸＝０まで 

延長して崩壊時刻ｔ

ｒ

を求める方法をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    上式でｂ＝２の場合、プロットは図で（Ａ）の直線になる。ｂ＞２の場合は図で（Ｂ）のように 

上に膨らむ曲線になる。１＜ｂ＜２の場合は図で（Ｃ）のように下に膨らむ曲線になる。このよう 

に崩壊のパターンによって固有の曲線を描くのでそれぞれの曲り具合を考慮して延長し、崩壊時刻 

を求める。 

    実際に地すべりデータをプロットしたのが下図である。この図が示すように実際の計測データで 

は一般に上図のようにきれいな曲線を描かず、かなりばらつきが出て崩壊時刻の予測が困難な場合 

もある。ばらつきの抑制方法には移動速度を算出する時間（普通10分～30分）を長く取ることが 

有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動速度の逆数と時刻の関係 

地すべり移動速度の逆数曲線 

出展：いつでも、どこでもすぐに役立つ

地すべり観測便覧（平成24年10月発行） 

社団法人 斜面防災対策技術協会編 
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11111111    建設現場災害防止点検表建設現場災害防止点検表建設現場災害防止点検表建設現場災害防止点検表    

   点検表の一例を示す。（愛知労働局ホームページより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：愛知労働局 安全衛生点検表(建設業用) 

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/jyoho/anzen/tenkenhyou/an

zen-tenken03.pdf 
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12121212    道路工事現場における標示施設等設置基準道路工事現場における標示施設等設置基準道路工事現場における標示施設等設置基準道路工事現場における標示施設等設置基準等等等等    

（１）道路工事現場における標示施設等設置基準 
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（２）道路工事保安施設設置基準 

     

国土交通省関東地方整備局 平成１８年４月 

（次のリンクを参照） 

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000011168.pdf 

 

 

（３）路上工事看板設置関連通達改正のポイント 

 

国土交通省関東地方整備局 平成１８年９月 

（次のリンクを参照） 

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000011171.pdf 

 

出典：国土交通省関東地方整備局ホームページ 

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000011164.pdf 
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